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Ⅰ．財政総論

名目 GDP（国内総生産）は 600 兆円を超えた。春季労使交渉での賃上

げは２年連続で５％を上回った。他方で、物価は上昇し、金利も上昇して

いる。この 30 年間、大きな変動が見られなかった様々な経済指標に、こ

れまでと異なる変化が見て取れる。

 我が国経済が「デフレ・コストカット型経済」から、再びデフレに後戻

りしない「成長型経済」に移行できるかどうか、という分岐点に立つ我々

世代が為すべきこととは何か。この機会をチャンスと捉え、「強い経済」

1を構築するためには、生産年齢人口が減少し、少子高齢化が一層進展す

る中で、供給力の強化に取り組み、潜在成長率の引上げを実現することが

求められる。同時に、「強い経済」を持続可能なものとする取組も重要で

ある。日本経済がダイナミズムを取り戻しつつある今、財政政策が物価や

金利の上昇に与える影響や市場の信認の確保の必要性を踏まえ、財政運

営には細心の注意が払われるべきである。

 令和８年度予算は、上記の認識に立ち、経済再生と財政健全化を両立さ

せるものとすべきである。

 こうした取組により、今を生きる我々世代は、将来世代に対する責任を

果たしていくことが求められている。

１．経済・物価動向

（１）足もとの経済・物価動向

コロナ禍を脱して以降、経済回復と物価上昇が継続したことを背景に、

名目 GDP は大きく増加し、600 兆円を超えた。実質 GDP についても、

相対的に緩やかな勢いではあるものの、堅調な増加を続けている。その結

果、内閣府の試算では、GDP ギャップは令和７年（2025 年）１－３月期

及び４－６月期において、令和５年（2023 年）４－６月期以来１年半ぶ

りにプラス（需要超過）に転じた 2。足もとの７－９月期の GDP 成長率

1 令和７年（2025 年）10 月 24 日の所信表明演説において、高市内閣総理大臣は、「何を実行す

るにしても、「強い経済」をつくることが必要です。」と表明している。
2 民間試算（みずほリサーチ&テクノロジーズによる需給ギャップの試算（令和７年（2025 年）

－1－



 

はマイナスとなり 3、またこれを基にした GDP ギャップが▲0.0％となっ

たことに留意する必要があるものの、これらを踏まえると、今後更なる成

長を目指す上で、我が国の経済が供給制約に直面している状況であるこ

とを示唆している。〔資料Ⅰ－１－１、２参照〕 
 物価については、食料品やエネルギーの価格上昇に加え、サービスなど

も継続して上昇しており、「生鮮食品及びエネルギーを除く総合」では前

年比で 3.0％上昇となっている。〔資料Ⅰ－１－３参照〕 
 労働市場に目を転じれば、現在の完全失業率は 2.5％前後で推移してい

る。この失業率の水準は、転職活動やミスマッチ等により生じる「構造的

な部分」（均衡失業率）を下回っているという推計も存在する 4。 
 こうした中、生産年齢人口が減少する我が国においては、これまで、女

性や高齢者の労働参加率を高めることにより労働力の減少を補ってきた

が、女性や高齢者の労働参加率について一段の上昇余地は狭まってきて

いる。かつては M 字カーブが問題となっていた女性の労働参加率は、改

善し諸外国並みに近づいている。また、高齢者の労働参加率は諸外国の中

でも最高水準となっている。〔資料Ⅰ－１－４参照〕 
 このように、我が国の経済には、労働面からの供給制約が生じていると

考えられる 5。 
 
（２）供給制約・物価上昇局面における経済財政政策 

こうした供給制約の下で、GDP ギャップがプラスに転じ、物価が上昇

 
９月 16 日時点）や BNP バリパ証券による需給ギャップの試算（令和７年（2025 年）９月 17 日

時点））においても、GDP ギャップはプラスが継続している。 
3 本年７－９月期の GDP 成長率は、輸出の減少や住宅投資の減少を背景に、６四半期ぶりのマイ

ナス（１次速報値、年率▲1.8％）となったものの、個人消費は６四半期連続のプラス、設備投資

は４四半期連続のプラスとなっており、景気は緩やかに回復を続けている。輸出については、４

－６月期が米国の関税引上げ等を背景に 2.3％増（前期比）であったことの反動が見られたほか、

住宅投資については、令和７年度（2025 年度）初めの「建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律」（平成 27 年法律第 53 号）等改正に伴う駆け込み需要の反動により一時的に大幅な

マイナスになった。 
4 独立行政法人労働政策研究・研修機構による推計。完全失業率の水準と動きについて、失業率と

欠員率の関係を分析し、「構造的な部分」である均衡失業率と「景気変動に伴う部分」である需

要不足失業率（残差）に分解している。本推計においては、完全失業率は、平成 28 年（2016 年）

以降、コロナ禍の時期を除き、「構造的な部分」である均衡失業率を下回って推移している。 
5 複数の委員から、労働面からの供給制約を打開するためには、企業における人材育成、休暇制度

の見直し等が必要という意見があった。 
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する経済状況においては、経済財政政策の在り方も変える必要がある。 
予算編成においては、上記で見たように、日本経済が新たなステージに

移行しつつあることが明確になる中で、経済・物価動向等を適切に反映す

ることが重要である。 
 他方で、物価が上昇する局面では、物価動向そのものについても目配り

することが求められよう。物価が上昇し、また、人口減少下で供給制約が

顕在化する中においては、短期的な需要喚起を志向するよりも潜在成長

率の引上げに向けて、中長期的な供給力強化に取り組むべきである。具体

的には、資源配分の効率性向上や人的資本の充実等に向けた施策を講じ、

経済成長の三要素であるイノベーション、資本、労働を的確に強化するこ

とが必要である。 
 後述するように、政府はこれまでも、重点分野への投資については、複

数年度にまたがる計画等に基づき、財源を確保しながら実行してきた。今

後も、経済安全保障をはじめとする我が国の課題の解決に資するような

重要な分野に対する官民の積極的な投資を促進すること等を通じて、潜

在成長率を引き上げ、「強い経済」を構築していくことが求められる。供

給力を高めると同時に、安心・安全な社会の基盤を整備することにより、

個人所得や企業収益が増加し、それが旺盛な消費や投資につながってい

くという経済の好循環を実現する必要がある。加えて、規制改革を含む経

済の構造改革を進め、企業の新陳代謝や生産性の高い領域への資源のシ

フトなど、資源配分の効率性向上を促進することも「強い経済」の構築に

資すると考えられる。〔資料Ⅰ－１－５～７参照〕 
 
２．財政健全化の状況 
（１）財政の状況 
 政府の財政健全化目標については、骨太方針 20256において、 
 ・ フロー面では、2025 年度から 2026 年度を通じて、可能な限り早

期の国・地方を合わせた基礎的財政収支（プライマリーバランス）の

黒字化を目指す、 
 

6 「経済財政運営と改革の基本方針 2025 ～「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ～」

（令和７年（2025 年）６月 13 日閣議決定） 
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 ・ ストック面では、債務残高対 GDP 比をまずはコロナ禍前の水準に

向けて安定的に引き下げることを目指す 
こととされた 7。〔資料Ⅰ－２－１参照〕 
 まず、フロー面について、国・地方のプライマリーバランスの推移を確

認すると、経済再生を進める中で、長年に亘る歳出・歳入両面の改革努力

もあり、足もとでは黒字化が目前まで見えてきている状況となっている。 
 具体的には、令和７年（2025 年）８月７日に内閣府が公表した「中長

期の経済財政に関する試算」（以下「中長期試算」という。）において、令

和６年度（2024 年度）の国・地方のプライマリーバランスが▲1.2％と試

算され、黒字化目標の年限が初めて定められた平成 14 年（2002 年）以

降で最も赤字幅が縮小すると見込まれているほか、令和８年度（2026 年

度）以降においては、「過去投影ケース」8でも、「成長移行ケース」9でも、

黒字で推移する姿が示されている。〔資料Ⅰ－２－２参照〕 
 しかし、こうした財政の中長期的な見通しは、今後の経済状況によって

変化するものであり、また、現時点で具体的に決定されていない施策は織

り込まれていないことから、補正予算など追加的な対応によりプライマ

リーバランスは悪化する可能性があることに十分留意が必要である。 
次に、ストック面である、国・地方の債務残高対 GDP 比について確認

する。基本方針 200610においては、2010 年代初頭から 2010 年代半ばに

かけて「債務残高対 GDP 比の発散を止め、安定的に引き下げることを確

保する」とされたが、その時点における国・地方の債務残高対 GDP 比は

143％程度であり、平成 23 年度（2011 年度）にかけて 130％台で推移す

 
7 令和７年（2025 年）11 月 10 日の予算委員会において、高市内閣総理大臣は、 
 ・ 中期的に債務残高対 GDP 比の引下げを安定的に実現する中で、 

・ 必要に応じて、プライマリーバランスの目標年度についても再確認を行う、 
・ 今後の課題として、単年度ごとのプライマリーバランス黒字化目標の達成状況を見ていく方

針を、数年単位でバランスを確認する方向に見直すことを検討している、 
という旨発言している。 

8 全要素生産性（TFP）上昇率が直近の景気循環の平均並み（0.5％程度）で将来にわたって推移

することを前提とし、中長期的に実質成長率が０％台半ば、名目成長率が０％台後半となるケー

ス。 
9 TFP 上昇率が足もとの 0.6％から 1.1％程度まで高まることを前提とし、中長期的に実質成長率

が１％台半ば、名目成長率が２％台後半となるケース。 
10 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」（平成 18 年（2006 年）７月７日閣議決定） 
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るものと見込まれていた 11。 
しかしながら、その後、世界金融危機や東日本大震災、新型コロナウイ

ルスの感染拡大が発生し、それぞれ必要な対応が講じられた結果、債務残

高対 GDP 比は累増の一途をたどっている。令和５年度（2023 年度）末

においては 205.3％であり、依然としてコロナ禍前を大きく上回る水準と

なっている。〔資料Ⅰ－２－３参照〕 
 こうした債務残高対 GDP 比の伸びは、ドーマーの定理 12に基づき、プ

ライマリーバランス（フロー要因）によるものと、成長率や金利の要因に

よるものに分けて考えることができる。それに基づき、平成 14 年度（2002
年度）以降の我が国や先進国の債務残高対 GDP 比の増減を要因別に分解

すると、いずれの国においても、債務残高対 GDP 比の増減の多くはフロ

ー要因によって説明できる。 
 金利のある世界に戻り、その変動が見られる今日、我が国の経済財政に

対する市場からの信認を確実なものとすることが求められる。「経済あっ

ての財政」との基本方針の下、債務残高対 GDP 比の安定的な引下げに向

けて、歳出改革の取組や歳出構造の平時化など、政府としてコントロール

できる取組を継続しながら、フロー要因としてのプライマリーバランス

の状況を確認・検証しつつ、毎年度の財政運営に臨むことが重要である。

〔資料Ⅰ－２－４参照〕 
 その際、税収増を含めて財政状況を改善させることが大事である一方

で、税収が増加する局面では、歳出面においても、例えば、地方交付税の

法定率分が連動して増加するほか、金利や物価が上昇する場合には、利払

費や年金給付などの歳出増が生じることに留意が必要である。そもそも

税収は景気動向によって変動するものである。経済再生を進める中で、政

府が直接取り組むことができる歳出・歳入両面にわたる改革を継続する

 
11 「日本経済の進路と戦略 参考資料（平成 19 年（2007 年）１月 18 日 経済財政諮問会議提出）」

（内閣府）において、TFP 上昇率が平成 17 年度（2005 年度）の 0.9％程度から平成 23 年度

（2011 年度）に 1.5％程度まで徐々に上昇することを前提とし、実質成長率が２%程度から２%
代半ばに、名目成長率が１％代半ばから４%程度となるケース。 

12 ドーマー定理とは、経済成長率が金利を上回る場合、プライマリーバランス赤字が一定の範囲

であれば、債務残高対 GDP 比が収束することを示す定理。ただし、成長率が金利を上回ったと

しても、プライマリーバランスが赤字のときは、必ずしも債務残高対 GDP 比が逓減することを

保証しない点は留意が必要である。 

－5－



 

ことを通じて、経済再生と財政健全化の両立を図っていく必要がある。

〔資料Ⅰ－２－５参照〕 
 
（２）社会保障の受益と負担 
 過去の建議でも指摘したとおり、我が国の債務残高が累増する最大の

要因は、社会保障をはじめとする受益（給付）と負担のアンバランスであ

る。我が国は諸外国と比べ、社会保障以外の支出水準は対 GDP 比で見て

低い一方、社会保障支出対 GDP 比は高齢化を反映して中程度となってい

る。他方で、諸外国の中で、租税収入は相対的に低く、財政収支も悪い状

況である。このように、我が国は、依然として、給付と負担のバランスが

不均衡の状態に陥っており、制度の持続可能性を確保するための改革が

急務である。〔資料Ⅰ－２－６、７参照〕 
経済の好循環を実現するためには、第Ⅱ章１．社会保障（１）総論で論

じているように、家計の可処分所得の持続的な増加が重要である。マクロ

で見ると社会保険料負担の増加が大きな影響を及ぼしていることを踏ま

えれば、現役世代の重い保険料負担（高い保険料率）を最大限抑制するこ

とが不可欠であり、これは、社会保険制度の持続可能性の確保にもつなが

る。〔資料Ⅰ－２－８参照〕 
 現行の財政健全化計画（経済・財政新生計画 13）の最終年度は、人口減

少が本格化する令和 12 年度（2030 年度）とされている。令和 12 年（2030
年）には、人口動態として、団塊ジュニア世代を中心とする人口のボリュ

ームゾーンが 65 歳以上の高齢者に差し掛かり、高齢化率は 30％を超え

て、再び急激な上昇を始めることが見込まれている。 
 一方、生産年齢人口は、ピーク時の平成７年（1995 年）と比べて、令

和 12 年（2030 年）には 20％減少し、65 歳以上の高齢者１人に対する生

産年齢人口の割合は２人を割り込む見込みである。全世代が負担をとも

に分かち合い、互いに支え合う経済社会を目指していくことが求められ

ている。 

 
13 「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（令和６年（2024 年）６月 21 日閣議決定）において、

経済・財政新生計画では、人口減少が本格化する令和 12 年度（2030 年度）までの６年間を対象

期間として、引き続き経済・財政一体改革を推進することとされている。 
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 この人口減少が本格化する 2030 年代以降においても財政と社会保障

を持続可能な形で維持していくためには、令和 12 年度（2030 年度）ま

での経済・財政新生計画の期間内に、全世代が互いに支え合う包摂的な社

会を目指す観点から、税と社会保障の一体改革に取り組むことが重要で

ある 14。〔資料Ⅰ－２－９参照〕 
 
（３）金利動向 
① 国債市場等の状況 
 国債市場を見ると、国内の堅調な経済・物価動向を背景に日本銀行によ

る利上げ等の金融調節が進められる中、金利は上昇傾向で推移してきた。

10 年債の利回りは、令和７年（2025 年）８月には、一時、平成 20 年（2008
年）10 月以来 17 年ぶりの高さとなり、また、超長期債である 30 年債の

利回りについては、平成 20 年（2008 年）の 2.60％を超え、11 月には

3.34％まで上昇し発行開始以来過去最高を記録するなど、その傾向は顕

著である。〔資料Ⅰ－２－10 参照〕 
 一般に、「長期金利」は、将来の短期金利についての市場予測を示す「期

待短期金利」と、投資家が長期債を購入する際に求める「タームプレミア

ム」に分解することができる。「タームプレミアム」は、流動性、ボラテ

ィリティ、投資家需要等の様々な要素が反映されるが、財政リスクもその

主要な要因の一つである。 
 民間シンクタンクによるタームプレミアムの推計によれば、日本銀行

の量的・質的金融緩和が実施されていた期間中はタームプレミアムが長

期金利の押下げ方向に働いた一方、金融政策の調整が進む足もとでは長

期金利の押上げ方向に働いていることが示唆されている。金利は、市場で

決定されるものであることを再認識しなくてはならない。〔資料Ⅰ－２－

11 参照〕 
 こうした中、国債の保有者別割合を見ると、平成 25 年（2013 年）に

日本銀行が量的・質的金融緩和を導入して以降、日本銀行の保有割合が高

まった一方、銀行等の割合は減少してきている。海外の保有割合は緩やか

 
14 複数の委員から、いわゆる「給付付き税額控除」や、国民の所得等の情報を一元的にまとめた

データベースである「ガバメント・データ・ハブ」の必要性についての意見があった。 
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に増加しており、特に、国庫短期証券については全体の半分を超えるなど、

外国人投資家の存在感の高まりが目立っている。〔資料Ⅰ－２－12 参照〕 
 このような状況下で、日本銀行において、国内の堅調な経済・物価動向

などを要因に、利上げや国債買入れ縮小が進められている。具体的には、

日本銀行は、令和６年（2024 年）７月、「長期国債買入れの減額計画」を

決定し、保有国債残高が令和８年（2026 年）３月までにおおよそ７～８％

（令和６年（2024 年）６月比）減少するとの見通しを示した。また、令

和７年（2025 年）６月には、保有国債残高が令和９年（2027 年）３月ま

でにおおよそ 16～17％（令和６年（2024 年）６月比）減少するとの見通

しを示している。 
 民間シンクタンクが一定の仮定を置いて実施した試算においては、令

和 22 年（2040 年）末時点の日本銀行の保有国債残高は 120～250 兆円

程度となり、令和６年（2024 年）６月比で 320～460 兆円程度減少する

との見通しとなっている。一方、別の民間試算においては、銀行等の追加

的な国債消化余力は、金融規制等によって約 100～300 兆円弱程度とな

り、日本銀行保有国債の減少分の一部にとどまる可能性を示唆している。

〔資料Ⅰ－２－13 参照〕 
 このような国債市場の状況を踏まえると、金利の安定や円滑な国債発

行のためには、市場からの信認を確実なものとすることが益々重要とな

ってくる。「経済あっての財政」という基本方針の下、これまでの歳出・

歳入改革の努力を後退させることなく、債券市場における消化能力にも

留意しながら、財政運営を進めることにより、財政の持続可能性を確保す

るべきである。 
また、外国為替市場に目を転じると、財政政策は市場に影響を与える要

因の一つであり、円安を通じて、国の交易条件（輸出物価／輸入物価）が

悪化し、実質賃金も低下すれば 15、国民の生活水準に影響を及ぼすことが

指摘されている。 
このように、財政は国民生活の基盤の一つであり、財政の信認を維持す

 
15 例えば、Chun, H., Fukao, K., Kwon, H. U., & Park, J. (2024). Why Do Real Wages Stagnate 
in Japan and Korea?. Asian Economic Papers, 23(1), 116-139.では、平成７年（1995 年）から

平成 27 年（2015 年）にかけて日韓の実質賃金が（生産性と比して）伸び悩んだ主な要因に交易

条件の悪化があったことを実証的に示している。 
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ることが、日本経済、ひいては国民生活を支えるとともに、その安定につ

ながることにも留意すべきである。 
 
② 金利上昇が財政に与える影響 
 上述したしたように、これまでの低金利環境を財政政策の前提と置く

ことはできない。足もとで金利が上昇する中、令和８年度概算要求では、

利払費の要求額は 13 兆円を超え、過去最大となった。〔資料Ⅰ－２－14
参照〕 
 現在、普通国債残高は 1,000 兆円を超えており、金利が上昇すれば、利

払費が大幅に増加するおそれがある。具体的には、後年度影響試算 16をベ

ースに機械的に計算すると、令和８年度（2026 年度）以降、金利が想定

より１％上昇し、その後、横ばいで推移した場合でも、利払費は年々増加

し、令和７年度（2025 年度）の 10.5 兆円から令和 16 年度（2034 年度）

には 34.4 兆円となる姿が示されている。なお、これは、時点が異なるた

め単純に比較はできないが、規模としては、現在（令和７年度予算）の社

会保障関係費（38 兆円）に匹敵するものである。〔資料Ⅰ－２－15 参照〕 
 我が国の財政は、足もとでさえ、少子高齢化を背景に社会保障関係費が

増加し、多額の赤字国債の発行に頼らざるを得ない姿となっており、金利

が上昇した場合には、利払費の増加により更なる財政の硬直化を招き、将

来の政策の自由度を狭める可能性が高い。 
 なお、金利が上昇すれば利払費は増加するが、それは段階的な増加とな

る。これは、償還期限が到来した国債を借り換える段になってはじめて、

それまでの低い金利から足もとの高い金利に順次置き換わっていくこと

によるものである。このため、当面の利払費は平年度化した際の利払費に

比べ低い水準で推移することとなるが、利払費の増加は毎年生じること

に加え、借換えにあたって国債の発行年限が短期化していく場合、金利上

昇による利払費への影響はより直接的になることに留意が必要である。 
 海外に目を転じれば、金利上昇局面における利払費の増加により、財政

 
16 「令和７年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」（財務省（令和７年（2025 年）１月）） 
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運営に苦慮している姿がうかがえる 17。 
 例えば、英国においては、コロナ禍以降金利上昇が続く中、トラス首相

就任後に生じた、いわゆるトラスショック 18の後、首相や政権の交代を経

た足もとにおいても、国債に頼る財政運営に対する警戒感から金利は高

止まったままである。利払費は、８月までの令和７年度（2025 年度）途

中実績を見ると、昨年度比で増加しており、３月時点の見通しでは、令和

７年度（2025 年度）以降、1000 億ポンド（対 GDP 比 3.4％19）を超え、

更なる増加傾向が続く見込みとなっている。〔資料Ⅰ－２－16 参照〕 
 米国においては、国債発行のうち短期債（T-Bill）の発行割合が多い 20

中で、足もとの金利上昇により、令和６年度（2024 年度）において利払

費が急増 21し、国防費を上回った 22。この点、例えば、令和７年（2025
年）に就任したベッセント財務長官は、就任前から、財政赤字は国家安全

保障上の問題であるとして、利払費の増加や財政収支の悪化に対する懸

念を表明するとともに、財政赤字を縮小しなければ、次の危機に財政的に

対応ができなくなるとして、平時の財政余地の重要性を度々強調してい

る。〔資料Ⅰ－２－17 参照〕 
 
③ 国債格付けの影響 
 高い水準の財政赤字により EU の過剰財政赤字手続 23下にあるフラン

スでは、バイル首相は、金利上昇に伴う利払費増加等への懸念から、令和

８年度予算案において歳出削減を行う方針を表明した。あわせて、少数与

党下での予算案審議を前に、財政健全化の必要性を訴える一般政策声明

 
17 各国において債務管理政策のスタンスはそれぞれ異なるため、一概に比較はできないことには

留意する必要がある。 
18 令和４年（2022 年）秋にトラス政権が財源の裏付けがない減税政策等を発表したこと等によ

り、金利上昇・通貨安といった金融市場の混乱を招いた。 
19 我が国の令和７年度予算における利払費は対 GDP 比で 1.7％。 
20 米国の国債発行に占める T-Bill の割合は 84.9%（令和７年度（2025 年度）第４四半期）。 
21 対令和２年度（2020 年度）比 155％増。 
22 我が国の令和７年度予算における利払費（10.5 兆円）は、防衛関係費（8.7 兆円）を上回って

いる。 
23 欧州理事会は原則年２回、基準値（財政赤字対 GDP 比３％、債務残高対 GDP 比 60％）や加

盟国が報告する財政赤字などの指標等を踏まえ、当該加盟国に過剰財政赤字が存在しているかど

うかを判断し、勧告する。勧告を受けた国は欧州委員会と欧州理事会に対し、一定の期間内に過

剰財政赤字を是正するための措置を報告し、実施する。実施が不十分な場合、警告がなされ、そ

れでも事態が改善されない場合に、最大対 GDP 比 0.05％の罰金といった制裁が行われる。 
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を発表し議会の信任を求めた。しかしながら、野党の支持が得られず否決

され、令和７年（2025 年）９月９日に内閣が総辞職するに至った。この

ような状況下で、財政健全化の取組の後退が懸念される中、フランス国債

の金利は欧州債務危機時に並ぶ水準まで上昇した。さらには、主要格付会

社は、債務安定化の見通しが立たないなどとして、フランス国債の格付け

を相次いで引き下げた 24。〔資料Ⅰ－２－18 参照〕 
 ソブリン・シーリング 25という考え方では、仮に、フランスのように国

債の格付けが引き下げられた場合、その国に所在する民間企業の格付け

もその影響を受けるとされている。実際に、過去、日本国債が格下げされ

た際には、日本国債と同水準の格付けだった民間企業の４～５割が格下

げされた。民間企業の格付けが引き下げられれば、当該企業が発行する社

債の金利に影響を与えることなどを通じ、企業の資金調達コストに影響

を与えることとなる。 
 足もとの日本国債の格付けは、G７の中ではイタリアに次いで低く、過

去に通貨危機を経験した韓国よりも低い状況にある。主要格付会社によ

れば、更なる財政赤字の拡大、債務残高対 GDP 比の上昇や経済成長の低

迷などが見込まれる場合等には格下げされる可能性が示唆されており、

その場合、日本経済の持続的な成長が損なわれるリスクがある。〔資料Ⅰ

－２－19 参照〕 
このように、国債格付けは、国の資金調達のみならず、民間企業の資金

調達にも影響を与えることから、経済が持続的に成長し、「強い経済」を

構築するためには、国債格付けが引き下げられることのないよう、財政健

全化を着実に進めていく必要がある。 

 
24 格付会社 Fitch が令和７年（2025 年）９月 12 日に、S＆P が同年 10 月 17 日にフランス国債

の格付けを「AA－」から「A＋」にそれぞれ引き下げた。なお、この間、バイル首相の後任とし

て新たに任命されたルコルニュ首相が組閣するも、与野党に人選を批判され翌朝に内閣総辞職。

与野党との再協議を経て同 10 日に同氏が首相に再任命され、同 14 日に野党に一定の譲歩を図

った予算案が議会に提出された。 
25 ソブリン・シーリングとは、企業の格付けは、その企業が主に事業を展開する国の国債の格付

けがおおむね上限となるとの見方である。国債の格付けが低下すれば、日本の企業全体の格付け

低下を通じて、企業の資金調達コストが高まることで、国際競争力の低下につながる懸念がある。

また、国債は金融機関が資金を調達する際の担保に使われているため、担保として不適格な水準

に引き下げられた場合、金融機関の資金調達に大きな影響が生じ、日本企業への波及も避けられ

ないおそれがある。 
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３．今後の財政運営に係る考え方 
（１）重点分野への投資  
 政府は、これまで、防衛力の抜本的強化、こども・子育て政策の強化、

GX（グリーン・トランスフォーメーション）投資、AI（人工知能）・半導

体といった中長期的に効果が及ぶ重点分野への投資を複数年度にまたが

る計画等に基づき、財源を確保しながら積極的・計画的に実行してきた。

〔資料Ⅰ－３－１～４参照〕 
 今後も、経済安全保障をはじめとする我が国の課題の解決に資するよ

うな重要な分野に対する官民の積極的な投資を促進すること等を通じて、

潜在成長率を引き上げ、「強い経済」を構築していくことが求められるの

はいうまでもない。〔資料Ⅰ－３－５参照〕 
 こうした官民の積極的な投資の促進を含め、戦略的な財政運営を行う

ためには、同時に、ワイズスペンディングの観点から政策の優先順位づけ

を行い、メリハリのある予算とすることを含む様々な取組を通じて、財政

に対する市場からの信認を確実なものとしていくことが必要である。ま

た、民間投資の予見可能性を高める観点から、中長期的に効果が及ぶ施策

については、GX、AI・半導体分野における先行事例を参考として、予算

とその財源を計画的に措置する中長期的なフレームワークを設計するこ

とが重要である。令和７年（2025 年）11 月 21 日に閣議決定した総合経

済対策 26において、「GX や AI・半導体に続き、造船、量子、重要鉱物な

ど経済安全保障上重要な分野における危機管理投資に関し、新たな財源

確保の枠組みについての検討に着手する。」とされたところであり、安定

的な財源の確保こそが求められる。こうした取組を通じて、経済再生と財

政健全化の両立を図るべきである。 
 
（２）有事への備え  
 令和７年（2025 年）８月の内閣府の中長期試算において、債務残高対

GDP 比は、「成長移行ケース」では、プライマリーバランスが改善してい

 
26 「「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～」（令和

７年（2025 年）11 月 21 日閣議決定） 
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く中で安定的に低下し、令和 10 年度（2028 年度）にはコロナ禍前の水

準を下回る見込みとなっている。 
 一方、「過去投影ケース」では、プライマリーバランス黒字幅は縮小し

ていき、令和 16 年度（2034 年度）にかけてわずかに黒字幅が維持され

る見込みであるが、名目成長率が名目金利を下回ることから、債務残高対

GDP 比は、2020 年代後半に上昇に転じ、増加方向に向かう見込みとなっ

ている。〔資料Ⅰ－３－６参照〕 
 このように、今後の債務残高対 GDP 比は、プライマリーバランスの改

善努力のほかにも、名目経済成長率や名目金利、あるいは両者の水準の差

といった多くの不確実性の中で決まるものであり、中長期試算の「成長移

行ケース」で示されたとおりに推移する保証はない 27。「強い経済」を構

築し、高い経済成長率を目指すことは何より重要であるが、名目経済成長

率が名目金利を常に上回り続けることを前提とすることは困難である。 
その点、これまでも、債務残高対 GDP 比などの財政状況は、予期せぬ

有事によって大きく変動してきた。例えば、コロナ禍前の令和２年（2020
年）１月の中長期試算では、令和２年度（2020 年度）以降、成長実現ケ

ースの下で債務残高対 GDP 比は 180％前後で安定的に減少していく見

通しであったが、その後に発生した新型コロナウイルスの感染拡大に伴

う対応等により、見通しと比べて、大きく上方シフトして推移した。 
 それ以前においても、金融危機や自然災害といった有事が一定の頻度

で起き、その都度、債務残高対 GDP 比は非連続的に大きく増加している。

これは、これまで有事が起こる度に必要な財政措置が講じられ、有事が国

民生活や経済に与える影響を緩和するとともに、速やかな回復が図られ

てきた結果であるとも言える。〔資料Ⅰ－３－７、８参照〕 
 大規模地震の発生確率や複雑化する国際情勢を踏まえれば、今後も想

定外の有事が発生する可能性がある。その場合であっても、財政に対する

信認を確保しながら、必要となる財政措置を講じることができるよう、あ

らかじめ債務残高対 GDP 比を安定的に引き下げておくことが必要であ

る。〔資料Ⅰ－３－９、10 参照〕 
 

27 成長移行ケースでは、令和 13 年度（2031 年度）まで名目経済成長率が名目長期金利を上回っ

ており、令和９年度（2027 年度）まで消費者物価上昇率が名目長期金利を上回っている。 
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 足もとの世界的な不確実性の高まりや財政状況の悪化を踏まえ、近年、

OECD や IMF などの国際機関においても、将来のショックに備えて財政

余力を確保することが重要な課題であるとの指摘が相次いでいる。この

点、IMF による対日４条協議では、直近の令和７年（2025 年）の報告に

おいて、日本の財政余力は「限定的」と指摘されている点を真摯に受け止

めるべきである。〔資料Ⅰ－３－11 参照〕 
 有事は遠い将来の話ではない。2000 年以降だけを見ても、世界金融危

機や東日本大震災、新型コロナウイルスの感染拡大が生じている。今後、

我が国の存続自体を脅かし得るインパクトを持つ巨大地震や地政学上の

有事などに備えて、財政余力を確保することは、今を生きる我々世代が中

長期的な視点から将来世代に対して果たすべき責務であると同時に、

我々自らが強靱さを備えることにもつながるものである 28。 
新型コロナウイルス感染症への対応等により令和２年度（2020 年度）

以降の補正予算の規模は大きく膨らんだままである。前述したように、足

もとの GDP ギャップはほぼプラスに転じていると見られることを踏ま

えると、将来の財政余力を確保するためにも、補正予算を含めた歳出構造

の平時化を進め、プライマリーバランスの改善を進めながら、債務残高対

GDP 比を安定的に引き下げていくことが重要である 29。〔資料Ⅰ－３－

12 参照〕 
また、こうした取組を進めていくにあたっては、財政の現状や課題に対

する国民の理解を醸成し、中長期的かつ俯瞰的な視点での議論を喚起し

ていくことが求められよう。 

  

 
28 こうした観点から、複数の委員より、フューチャー・デザインや独立財政推計機関に関する提

言があった。なお、フューチャー・デザインとは、将来世代は現在の政策決定に意思を反映でき

ないという問題意識に立ち、現世代が将来世代の役割を演じるなどの手法により、将来可能性（将

来世代の利益のために行動しようとする潜在的意欲）を発揮できる社会の仕組みをデザインする

ことである。 
29 財政健全化目標の議論に当たっては、時間軸を含む明確な目標やそれが財政状況に与える影響

等について検討を行うべきとの意見もあった。 
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Ⅱ．令和８年度（2026 年度）予算編成の課題 

 

１．社会保障 

 

少子高齢化・人口減少が本格的に進行する中、国民皆保険・皆年金制度

の持続可能性を維持して、次世代に継承するためには、給付と負担のバラ

ンスを確保するための改革に不断に取り組む必要がある。 

昨今、特に現役世代の社会保険料負担の増加が強く意識されている。制

度の持続可能性の維持は、現役世代のみならず、給付の中心を占める高齢

者世代にも裨益するものであり、現役世代に負担を集中させることなく、

全世代で負担を分かち合う意識が必要である。政府は、社会保障が保険料

と税で支えられており、それらを負担する国民に理解され、納得されるも

のでなければ成り立たないことを改めて認識した上で、これまで以上に

切迫感を持って改革に取り組むことが求められる。 

このような状況の中で、骨太方針 2025 は改革を通じた保険料負担の抑

制努力の継続と経済・物価動向等への的確な対応を両立させるとした。 

日本経済が新たなステージに移行しつつあることが明確になる中、経

済・物価動向等を適切に反映することは重要であるが、その際には、コス

トの増分を給付に自動的に反映させるのではなく、客観的データに基づ

く精査や、各サービス主体におけるコスト抑制の取組を徹底した上で、必

要なものについて的確に措置していくことが求められる。 

同時に、現役世代の保険料負担の抑制に向けた改革に取り組むことが

不可欠である。経済・物価動向等への対応が保険料負担の増加の引き金と

なって、官民を挙げた賃上げの成果を損ない、現役世代の可処分所得が低

下することはあってはならない。公費負担についても、税財源で賄い切れ

ず、特例公債に依存し、将来世代への負担の先送りが続いている。社会保

障制度を論じる際には、こうした経済財政上の制約を強く意識する必要

がある。 

こうした状況において、社会保障改革は不可避である。改革を断行し、

保険料負担の抑制と経済・物価動向等への対応の両立を実現していく必

要がある。  

－15－



 

（１）総論 

① 今後の社会保障関係費の歳出水準の考え方 

骨太方針 2025 においては、骨太方針 2024 で示された「歳出改革努力

を継続する」という方針を踏襲しつつ、｢これまでの改革を通じた保険料

負担の抑制努力を継続しつつ、（略）経営の安定や現場で働く幅広い職種

の方々の賃上げに確実につながるよう、的確な対応を行う｣とされた。具

体的には、高齢化による増加分に相当する伸びに「経済・物価動向等を踏

まえた対応に相当する増加分を加算する」こととされた。こうした改革を

通じた保険料負担の抑制努力の継続と経済・物価動向等への的確な対応

への双方に応えるものとすることが求められている。〔資料Ⅱ－１－１参

照〕 

このように令和８年度（2026 年度）予算編成においては経済・物価動

向等への対応が大きな課題の一つであり、今後の物価・賃金動向を注視す

る必要がある 30。足もとの物価や賃金の動向について見ると、物価につい

ては、足もとまで上昇しているものの、生鮮食品を除く総合指数 31で見る

と、令和７年（2025 年）後半から上昇率が鈍化し、令和８年度（2026 年

度）は２％前後で推移する見通しである。賃金については、指標によって

バラツキが見られている。医療・介護等の分野における全体的な賃金水準

の引上げの観点からはベースアップの取組が重要であり、各種の賃金指

標がある中で、経済政策全体との整合性に留意しつつ、経済・物価動向等

への対応を検討する必要がある。〔資料Ⅱ－１－２参照〕 

 

② 現役世代が負担する社会保険料負担 

高齢化等に伴う社会保障給付の増加が続き、それに応じて社会保険料

の負担も増えてきた。現役世代の保険料率は、年金・医療・介護の合計で

報酬の約３割（労使折半のため本人負担では 15％）に達している。今後

も医療・介護の保険料率は継続的に上昇することが見込まれている。こう

した中、近年、特に、現役世代の社会保険料負担の増加について強く意識

 
30 診療報酬改定は原則として今後２年間の診療報酬を定めるものであるため、足もとの物価上昇

率のみならず、将来の物価上昇率も見据えて検討する必要がある。 
31 ESP フォーキャスト（令和７年（2025 年）10 月９日） 
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されるようになってきており、今後一層高まるであろうと予想される。 

経済の好循環を実現するためには、賃金の上昇にとどまらず、社会保険

料等を差し引いた可処分所得の持続的な増加が不可欠であるが、過去 30
年間のマクロの家計可処分所得の変動要因を分析すると、社会保険料負

担の増加が大きな影響を及ぼしている。この点について、社会保険料は給

付への対価とされるが、その多くは年金等の高齢者向け給付に充てられ

てきている。また、平均的な勤労者世帯における勤め先収入に占める税・

社会保険料の負担割合を見ると、平成以降の 35 年間で５％ポイント強増

加しているが、その大宗は社会保険料負担の増加が占めている現状が見

て取れる。 

社会保険制度は、世代間扶養や社会的連帯を支える極めて重要な制度

である。しかし、現役世代の納得感を得て、その持続可能性を確保してい

く上では、現役世代の保険料負担を抑制していくことが不可欠である。具

体的には、医療・介護の給付の伸びが社会保険料の賦課ベースとなる雇用

者報酬の伸びを上回っており、結果として保険料率が上昇している状況

となっている。この現状に対し、歳出改革と賃上げにより伸びのギャップ

を縮小させ、医療介護の保険料率の上昇を最大限抑制することを通じて

若者・子育て世帯の可処分所得の増加につなげていく必要がある 32。〔資

料Ⅱ－１－３～６参照〕 

 

③ 経済・物価動向等への対応と現役世代の保険料負担 

このように経済・物価動向等への的確な対応を行いつつ、保険料負担を

最大限抑制していくことが求められている。 

「経済・物価動向等への対応」については、予算編成過程において客観

的データに基づく精査を徹底した上で、必要なものを措置していくべき

 
32 「こども未来戦略」（令和５年（2023 年）12 月 22 日閣議決定）の脚注 27 において、「高齢化

等に伴い、医療・介護の給付の伸びが保険料の賦課ベースとなる雇用者報酬の伸びを上回ってお

り、このギャップにより、保険料率は上昇している。若者・子育て世帯の手取り所得を増やすた

めにも、歳出改革と賃上げによりこのギャップを縮小し、保険料率の上昇を最大限抑制する。」

とされている。 
 また、この点に関し、ミクロの個別改革項目の実施が遅滞する場合等を念頭に置いて医療・介

護の保険料率等について上限を定め、上限を超過する際に給付を自動調整するなどマクロの管理

手法を検討すべきとの意見があった。 
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である。その際には、これまでの賃上げの成果を損なわないよう、現役世

代の保険料負担の増による可処分所得の抑制を回避することが必須とな

る。賃上げ努力の成果や保険料負担の抑制努力とあわせて、極力、可処分

所得の拡大につながる内容としなければならない。 

医療・介護において、仮に給付増に伴う保険料支出の増が、経済全体の

賃上げ等による保険料収入の増を上回るときは、一層の制度改革等に取

り組むことで給付増を抑制し、可処分所得の増加につなげる必要がある。 

経済・物価動向等への対応を具体化するに当たっては、各サービス主体

におけるコスト抑制の取組余地を残したまま、コストの増分を給付に自

動的に反映（スライド）させると、給付を支える保険料負担も増加し、現

役世代を中心とする家計や企業の活力を奪いかねない。 

特に医療・介護の分野においては、（ⅰ）高齢化による給付増の継続（医

療機関等における収入増）により、一定のコスト増の吸収余地があるほか、

（ⅱ）病院・診療所・介護施設の経営、人件費、薬剤費などコストに関係

する取組や（ⅲ）保険給付範囲の見直し等の制度改革等を引き続き実施す

る必要がある。こうした不断の取組と、客観的データに基づく精査を両輪

として、真に必要な経済・物価動向等への対応分を見極めることで、現役

世代の保険料負担増を可能な限り抑制することが重要である。〔資料Ⅱ－

１－７、８参照〕 

 

④ 医療・介護産業の構造的見直し 

過去 30 年間で、我が国の実質 GDP は約 447 兆円から約 557 兆円に増

加してきた。その増加に最も寄与したのは製造業であり、その次が医療・

介護等を含む保健衛生・社会事業である。他方、この間の就業者数の変化

を見ると、両事業は対照的である。製造業は 350 万人以上減少している

一方、保健衛生・社会事業は 570 万人以上増加している。この間、総就

業者数の増加が約 160 万人にとどまることを踏まえれば、医療・介護産

業への労働投入の増加は際立っている。 

この間の労働投入量当たりの実質付加価値額を表す労働生産性を見る

と、製造業は大きく生産性が向上したのに対し、保健衛生・社会事業にお

いてはほぼ横ばいとなっている。近年の医療・介護給付費の増加率を見て
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も 33、保健衛生・社会事業が、生産性が伸び悩むまま労働投入を増やし、

それが給付費の増につながってきた傾向が顕著となっている。 

今後、社会全体で労働供給制約が強まる中で、人口増加期に作り上げら

れた経済社会システムを中長期的に持続可能な構造へと転換していくこ

とは避けられない。とりわけ、医療・介護産業が成長型経済の実現に寄与

していくためには、診療報酬・介護報酬の引上げ以前の問題として、より

少ない労働投入量で質の高いサービスを提供可能とするなど、効率的で

持続可能な産業構造への転換が不可欠である。 

特に、医療分野について見れば、過去 30 年間、経済全体では物価・賃

金がともに停滞する中、価格（診療代）が上昇しながら賃金に還元されな

いまま、労働投入が増加する結果になってきた。これまでの医療産業の在

り方への検証的な評価や、今後の構造転換の方向性への視点を欠いたま

ま、足もとにおける物価・賃金動向やそれに伴う経営環境の変化のみに囚

われて対応を講じることは適当でない。生産性の向上やそのための資源

配分の適正化を軸として必要な改革を推進すべきである。〔資料Ⅱ－１－

９、10 参照〕 

  

 
33 平成 24 年度（2012 年度）から令和５年度（2023 年度）における医療・介護保険給付費等の伸

びは年平均 2.9％である（参考資料Ⅱ－１－６）。 
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（２）あるべき医療・介護分野の理想像 

少子高齢化・人口減少が進む中、社会保障の持続可能性の問題は今を生

きる全ての世代にとどまらず、将来世代の利益にも大きく関わる課題で

ある。したがって、中長期的な視点からあるべき理想像を描き、そこから

持続可能な未来を実現するために今何を行うべきかというバックキャス

ティング型の議論を行っていくことも有用と考えられる。こうした観点

から、当面の改革の中心となる医療・介護分野のあるべき理想像について、

共通認識の醸成に向けて社会全体で議論を深めることが、国民の意識や

行動の変革につながるのではないか。 

 

① 共通認識の醸成 

我が国の医療・介護は社会保険で運営されている。社会全体で人手不足

が一層進行していく中、医療・介護サービスの持続性を確保していくため

には、ICT や AI を日常的に活用しつつ、医療・介護従事者の価値を最大

化できる環境の醸成が必要である。このためには、患者・被保険者、医療・

介護従事者が、社会保障の基本理念である「自助・共助・公助」の共通認

識を持ち、資源の全体最適が実現していることが理想である。 

例えば、近未来の医療現場では、（ⅰ）診療の前提（問診、１次診断案

の作成や、健康診断結果などの検査データの分析・疾病リスクの数値化な

ど）は AI で対応し、医師は AI の情報を踏まえて対人的ケアに注力する

ことにより、高い生産性を発揮している、（ⅱ）また、各職種の専門性を

尊重しながら連携・分担ができており、かかりつけ医、ケアマネジャーは、

患者・利用者の状態やニーズを的確に把握し、必要に応じて機動的に他機

関と連携しつつ、過不足のないサービスを提供している、といった姿が考

えられる。 

また、患者・利用者側においては、公的保険に頼る部分と自身の健康管

理（セルフケア・セルフメディケーション）で賄う部分の適切なバランス

を自らで考え実践する。あわせて、地域に根付いたコミュニティ等に参加

することで、孤独ではなく人とのつながりを感じられる安心・安全な暮ら

しが確保されている姿が考えられる。〔資料Ⅱ－１－11 参照〕 
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② 制度の在り方 

上記に示したような関係者における共通認識の醸成とそれに基づく行

動変容を、制度面でも後押しすることが重要となる。そのためには、（ⅰ）

質の高い医療・介護サービスの効率的な提供、（ⅱ）保険給付範囲の適切

な設定、（ⅲ）年齢ではなく能力に応じた負担、という３つを実現するた

めの取組が重要と考えられる。 

例えば、医療機関や薬局、介護事業者においては、（ⅰ）に関するもの

として、タスクシフト・シェア等を通じた各事業者の適切な連携・分業に

よる資源の効率化や偏在の是正、協働化・大規模化を通じた生産性の向上

のほか、診療・処方の場面では医療 DX 等による治療・投薬の標準的なモ

デルの確立や、リフィル・長期処方の普及に向けた制度面での取組が考え

られる。 

また、患者・高齢者においては、（ⅱ）に関するものとして、セルフケ

ア（自分の身体は自分のために自分で守る）・セルフメディケーション（軽

微な身体的不調は自分自身で対応する）の浸透や、（ⅲ）に関するものと

して、自己負担及び保険料に関し年齢ではなく能力に応じた負担を実現

することについて、制度上対応していくことが重要である。 

これらの取組により、真に患者・利用者本位のケアが提供されることが

大事である。特に、公的保険で支えられる医療・介護サービスの評価に当

たっては、サービス提供側の体制やプロセスといった外形面を評価する

のではなく、国民のウェルビーイング向上への寄与を実質的に評価でき

る仕組みが構築されていることが望ましい。〔資料Ⅱ－１－12 参照〕 

 

③ 関係者からの見え方 

医療・介護分野の理想像を考えるに当たっては、主なステークホルダー

（患者、被保険者、高齢者、医療・介護関係者、保険者、納税者、将来世

代等）の目線に立って見たときに、それぞれに一定の納得感が得られるも

のでなければならない。 

そうした理想的な姿を実現するために、改革の議論に当たっては、保険

制度に係る改革と医療・介護の提供体制の確保を両輪としながら、以下の

視点から具体化を図っていく必要がある。 
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第一に、高齢化の進行を踏まえた医療・介護提供体制を確保していく視

点である。高齢化の進行による疾病構造の変化に対して、病床の機能分

化・連携や地域包括ケアシステムの構築、かかりつけ医の普及等を通じて、

医療・介護ニーズに適合したサービスを効率的かつ効果的に供給できる

医療・介護提供体制を整備していくべきである。また、公定価格の適正化・

包括化を通じて、より効率的に医療・介護サービスを提供していく視点も

重要である。具体的には、診療報酬・介護報酬の適正化や包括的かつ簡素

な仕組みへの見直し、薬価制度改革等を通じて、効率的な医療・介護サー

ビスの提供を図る必要がある。 

第二に、大きなリスクは共助中心、小さなリスクは自助中心で対応して

いく視点である。自助・共助・公助の最適なバランスの再検討に当たり、

公的保険でカバーすべき範囲に関しては、個人で対応できないような大

きなリスクを中心にカバーしつつ、日常負担が可能な小さなリスクにつ

いては、自助により対応していくべきである。 

第三に、能力に応じた負担としていく視点がある。例えば、高齢者数が

増加し、その実態が多様化してきている中、高齢者を一律に扱うことは世

代間の公平性の確保の観点から見直される必要がある。これを踏まえた

負担の在り方としては、「年齢別」ではなく、資産の保有状況等も含め、

負担能力に応じた負担としていくべきである。〔資料Ⅱ－１－13 参照〕 

  

－22－



 

（３）医療 

令和８年度（2026 年度）診療報酬改定は、日本経済の新たなステージ

への移行が明確になる中での最初の診療報酬改定である。このため、今回

の改定において、今後の道しるべとなるような、経済・物価動向等への対

応と保険料負担の抑制努力を両立させるモデルを示すことが求められる。 

経済・物価動向等への対応については、診療報酬改定において、経営の

改善や従事者の処遇改善につながる的確な対応が図られるべきであり、

単に物価・賃金の上昇に対応する全体改定率を求めるなどということが

あってはならない。他分野の予算と同様に、診療報酬改定に当たっても、

ワイズスペンディングの観点から十分な精査を行うことが重要であり、

特に、今回の改定から活用可能となった医療機関の経営データに基づき、

地域医療に果たす医療機関の機能・種類別の経営状況、収益費用構造等を

踏まえたきめ細やかな対応とする必要がある。 

経済・物価動向等へのきめ細やかな対応とあわせて、現役世代の保険料

負担の抑制に向けては、診療報酬改定において、高度急性期・急性期を中

心とする病院分 34と、診療所分や調剤報酬のメリハリ付けを図るととも

に、医療保険制度改革において、薬剤の自己負担の見直しや応能負担の徹

底を着実に進める必要がある。これらの両面から取り組むことで、その実

効性を高めていくことが重要である。 

さらに、社会全体が人手不足に直面する中で、医療分野においても人的

資源配分の最適化・医療提供の効率化が今後一層重要となる。そのため、

医療の質・アウトカムを重視しつつ 35、人員配置の適正化、病床数の削

減、入院機能の高密度化、外来機能の機能分化・連携・集約化、地域医療

連携推進法人の活用、リフィル処方箋の拡充など、医療提供の効率化のた

めのあらゆる方策を実行すべきである。また、国保の保険料水準の統一や

 
34 令和７年（2025 年）11 月 21 日に閣議決定した総合経済対策における「医療・介護等支援パッ

ケージ」において、経済状況の変化等に対応するため、救急医療を担うといった医療機能の特性

も踏まえつつ、診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現

に向けた支援を実施することとされた。 
35 医療データの整備と活用は、経営情報だけでなく、医療機関で提供される医療の質や医薬の効

果の評価も可能とし、ひいては医療保険制度の効率化のベースを提供するものである、という意

見があった。 
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後期高齢者医療制度の都道府県化など、保険者機能や都道府県のガバナ

ンスの強化を図るべきである。 

 

① 診療報酬改定総論・医療機関経営状況 

ア）令和８年度（2026 年度）診療報酬改定の全体像  

ａ）医療費の増加と政策的な対応可能性 

我が国の医療費は、過去 30 年間、物価や賃金が停滞する中でも概ね増

加傾向にあった。医療費の増加は、（ⅰ）人口要因（人口の増減や高齢化

の影響）と（ⅱ）人口要因以外（診療報酬改定、医師数・医療機関数の増

加、病床数・病床機能の適正化の遅れ、医療 DX の遅れ、新規医薬品等の

保険収載、過去の改定で収載された高額・高度な医療へのシフトなどの影

響）に分けられる。このうち、（ⅱ）人口要因以外の部分は、政策的な対

応により費用増加を抑制する余地がある部分であるが、医療費増加の背

景には、この部分に対して、これまで適切な対策が十分に講じられてこな

かったことが挙げられる。 

医療費の増加は、現役世代の保険料負担を含む国民負担の増加（公費、

保険料及び患者負担等の総額の増加）に直結するものである。国民が納得

感を持って負担できるようにするためにも、国民皆保険を堅持するため

にも、効率的で質が高く患者本位の医療提供体制を構築していくことと

併せ、診療報酬の不断の合理化・適正化を進めていくことが求められる。

〔資料Ⅱ－１－14 参照〕 

 

ｂ）医療費の財源と診療報酬の改定率の関係 

診療報酬は、保険償還の対象となる医療サービスの価格である。ただし、

その引上げは医療機関の収入増につながる一方で、国民負担の増加に直

結する。例えば、診療報酬を１％引き上げた場合、約 5,000 億円の医療費

の増加（公費約 1,800 億円、保険料約 2,500 億円、患者負担等約 700 億

円）となる。 

さらに、診療報酬の改定率は、高齢化や医療の高度化などの影響で伸び

続けている医療費の増加トレンドを前提として設定される。そのため、仮

に改定率がゼロであっても、令和８年度（2026 年度）の医療費は増加し
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て、その分現役世代の保険料負担を含めた国民負担の増大につながる。実

際、令和８年度（2026 年度）予算要求においては、医療費ベースで１兆

円相当（改定率換算で２％相当の伸び）が既に織り込まれている。この増

加の主因は、１日当たり医療費の増加であり、これは医療の高度化等によ

るものであるため、医療従事者数の増加や人件費の上昇といった医療機

関側の費用増と当然に連動するものではないと考えられる。〔資料Ⅱ－１

－14、15 参照〕 

 

ｃ）令和８年度（2026 年度）報酬改定の視点 

賃金や物価の上昇により必要な医療提供に伴う不可避的なコスト増に

直面している医療機関に対しては、従業員の適正配置を含む経営改善と、

地域医療提供体制の効率化への取組を前提として、診療報酬において適

正な対応が図られることが求められる。 

その際には、ａ）及びｂ）で述べたとおり、診療報酬の引上げが現役世

代の保険料負担を含む国民負担の増加に直結することを十分に認識する

必要がある。これを踏まえれば、メリハリある診療報酬の配分を実現する

ことは、財政当局や保険者にとって極めて重要なミッションと言えよう。 

これを実現するためには、医療機関の経営状況のデータを精緻に分析

することが必要である。特に物価・賃金対応については、医療機関の種類・

機能ごとの経営状況や費用構造に着目した上で、本来は過去の改定の際

に取り組むべきであった適正化・効率化を遂行することも含め、メリハリ

ときめ細やかさを両立させた対応を強く求めるものである。〔資料Ⅱ－１

－16 参照〕 

具体的には、（ⅰ）赤字経営の診療所が顕著に増加しているという主張

もあるが、医療機関の経営状況に関する厚生労働省等のデータによると、

物価高騰の中でも、診療所の利益率や利益剰余金は全体として高水準を

維持していること 36、（ⅱ）他職業との相対比較における開業医の報酬水

準の高さは国際的にも際立っていることなどを踏まえ、診療所の診療報

酬を全体として適正化しつつ、地域医療に果たす役割も踏まえて、高度急

 
36 「経営情報データベース」（厚生労働省（令和７年（2025 年）10 月 24 日独立行政法人福祉医

療機構公表分））及び財務省機動的調査に基づく分析による。 
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性期・急性期を中心とする病院やかかりつけ医機能を十全に果たす医療

機関の評価に重点化すべきである。また、調剤薬局が増加を続け、調剤技

術料が一貫して顕著に伸びている中、調剤報酬についても適正化の方向

で検討すべきであり、後発医薬品の促進や医薬分業の推進のために設け

られた各種加算など、政策的役割を終えた報酬項目については、整理・適

正化をすべきである。 

 

イ）病院及び診療所を巡る状況 

ａ）病院及び診療所の経営状況・費用構造 

日本の診療所数は年々増加している。一方、無床診療所の平均利益率は

令和５年度（2023 年度）に 9.3％、令和６年度（2024 年度）に 6.4％と

依然として高水準を維持している。財務省の機動的調査によると、無床診

療所の利益剰余金は令和５年度（2023 年度）に 1.31 億円、令和６年度

（2024 年度）に 1.35 億円と高水準を保っており、引き続き多くの診療所

に経営余力が存在すると考えられる。 

赤字経営の診療所（医療法人）の割合は診療所全体で 33.8％（令和６

年度（2024 年度））である。しかし、従来から当該割合は 26.3％～48.7％
で推移しており、近年その割合が急激に増加しているものではない。また、

赤字経営の割合は開設からの年数が長い診療所ほど高くなっており、赤

字経営であっても自己資本比率は高い傾向にある。 

さらに、病院及び診療所（医療法人・個人）の収益に対する費用構造を

見ると、いずれも給与費（人件費）が全体の約５割を占めている。特に診

療所においては、院長報酬（約３千万円）が大きな割合を占め、医療法人

立では 13.7％、個人立では 32.8％に達する。 

これらの実態を踏まえ、診療所については、「かかりつけ医機能」など

を適切に評価しつつ、診療報酬を適正化する方向で検討すべきである。

〔資料Ⅱ－１－17～19 参照〕 

 

ｂ）医師給与の国際比較 

医師の給与水準は、各国ともに国内（全産業）の平均給与水準と比較し

て高い傾向にあると言える。しかし、日本の場合、国内（全産業）の平均
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給与水準と比較して、開業医（診療所の院長）は 4.5 倍、勤務医は 2.5 倍

であり、医師の給与水準は相当程度高い状況にある。 

また、OECD 諸国の医師給与が、各国内（全産業）の平均と比較して、

開業医（自営）が 2.9 倍、勤務医が 2.1 倍であるところ、日本の医師給与

の相対的な水準の高さは国際的にも際立っている。 

特に、日本の開業医（診療所の院長）の給与水準については、日本の勤

務医の給与や、OECD の開業医（自営）の給与の各国内（全産業）の平

均に対する比率（2.9 倍）と比較して、大きく乖離しているのが特徴と評

価できる。〔資料Ⅱ－１－20 参照〕 

 

ｃ）医療現場の賃上げ  

｢経済・物価動向等への的確な対応｣として、医療現場で働く幅広い方々

の着実な賃上げにつながるよう、令和８年度（2026 年度）診療報酬改定

において対応を行うことは不可欠である。ただし、その際には、データに

基づき職種ごとに丁寧に対応方策を検討する必要がある。 

医療現場の賃上げを実現するに当たっては、職種別の賃金水準の格差

を十分に考慮した上で、的確な対応を図るべきである。〔資料Ⅱ－１－21
参照〕 

 

ｄ）医療機関の機能・種類別の経営状況 

医療機関の経営状況について、機能・種類別にその平均値を見ると、急

性期の病院は経常利益率が低い。一方、回復期・慢性期の病院は黒字であ

り、診療所は病院に比べて経常利益率が高い。また、急性期機能が高い病

院ほど、医業費用のうち材料費の占める割合が高い傾向にある。 

メリハリのある診療報酬改定を実現するためには、地域医療に果たす

役割を踏まえつつ、医療機関の機能・種類に応じ、それぞれの経営状況・

収益費用構造を勘案したきめ細やかな配分が不可欠である。〔資料Ⅱ－１

－22 参照〕 

  

ｅ）病院の費用構造 

患者に対して標準的かつ安定的な医療サービスを提供するという観点
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からは、同等の機能を有する病院間においては、費用構造（各経費の構成

比率）は一定の近似性を持つことが想定される。しかしながら、実際には

医業費用に占める各経費の割合には病院間で大きな差が見られ、費用構

造にばらつきが生じているのが現状である。 

同等の機能を有する病院の平均的な費用構造と比較して、医業費用に

占める各経費の割合が著しく高い病院については、経営資源の適正化の

観点から、費用構造の見直しに取り組む必要がある。〔資料Ⅱ－１－23 参

照〕 

 

ｆ）医療機関の経営情報の更なる「見える化」 

客観的データに基づく精査に当たり、標本調査であり医療機関経営状

況に関する唯一の統計であった「医療経済実態調査」に加え、「医療法」

（昭和 23 年法律第 205 号）に基づく報告義務のもと医療法人の経営情報

が集約された「経営情報データベース」の運用が開始された。しかし、「見

える化」のコアとも言うべき、職員の職種別の給与・人数については、依

然として任意提出項目とされたままとなっている。保険料・税を財源とし

て運営される医療提供施設としての国民への説明責任があること、情報

は匿名化されており、個人情報保護の観点から問題がないことを踏まえ

れば、職種別の給与・人数の提出の義務化が必要と考える。これは、医療

従事者の処遇等に関する今後の政策立案に際し、EBPM を推進する観点

からも重要である。 

また、医療法人立の医療機関における俸給表の作成・公開状況を見ると、

作成は 63.5％、そのうち公開は 26.1％にとどまるとの報告もある。 

医療機関の経営情報の更なる見える化を実現し、診療報酬の原資であ

る保険料や税等を負担する国民の納得が得られるようにする観点から、

「経営情報データベース」における職種別の給与・人数の提出を早期に義

務化すべきである。また、各医療機関において賃金表の作成・公開が進む

ことが必要と考える。〔資料Ⅱ－１－24 参照〕 

 

② 医療提供の効率化に向けた診療報酬体系の見直し 

社会全体で高齢化・人口減少が進行する中で、より少ない就業者で質の
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高い医療サービスが提供できるよう、効率的な医療提供体制を構築して

いくことは必須である。そのためには、分散した小規模な病院を集約・再

編し、入院機能を強化するとともに、外来では地域の診療所のかかりつけ

医機能を強化することにより、頻回受診を前提とせず、必要な時に必要な

医療にアクセスできる体制を確保していく必要がある。 

また、二次・三次医療など短期的・集中的な治療を担う病院と、一次医

療を中心に長期的・継続的な健康管理を担うかかりつけ医療機関の役割

分担の下、地域全体で患者を効率的かつ効果的に支える体制を整備して

いくことが求められている。 

こうした｢入院・外来の機能強化｣と｢病院とかかりつけ医療機関の役割

分担｣を促し、医療機関同士の「横連携」型の体系を構築していくために

は、診療報酬体系を「出来高払い」から「包括払い」の仕組みへ転換を進

め、「アウトカム重視」、「質重視」の体系に転換していくべきである。さ

らに、医療資源の有効活用と慢性疾患患者への継続的な健康管理を両立

させる観点から、リフィル処方等の促進につながる診療報酬体系として

いくことが不可欠である。 

以上のような、入院・外来の機能強化と役割分担、「横連携」の推進に

より、効率的で質の高い医療提供体制を構築していくことを通じて、医療

産業全体のコスト構造の見直しを図る必要がある。そのため、診療報酬改

定において、アウトカムを重視する「包括払い」への転換や、リフィル処

方の促進のための措置を講じるべきである。〔資料Ⅱ－１－25 参照〕 

 

ア）全人的なケアの実現に向けた｢かかりつけ医機能の評価｣の再構築 

「かかりつけ医」は、平時から緊急時まで、地域住民に最も身近な立場

でその医療ニーズに寄り添った「全人的なケア」を提供する存在であり、

地域の医療提供体制の基盤を担うべきである。 

かかりつけ医機能に関する評価は、法制度上の整備に先行して診療報

酬上の対応が進められてきた。これまでは新設項目が相次ぎ、算定回数の

少なさを理由に要件緩和が繰り返されてきたが、令和４年度（2022年度）

改定以降は診療の質向上に資する評価の重点化へと舵が切られている。 

そうした中で、令和７年（2025 年）４月に「かかりつけ医機能報告制
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度」が開始された。しかし、本制度は医療機関の自主的な運用に委ねられ

ている部分が多く、実質的な機能強化には課題が残っており、いまだ道半

ばと言える。今後かかりつけ医機能の一層の強化・定着を図るためには、

かかりつけ医の制度化に向けた検討を継続的に進めるとともに、かかり

つけ医機能を発揮する医療機関を適切に評価できる診療報酬体系とする

必要がある。 

そのため、令和８年度（2026 年度）診療報酬改定では、患者本位のか

かりつけ医機能の実現のために必要な制度の姿を見据えながら、報酬体

系を再構築すべきである。具体的には、（ⅰ）出来高払いを原則とする現

行制度の中で、これまで増改築を繰り返して複雑化した評価項目（外来診

療の初診・再診料に係る各種加算や「日常的な健康管理」を評価する報酬

項目など）をできる限り簡素化するとともに、（ⅱ）全人的ケアを提供す

るかかりつけ医機能の発揮を直接的かつシンプルに評価する報酬体系と

しなければならない。 

さらに、「かかりつけ医機能の報酬上の評価」の再構築に向けて、まず

は、かかりつけ医機能報告制度上、基本的な機能を有していない診療所へ

の初診料・再診料の減算措置を導入すべきである。また、「体制整備への

評価」と「診療行為への評価」を明確に区分し、初診に係る機能強化加算

については廃止を軸に検討する必要がある。これらは「かかりつけ医機能」

が法制上明確化された中で、患者・国民にとっての分かりやすい制度設計

を実現する観点からの要請でもある。 

その上で、診療行為への評価については、全人的な医療を包括的に評価

するものとして創設された地域包括診療料をベースに報酬体系を見直す

ことが適当である。既存の報酬項目（外来管理加算、特定疾患管理料、生

活習慣病管理料）はゼロベースで見直しを図るべきである。〔資料Ⅱ－１

－26～28 参照〕 

 

イ）かかりつけ医機能を有さない診療所への対応 

令和７年度（2025 年度）の「かかりつけ医機能報告制度」の開始によ

り、医療機関は自らの有するかかりつけ医機能を都道府県に報告し、患者

は医療機能情報提供制度（ナビイ）等を通じて確認できるようになった。
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他方で、国民一人ひとりのニーズに寄り添い、患者本位のかかりつけ医機

能を実現するためには、公的にかかりつけ医療機関を認定する仕組みや、

かかりつけ医療機関に患者を登録する仕組みなどが必要と考えられる。

このように、我が国におけるかかりつけ医療機関の普及・定着に向けては

道半ばではあるが、それでも本制度の開始は重要な一歩とも考えられる。 

令和８年度（2026 年度）診療報酬改定においては、かかりつけ医機能

を十分に果たす医療機関を重点的に評価する報酬体系の構築が必須だが、

その前提として、「１号機能」をすら有さない医療機関には厳しく対応す

べきである。 

具体的には、かかりつけ医機能報告制度における１号機能を有しない

医療機関については、初診料・再診料の減算を行うべきである。〔資料Ⅱ

－１－29 参照〕 

 

ウ）生活習慣病の患者に対する疾病管理の適正化 

令和６年度（2024 年度）診療報酬改定では、生活習慣病に係る報酬の

適正化として、月２回算定可能である特定疾患療養管理料から、高血圧性

疾患・糖尿病・脂質異常症を除外し、月１回のみ算定可能、外来管理加算・

特定疾病処方管理加算との併算定不可の「生活習慣病管理料(Ⅱ)」を新設

した。 

薬物療養により病状が安定している生活習慣病患者の疾病管理につい

ては、諸外国等でのガイドラインでは数ヶ月に一度の経過観察が適当と

される場合もある。したがって、算定頻度の妥当性や、特定疾患療養管理

料の対象疾患の適切性など、更なる適正化に向けた検討の余地があると

考えられる。 

特定疾患療養管理料については、頻回受診を誘発する要因となりかね

ないことから、特定疾患処方管理加算等との併算定を一律で不可とすべ

きである。また、同管理料から除外し、生活習慣病管理料で評価すべき疾

患がないか更に精査すべきである。さらに、生活習慣病管理料の算定要件

は一般的な診療ガイドラインに沿う形で厳格化すべきである。例えば、血

圧のコントロール状況など患者の状態に応じて算定可能回数の頻度を下

げる等の対応を図ることが考えられる。〔資料Ⅱ－１－30 参照〕 
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エ）機能強化加算 

機能強化加算（80 点）は、初診患者のうち特に継続的な管理が必要な

疾患を有する者に対し、専門医療機関への受診の要否の判断を含めた的

確で質の高い診療機能を発揮することを評価することを目的として、平

成 30 年度（2018 年度）診療報酬改定で創設されたものである。しかし、

本加算は「体制への評価」であるため、地域包括診療加算等の施設基準を

満たせば、患者の実態が制度趣旨と大きく異なっていても一律に全ての

初診患者に対して算定され、患者に追加負担を求める形となっている。 

この点は、令和４年度（2022 年度）診療報酬改定における機能強化加

算の見直しを経ても依然変わらず、足もとの届出・算定状況を見ても、「か

かりつけ医機能の発揮」を的確に評価し促進する役割を果たしているか

は判然としない。このような状況を踏まえれば、機能強化加算は、廃止を

軸に検討すべきである。〔資料Ⅱ－１－31 参照〕 

 

オ）外来管理加算 

外来管理加算は、再診料に加算される代表的・基本的な加算であり、歴

史的には内科系の診療所における「全人的な患者管理」を評価するものと

して機能してきた。しかし、近年は、外来診療所によるかかりつけ医機能

を評価するための新たな管理料や加算が創設・拡充されてきており、その

中で外来管理加算の評価対象は極めて不明瞭となっている。事実上、「無

駄な検査等を行わない」ことを評価するものとなっており、国民目線で、

多大な負担（患者自己負担、保険料、税）を財源にして残存する価値のあ

る加算として納得感が得られるのか疑問である。 

令和６年度（2024 年度）診療報酬改定で生活習慣病管理料等との併算

定が不可となった。一方で、依然として地域包括診療加算や特定疾病療養

管理料との併算定は可能となっており、制度の整合性に欠ける。かかりつ

け医機能の発揮状況についてメリハリを持って評価していく観点からは、

既にその役割を終えていると評価すべきであり、今後は、かかりつけ医機

能を評価する各種の管理料・加算も含めた診療報酬体系全体を見直す中

で、廃止又は地域包括診療料等への包括化を行うべきである。〔資料Ⅱ－

－32－



 

１－32 参照〕 

 

カ）地域包括診療料・加算 

地域包括診療料・加算は、かかりつけ医機能を重点的に評価するために

導入された報酬項目であるが、その算定実績は低調と言わざるを得ない。

特に、「包括評価」として今後の拡充が期待される地域包括診療料につい

ては、体制整備の困難さが指摘されている。しかしながら、算定実績が伸

びない背景には、一定の施設基準を満たして地域住民に対しより充実し

た形でかかりつけ医機能を発揮するよりも、要件の緩やかな既存の各種

加算や管理料を積み上げて報酬を得る方が経済合理的であるという現実

があるのではないかと考えられる。 

この点を踏まえると、機能強化加算や外来管理加算等の抜本的な見直

しとあわせて、地域包括診療料・加算については、地域での医療・介護の

複合ニーズを総合的に受け止め、全人的なケアを実施する医療機関を的

確かつ包括的に評価するにふさわしい報酬として、発展的改組を試みる

べきである。例えば、かかりつけ医機能の発揮を前向きに志向させるイン

センティブの働く報酬として、地域包括診療料をベースとしつつ、かかり

つけ医機能をよりきめ細かに評価できる報酬体系へと再構築すべきであ

る。なお、その際、認知症地域包括診療料・加算との統合も行うべきであ

る。〔資料Ⅱ－１－33 参照〕 

 

キ）処方料・処方箋料の見直し 

薬剤の処方に係る各種施策は、患者負担・保険料負担・財政負担を伴う

診療報酬上の点数付けを通じて各医師の処方行動を誘導するアプローチ

をとることが常態化してきた。医師と薬剤師の業務分担により医療の質

の向上を目指す医薬分業は、薬価差益に代わる利益を医療機関に付与す

る観点から、処方箋料（院外処方）の設定・引上げにより実現が図られた

と評価できる。後発医薬品の利用促進についても、医療機関の体制整備や

一般名（成分名）での処方を評価する加算等が措置されてきた。 

現在、処方箋受取率（院外処方率）は８割を超え、医薬分業は相当な進

捗を見せている。後発医薬品の使用割合も９割に達しており、制度導入当
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初の目的は一定程度達成されたと言えよう。 

これらの報酬面での評価は、医師の自発的協力又は規制的手法であれ

ば不要であったはずのものであるが、これまで、報酬での誘導に依存して

きたことから、多大な財政的な負担（患者自己負担、保険料、税）を伴う

ものとなった。こうした経緯と現状を踏まえれば、これらの報酬の在り方

は再考すべき段階に来ている。 

今後は、医薬分業の進捗状況を踏まえ、処方箋料（院外処方）の水準は、

処方料（院内処方）の水準と同程度とすべきである。また、後発医薬品の

利用状況に鑑み、一般名処方加算は廃止し、後発医薬品に係る体制加算は

減算措置へと転換する必要がある。更なる後発医薬品の促進については、

先発品との価格差を活用した選定療養化の拡大により図ることとすべき

である。〔資料Ⅱ－１－34 参照〕 

 

③ 調剤報酬改定 

ア）調剤薬局をめぐる状況 

日本の薬剤師数は一貫して増加しており、その結果、人口当たりの薬剤

師数は先進国の中でも際立って高い水準に達している。医療関係職種に

おけるタスクシフト・シェアの進展を考慮しても、人口減少が進む中で、

この人数が適正であるかについては疑問が残る。 

また、薬剤師数の増加に伴い調剤薬局も増えており、小規模な施設が乱

立して診療所や病院の周辺に集中する現状は、業界の非効率性を象徴し

ている。今後は、薬局の集約化や大規模化に向けた取組が不可避である。

このように薬剤師と薬局の増加に歯止めがかからないことは、希少な医

療資源の適正配分の観点からも問題であり、産業構造の改革が急務であ

る。〔資料Ⅱ－１－35 参照〕 

 

イ）調剤技術料の適正化の必要性 

医薬分業が進み、処方箋受取率が上昇する中で、処方箋発行枚数も増加

傾向にある。この間、薬剤師数の増加と薬剤師１人当たり技術料の増加と

が相まって、調剤医療費のうち技術料が大きく伸びてきた。薬剤師１人当

たり技術料の増加は、薬剤師１人当たり処方箋枚数の水準が長期的には
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変わっていないことを踏まえれば、処方箋１枚当たり技術料が増加傾向

にあることがその原因と分析できる。したがって、今後は、処方箋１枚当

たり技術料の伸びを抑制することが不可欠である。 

また、調剤薬局の利益率は一貫して高水準で推移してきたにもかかわ

らず、これまでの診療報酬改定において十分な適正化は行われず、調剤報

酬は、医科・歯科と同水準で技術料が伸びるよう改定率が設定されてきた。 

さらに、処方箋１枚当たりの技術料の伸びは、過去の報酬改定における

調剤報酬（技術料）の改定率を大きく上回っており、予算によるコントロ

ールが機能していない。 

調剤報酬については、過去の改定率を大きく超えて実際の技術料が伸

びてきたことも踏まえれば、適正化の方向で検討すべきである。〔資料Ⅱ

－１－36、37 参照〕 

 

ウ）調剤基本料の在り方 

ａ）処方箋の集中率に着目した報酬の適正化 

調剤基本料は、薬局の運営維持に要するコストを、効率性の観点から、

処方箋の集中率と受付回数の側面において、評価したものである。特に、

集中率が高い薬局は、備蓄する医薬品の品目数が少なくて済む傾向にあ

り、その点で、集中率の低い薬局に比べ低コストでの経営が可能となって

いる。そのため、病院・診療所の近隣には、経営効率の良さを背景に、多

数の調剤薬局が群集している状況にある。 

過去の診療報酬改定でも、処方箋の集中率に着目した報酬の適正化が

図られてきた。現在でも、受付回数次第では集中率が高い場合にも高い点

数（調剤基本料１）が算定されることとなっており、更なる適正化の余地

があると考えられる。 

今後は、処方箋受付回数の多寡にかかわらず、処方箋の集中率が高い薬

局は、調剤基本料１の適用対象から除外する方向性を徹底すべきである。

〔資料Ⅱ－１－38 参照〕 

 

ｂ）後発医薬品調剤体制加算の廃止及び地域支援体制加算の再編 

調剤基本料の内訳を見ると、加算の割合が過半となっており、調剤薬局
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に求められる標準的な機能を評価する基本料部分と政策的な観点から設

ける加算部分とが明確に区分されていない状況である。加算の大半は後

発医薬品調剤体制加算と地域支援体制加算が占めている。 

後発医薬品の使用割合が９割を超える中、後発医薬品調剤体制加算の

算定割合は８割に達している。また、地域医療への貢献を評価するはずの

地域支援体制加算は、調剤基本料の区分で要件が変わる。いずれもメリハ

リのある評価体系となっているとは言い難い。 

このため、調剤基本料に係る加算は抜本的に見直すべきである。加えて、

役割を終えた後発医薬品調剤体制加算は廃止することとし、地域支援体

制加算については、調剤基本料１の薬局への優遇を廃しつつ、地域フォー

ミュラリ 37への参画や、OTC 薬に係る普及啓発、リフィル処方の促進な

どを評価対象に加え、地域の医療資源の有効活用や薬剤安定供給の拠点

としての機能を重点的に評価できる加算に再編すべきである。〔資料Ⅱ－

１－39 参照〕 

 

エ）対人業務へのシフト 

薬局の基本的な運営費を賄う調剤基本料や「対物業務」を評価する薬剤

調製料からなる調剤技術料に対し、薬剤師による「対人業務」を評価する

ため、薬学管理料が設けられてきた。しかしながら、その中心である調剤

管理料は、実態として真に対人業務を評価するものになっていない。 

これまでの報酬改定で対人業務を真に評価するものとの位置づけで導

入・拡充されてきた報酬項目の算定回数は低迷している。特に、残薬の適

切な管理は、患者の負担抑制はもとより、薬剤の廃棄を防ぎ、医療費を適

正化する観点から必要な取組として、一層強く推進されるべきである。 

対人業務を評価することとされている薬学管理料の中でのメリハリ付

けが不十分であることを踏まえ、調剤管理料の適正化とあわせて、残薬管

理をはじめとした患者本位の服薬指導を重点的に評価すべきである。〔資

料Ⅱ－１－40 参照〕 

 

 
37 地域の医師、薬剤師などの医療従事者とその関係団体により、有効性・安全性・経済性を踏ま

え策定される、優先的に選択されるべき医薬品のリスト・使用指針をいう。 
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④ 医療提供の効率化 

医療・福祉分野の就業者数は、平成６年（1994 年）（350 万人）から令

和５年（2023 年）（921 万人）までで約 571 万人と大幅に増加し、全産

業に占める割合も同期間で２倍近く増加している（令和５年（2023 年）

時点で就業者の 7.4 人に１人が医療福祉分野で就業している計算）。また、

病床 100 床当たり従事者数で見ても増加傾向が見られる。 

人材は貴重な経営資源である。医療機関の経営上、人件費が最大の費用

項目（薬剤費を除けば約６割を占める）となっている状況において、今後、

「１人当たり賃金」を着実に引き上げていく必要があること、社会全体の

人的資源配分の最適化が今後一層重要であることを考慮すれば、我が国

における医療提供の在り方を可能な限り効率化させていくことが喫緊の

課題である。 

社会全体が人手不足に直面する中で、医療機関単位での人材配置の適

正化、ICT 化等と、地域単位での効率的な医療提供体制の構築という両

面からの取組を強力に進めていく必要がある。〔資料Ⅱ－１－41 参照〕 

 

ア）医療の質の評価 

医療の価値は、必ずしも投入された人材の量に比例するものではない。

しかしながら、価値の評価（アウトカム評価 38）に基づき医療の価格を客

観的に設定することを回避してきた。このため、現在の診療報酬体系は、

「診療に要する経費を補填する」という考え方を基本とし、ストラクチャ

ー評価 39を基礎として構築されてきた。 

診療報酬でのストラクチャー評価は、他の福祉分野と比べてもその厳

格さが際立っている。例えば、看護職員の配置は、医療法上で定められた

最低基準に加え、入院患者の特性等に応じて診療報酬上で更なる上乗せ

配置が要請される。また、これらの基準は、「実質配置」を求めるもので

あり、常時一定の職員が配置されることが基本となっている。リハビリテ

 
38 患者の生活の質の改善や患者・家族の満足度など、医療の提供が実際に患者側に及ぼした効果

に着目して医療の質を評価する。 
39 医療従事者の配置数や医療設備の導入状況など、医療提供側の体制整備の度合いに着目して医

療の質を評価する。 
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ーション職 40等についても同様で、常勤や専従を条件とする加算が多く

設定されている。 

今後人手不足が深刻化し、職員の賃上げの必要性が高まる中、ストラク

チャー評価によって手厚い人員配置がインセンティブ付けされているこ

とは、できるだけ少ない人手で質の高い医療を提供しようとする努力を

阻害しているおそれがある。このため、今後の医療の質の評価の在り方と

して、アウトカム評価の導入・拡充とあわせて、職員の配置基準の緩和や

柔軟化を図るとともに、出来高払いから包括払いへと診療報酬体系の見

直しを進めていくべきである。〔資料Ⅱ－１－42 参照〕 

 

イ）人員配置の適正化 

急性期一般入院料１（入院患者７人に対して看護師１人を配置）を算定

する病院であっても、救急搬送の受入件数や全身麻酔手術の件数が低水

準にとどまる医療機関が存在する。こうした病院については、貴重な看護

人材の有効活用と病院経営の効率性向上の観点から、算定入院料の見直

しが必要であると考えられる。 

また、地域包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟、療養病棟に

ついては、個々の病院で事情が異なるとは思われるものの、配置基準を超

える人員が配置されている施設も少なくないと見られることから、人員

配置の適正化の余地が十分に存在すると考えられる。 

したがって、各病院が算定している入院料を、その病院が実際に果たし

ている機能に沿ったものへと見直すとともに、現状の入院料の配置基準

上の必要数を超えて専門職を配置している病院は、人員配置の適正化を

徹底すべきである。〔資料Ⅱ－１－43 参照〕 

 

ウ）タスクシフト・シェアの推進 

医療現場で働く人々の数は一貫して増加傾向にある。一方で、特に、医

師の働き方改革が課題となっている中、医療機関ごと、ひいては医療分野

全体での効率的・効果的な業務遂行の観点から、医師の業務のうち、看護

 
40 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士からなる、公的資格に基づき機能回復訓練等を行う専門

職。 
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師やリハビリテーション職等に移管可能な業務について、タスクシフト・

シェアを強力に進めるべきである 41。〔資料Ⅱ－１－44 参照〕 

 

エ）効率的な医療提供体制の構築 

日本の医療体制には、諸外国と比べていくつかの特徴と課題がある。ま

ず、総病床数が多く、平均在院日数も長い。人口 1,000 人当たりの医師数

は決して少なくないが、病床 100 床当たりの医師数は少なく、医師配置

の効率性に課題がある。また、MRI や CT スキャナーの設置台数は極め

て多く、１人当たり外来受診回数も高水準にある。さらに、医療費と相関

性が高いとされる病床数は、西日本で多く東日本で少ないという地域差

が見られる。 

診療所については、都市部で増加傾向にある一方、１施設当たりの従事

者数が少なく、非効率な運営体制となっているとの指摘もある。 

今後、人手不足が深刻化し、人材確保が困難になることが予想される。

そのため、医療資源を効率的に活用し、コストを可能な限り縮減しながら

質の高い医療を提供することが求められる。具体的には、地域の実情に応

じて病床数の適正化を進め、入院機能を高度医療に重点化するとともに、

診療所数を含めた外来機能の集約を推進していく必要がある。〔資料Ⅱ－

１－45 参照〕 

 

オ）新たな地域医療構想の策定・地域医療連携推進法人の普及促進 

これまで地域医療構想に基づく取組が進められてきたものの、日本の

病床数は依然として諸外国と比べて過剰である。特に急性期病床はいま

だ適正化の余地が大きい。さらに、コロナ禍を経た受診行動の変化もあり

病床利用率は低下傾向にある。病床削減を着実に進めることも含め、患者

の状態に応じ、過不足のない形で質の高い医療が提供されるよう、それぞ

れの地域において効率的な医療提供体制を構築していくことが求められ

る。 

 
41 タスクシフト・シェアを推進するには、厚生労働大臣指定講習の活用も一案だが、人材育成・

養成が重要であり、複数資格取得可能な基盤構築（カリキュラム共通化）、国家資格の在り方も

含めた総合的な人材育成・養成の在り方を検討する余地があるという意見があった。 
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今後策定される新たな地域医療構想では、令和 22 年（2040 年）を見

据えて、現役世代・働き手の減少や入院・外来需要の低下などの患者の受

診行動の変化を適切に反映し、地域の医療資源が有効に活用されるよう、

未来志向での医療提供体制の構築を進めていくべきである。 

新たな地域医療構想のガイドラインで国が示す必要病床数や外来需要

の推計は、各地域の医療提供体制改革を後押しできる実効的なものとす

る必要がある。具体的には、単に現状投影に基づく医療ニーズを入院・外

来・在宅医療・介護の間で割り当てるのではなく、今後生じる患者像の変

化（需要面での変容）を織り込むとともに各医療機関の機能分化・連携・

集約化、医療現場の生産性向上による地域医療の効率化（供給面での取組）

について、改革効果を織り込んだあるべき姿を反映した推計とすべきで

ある。〔資料Ⅱ－１－46 参照〕 

新たな地域医療構想の下で、「アウトカム重視」及び「質重視」の患者

本位の医療を実現するためには、医療機関同士が面的・機能的・ネットワ

ーク的に連携・協働し、「横連携」型の体系へ移行していくことが重要で

ある。地域の限られた医療資源を有効に活用し、医療機関相互の役割分担

と連携が適切に発揮される体制を構築する観点からも、地域医療連携推

進法人は、有力な選択肢の一つとなり得る。 

具体的には、（ⅰ）診療機能の集約化と役割分担の明確化、（ⅱ）全体と

しての病床規模の適正化、（ⅲ）医療・介護従事者の人材交流やタスクシ

フト・シェアという視点も踏まえた人材育成の共同化、（ⅳ）地域フォー

ミュラリの活用による薬物治療の標準化と薬剤購入・在庫管理の効率化

などが期待される。 

地域医療連携推進法人の制度導入から一定期間が経過した今こそ、地

域の医療ネットワークを活性化させる観点から、好事例の横展開を進め

ることにより、地域医療連携推進法人の適切な活用を積極的に推進すべ

きである。その際、保険者インセンティブの活用や、新たな地域医療構想

における位置づけなども検討すべきである。〔資料Ⅱ－１－47 参照〕 

 

カ）リフィル処方箋の拡充 

症状が安定している患者に対して、医師の処方により医師及び薬剤師
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の適切な連携の下で、一定期間内に、最大３回まで反復利用できる処方箋

を処方する｢リフィル処方｣は、患者の通院負担の軽減や利便性の向上、医

療機関の経営効率化及び医療費の適正化という「三方良し」を実現し得る

ものである。しかしながら、国民からの認知度の低さなどを背景に、わず

か 0.07％の利用率にとどまっている。今後は、国民各層への周知徹底と

医療関係者の理解促進を通じて、「リフィル処方が当たり前」となる社会

の実現が期待される。 

そうした中、政府としては、リフィル処方を推進していく観点から、ま

ずは実効性のある KPI を早急に設定することが不可欠である。しかし、

関連の政府文書では「2025 年度中速やかに検討」とされながら、いまだ

KPI の設定には至っていない。 

このため、患者の必要に応じた受診機会の確保に留意しつつ、リフィル

処方の推進に資する実効的な KPI を早期に設定し、その利用促進に向け

た必要な政策対応を検討・実行すべきである。〔資料Ⅱ－１－48 参照〕 

 

キ）医療機関における多様なサービス提供の可能性 

それぞれの地域や患者の実態に応じて、必要な医療が全ての患者に対

して適切に届けられるべきという理念は堅持する必要がある。一方で、国

民の価値観やライフスタイルが多様化する中、患者側の選択肢を広げる

観点から、医療機関による多様なサービス提供は重要である。また、患者

が自らの選択に応じて応分の負担を担う仕組みは、医療機関の経営戦略

上も有効となり得る。 

現状でも、患者が自分自身で選択する特別な医療サービスである選定

療養の仕組みにより、差額ベッド代や紹介状なしでの大病院の受診に係

る追加負担を患者に求めることが可能となっており、また、クリーニング

代やパソコンの貸出代など医療と直接関係のないサービスの提供に際し

て、患者から料金を徴収できる運用が行われている。しかし、選定療養の

範囲は限定的であり、費用徴収が認められるサービスの内容も必ずしも

明確でなく、現場の創意工夫を活かす観点からは改善の余地があると考

えられる。 

今後は、本来業務に支障を及ぼさない範囲で医療機関における多様な
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サービス提供が可能となるよう、患者負担にも留意しつつ、「非営利」の

医療機関が実施できる業務内容や費用徴収ができるサービスについて明

確に整理・公表するとともに、時代にあわせてその範囲の拡充を図ってい

くべきである。〔資料Ⅱ－１－49 参照〕 

 

ク）選定療養の拡充 

医療機関へのフリーアクセスと低廉な自己負担の下では、患者の自発

的な受診行動の結果として、必要な医療が効率的に提供されることが困

難となる場合がある。選定療養の仕組みは、この点で、外来の機能分化推

進などの医療政策上の観点から、患者の行動変容を促すための重要な手

段となり得る。例えば、差額ベッド代平均は 6,862 円となっており、5,500
円以下の病床数が６割程度を占めるほか、差額ベッド代の徴収が可能な

病床の範囲が病床数の５割以下に制限されていること、200 床以上の大

病院であっても、紹介状を持たず受診する患者が多数存在することなど、

制度の運用実態を見ても、選定療養には改善・拡充の余地が十分に存在す

ると考えられる。 

今後は、患者・家族の個別のニーズへのきめ細かな対応と、医療機関の

経営戦略上の選択肢の拡大の双方の観点から、さらには、効率的・効果的

な医療提供体制の構築の推進という観点から、選定療養の更なる拡充に

ついて柔軟に検討していくべきである。〔資料Ⅱ－１－50 参照〕 

 

ケ）入院時の部屋代（光熱水費・室料） 

医療機関への入院費用のうち、光熱水費や室料は、医療行為への対価そ

のものには該当しない。 

現状では、65 歳以上の一般病床・精神病床の入院患者と 65 歳未満の

入院患者には、光熱水費及び室料の自己負担がない。また、65 歳以上の

療養病床の入院患者についても、光熱水費の負担はあるが、多床室の室料

の自己負担はない。これら自己負担となっていない費用は、医療保険によ

って賄われている。 

しかし、在宅医療を受ける患者との公平性や、医療法上の病床区分ごと

に診療報酬上の取扱いが変わることの公平性の観点に立てば、入院患者
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に係る光熱水費及び室料については見直しが必要である。具体的には、介

護保険制度での取扱いも参考にしつつ、患者の負担能力に応じた形での

自己負担とするべきである。〔資料Ⅱ－１－51 参照〕 

 

コ）高額薬剤への対応 

高額な薬剤や治療手段については、近年その登場・普及が多くみられ、

保険料負担の軽減を含め、医療保険財政の持続可能性の確保が課題とな

っている。最適な医療が適切に患者に提供されるべきことを前提に、能力

に応じて負担を分かち合うための制度の見直しとあわせて、高額な最先

端医療へのアクセスを確保すべきか、一定の質が確保された自由診療を

対象とする民間保険が近年誕生し、一定の評価を得ていることも踏まえ、

自助・共助・公助のバランスを如何に図るかの観点から幅広く検討する必

要がある。 

高額薬剤については、費用対効果評価制度等の一層の活用を含めた薬

価制度上の最大限の対応が必要である。また、保険外併用療養費制度の柔

軟な活用・拡大、民間保険の活用について検討を進めるべきである。〔資

料Ⅱ－１－52 参照〕 

 

⑤ 薬剤自己負担の見直し 

ア）薬剤自己負担の在り方の見直しについて 

現役世代の保険料負担の軽減と質の高い医薬品へのアクセス確保を両

立するためには、OTC 類似薬や日常的な疾病管理の中で処方される医薬

品などに対する自己負担の在り方を見直すことが必要である。しかしな

がら、近年の見直しは緩慢なペースにとどまってきた。 

薬剤自己負担に係る改革が先延ばしされてきた結果、効能・効果等が同

等であるにもかかわらず、薬局やドラッグストアなどで自ら OTC 薬を購

入する場合と医療機関で OTC 類似薬の処方を受ける場合との間で自己

負担額に格差が生じており、公平性の観点からも課題がある。 

諸外国の例（医薬品の処方制限、有用性に応じた自己負担割合の設定、

定額自己負担）も参考に、必要な医療の保障とのバランスを確保しつつ、

OTC 類似薬を含む薬剤の自己負担の在り方を見直すべきである。〔資料
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Ⅱ－１－53 参照〕 

かつて日本にも、薬剤費について、別途、自己負担を求める仕組みが存

在したが、高齢者の１割負担の導入や被用者保険の３割自己負担化の過

程で廃止されるに至っている。一方、日本の外来薬剤費は諸外国比で高水

準であり、今後とも、高額薬剤の保険収載が進むことが見込まれる。その

ため、特に、日常的な疾病管理の中で処方される薬剤などリスクの高くな

い医薬品については、別途の自己負担を求めることを改めて議論すべき

である。大きなリスクは共助中心、小さなリスクは自助中心で対応してい

く視点と整合的になるよう、平成 14 年（2002 年）健保法等改正法附則

第２条 42との関係も含め、OTC 類似薬を含む薬剤自己負担の在り方につ

いて、国民的な議論を喚起することが必要と考えられる。 

薬剤自己負担の見直しについてはまた、OTC 類似薬を対象とした限定

的な見直しにとどまらず、外来薬剤に関して広く対象として、一定額の自

己負担を追加的に求めることも含め、幅広い選択肢について真摯に検討

を進め、早急に結論を得るべきである。〔資料Ⅱ－１－54 参照〕 

 

イ）受診時定額自己負担の導入について 

日本の外来受診頻度は国際的に見て高く、その多くは少額受診である。

「自助・共助・公助」の共通認識のもと、小さなリスクには自助で対処し、

大きなリスクには公助で対処するという役割分担の原則に沿い、希少な

医療資源をできるだけ有効活用し、現役世代の保険料負担軽減を含め医

療保険制度の持続性を確保していく観点から、比較的軽微な受診につい

ては、患者から一定額の負担を追加する仕組みを検討すべきである。 

また、受診時に定額の自己負担を求めることは、非効率な外来医療の提

供につながっている場合もあると考えられる患者側の受診行動の変容を

促していくための有効な手段ともなり得る。例えば、かかりつけ医療機関

への受診の場合と、それ以外の医療機関を外来受診する場合との間で自

己負担の金額設定を変えることで、今後、かかりつけ医療機関の普及を一

 
42 「健康保険法等の一部を改正する法律」（平成 14 年法律第 102 号）附則（抄）第２条第１項 医

療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり

百分の七十を維持するものとする。 
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層促進するといったことも考えられる。 

医療保険制度の持続可能性の確保と効率的な医療提供体制の構築の双

方の観点から、外来受診時の定額負担の導入を実現すべく、早急に具体策

の検討に着手し、その是非を広く国民に問うべきである。〔資料Ⅱ－１－

55 参照〕 

 

⑥ 年齢ではなく能力に応じた負担 

75 歳以上の１人当たり医療費は現役世代の約 4.4 倍にのぼり、そのう

ち８割強が公費及び現役世代の支援金によって賄われている。一方で、現

役世代から見れば、自ら納める保険料の多くが高齢者医療の支援に充て

られることとなっており、組合健保ではその割合が約 47％に達している。 

一方、後述するように、高齢者世帯においては、平均的に見れば多額の

金融資産が存在し、収支状況も黒字の状況にあると見られる。 

令和７年度（2025 年度）を迎え、「団塊の世代」が全て後期高齢者医療

制度に加入することとなった一方、現役世代の人口減少は今後も継続す

る見込みである。これまで「患者自己負担」と「保険料負担」の両面から

一定の対応が図られてきたものの、現役世代の保険料負担軽減という観

点からはなお対応が不十分と言わざるをえない。改めて、高齢者の医療の

保障をいかに確保していくべきかについて早急に検討に着手し、大胆な

改革を断行することが求められている。〔資料Ⅱ－１－56 参照〕 

 

ア）高齢者医療における患者自己負担の在り方 

平成 20 年（2008 年）に後期高齢者医療制度・前期高齢者財政調整が

導入されてから 15 年以上が経過した現在、日本社会における高齢者の位

置づけは大きく変化している。また、高齢者の医療ニーズの様態 43につい

ても、当時と同じとは言えない状況となっている。 

高齢者医療を全ての世代が公平に支え合う仕組みを構築するため、社

会経済環境の変化 44や医療ニーズの実態等を踏まえつつ、長寿社会にふ

 
43 後期高齢者の５歳毎階級別１人当たり医療費水準は、15 年前の１階級下の水準に近接してい

る。また、近年、高齢者の受診率は低下傾向にある。 
44 高齢者の５歳毎階級別１人当たり就業率は、16 年前の１階級下の水準に近接している。 
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さわしい高齢者医療制度の在り方について検討を深め、早急に改革に着

手すべきである。〔資料Ⅱ－１－57 参照〕 

老人医療費無償化以降、高齢者の患者自己負担については一定の見直

しが進められてきた。しかし、依然として１割又は２割の自己負担が大多

数を占めている。患者自己負担割合（医療保険の給付率）が、負担能力に

応じて決定されるべきとの原則を越えて年齢によって異なっている現状

は、「給付は高齢者中心、負担は現役世代中心」という構造の象徴と言え

る。 

なお、高齢者は、外来受診回数が多く、１人当たり医療費も大きいにも

かかわらず、自己負担が低額な外来特例の存在もあって、実際の自己負担

額は低く抑えられている。例えば、70 歳以上の年齢層は、医療費の低い

現役世代と比べ自己負担割合が大きく低下し、65～69 歳の年齢層との比

較では自己負担実額でも下回る状況である。また、「現役並み所得」未満

の年収である現役世代でも、原則３割負担となっている現状を直視しな

ければならない。 

以上を踏まえ、こうした年齢による自己負担割合の不公平を是正する

ため、70 歳以上の患者自己負担割合を現役世代と同様に３割とすべきで

あり、その実現に向けた具体的な道筋を明確に示すことが必要である。

〔資料Ⅱ－１－58 参照〕 
 

イ）現役並み所得の判定基準の見直し 

高齢者医療制度では、「現役並み所得」のある人には、現役世代と同様

に３割の自己負担を求める考え方が採用されているが、現状、世帯収入要

件について、給与所得控除と公的年金等控除の両方を含めて設定されて

いることもあり、現役並み所得者に該当する高齢者の割合は約７％にす

ぎない。 

平成 18 年（2006 年）以降、一度も見直しが図られていない「現役並

み所得」の判定基準については、まず、課税所得要件の撤廃と、世帯収入

要件を「公的年金等控除前の年金収入とその他合計所得金額の合計額」へ

と変更することを軸に、見直しを検討すべきである。そもそも、現役世代

と同等の「負担能力」の有無を判断するに当たり、現役世代の平均的な所
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得水準を有しているか否かを基準とするのが妥当かについても、ゼロベ

ースで検討を行い、早急に見直しに着手すべきである 45。〔資料Ⅱ－１－

59 参照〕 

 

ウ）後期高齢者の保険料負担の在り方 

現役世代の保険料負担の上昇を抑制する観点から、令和５年（2023年）

健康保険法等改正により、高齢者の保険料と現役世代の支援金の伸びが

同じになるよう見直しが行われた。しかし、依然として後期高齢者の負担

率の上昇ペースは緩慢である。また、介護保険と比較しても、依然として、

大幅に現役世代頼りの構図となっている。 

この点、世帯ごとに事情が異なることには留意が必要であるが、（ⅰ）

貯蓄から負債を引いた額の高齢者世帯での平均は、2,000 万円以上で推移

している、（ⅱ）高齢者世帯の約３割は預貯金等の金融資産額が 2,000 万

円以上である、（ⅲ）モデル年金と同程度の収入がある高齢者世帯の年間

の収支状況は黒字となっているとのデータも存在する。 

以上の状況も踏まえ、後期高齢者医療制度の持続可能性を高め、現役世

代の保険料負担の軽減につながるよう、窓口自己負担割合の見直しに加

えて、後期高齢者の保険料負担の在り方についても検討すべきである。 

少なくとも、金融所得や金融資産の勘案等により、高齢者保険料賦課ベ

ースを拡大することと併せ、現役世代の支援金の負担割合を縮小させて

いくことは必要と考えられる。〔資料Ⅱ－１－60、61 参照〕 

 

エ）医療保険・介護保険における金融所得の勘案 

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険においては、被保険者の市町

村民税の課税所得に基づき、保険料の額や窓口負担が算定される。 

確定申告を行うか否かを本人が選択できる金融所得（上場株式などの

譲渡や配当）については、確定申告の有無により、医療・介護における保

険料等の多寡が変わる不公平な取扱いとなっている。具体的には確定申

 
45 現役世代は所得にかかわらず、患者自己負担割合は一律である一方、高齢者医療制度では所得

によって患者自己負担割合が異なり、しかも多くの高齢者は現役世代よりも低い負担にとどまっ

ており、こうした構造が、現役世代が高齢者に対して不公平感を抱く一因になっているという意

見があった。 
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告した金融所得は合計所得金額に含まれるため、保険料・窓口負担が増え

るケースがある。 

こうした制度上の差異により、例えば後期高齢者医療制度においては、

現役並み所得のある者は、窓口負担について現役世代と同じ３割を負担

している一方、その所得が仮に金融所得（申告なし）の場合には１割負担

のままとなっている。 

こうした負担に係る不公平な状況を改善するため、現在保険料の賦課

対象とされていない金融所得のうち、本人が確定申告の有無を選択でき

るもの（上場株式の配当など）については、保険料の賦課ベースに追加す

るとともに、窓口負担割合の判定においても活用する仕組みとし、能力に

応じた公平な負担を実現すべきである。 

あわせて、賦課ベースの拡大による保険料収入の増加分を活用し、後期

高齢者支援金を削減することで現役世代の負担軽減につなげるべきであ

る。ただし、NISA（少額投資非課税制度）などの非課税所得は、保険料

等の算定においても賦課対象としないことを前提とする必要がある。〔資

料Ⅱ－１－62 参照〕 

 

オ）金融資産等の取扱い 

高齢者は、現役世代と比べて平均的に所得水準は低い一方、貯蓄水準は

高い傾向にある。また、所得水準は低くとも、相当の金融資産を保有する

高齢者も存在する。しかし、高齢者の負担能力の判断に際しては、介護保

険制度における補足給付での勘案を除き、預貯金等の金融資産は勘案さ

れていない。 

このため、まずは、現行制度の下での取組として、医療保険における入

院時生活療養費等の負担能力の判定に関し、介護保険制度の補足給付と

の違いや保険者の事務負担等も踏まえつつ、金融資産等を勘案する方策

について検討するべきである。 

さらに、医療保険・介護保険における負担の在り方全般について、マイ

ナンバーを活用 46して、預貯金等の金融資産等の保有状況も勘案した上

 
46 預貯金口座への付番についても早期に進めていく必要があるとの意見があった。 
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で負担能力を判定するための具体的な制度設計を検討していく必要があ

る。〔資料Ⅱ－１－63 参照〕 
 
⑦ その他の改革事項 

ア）医学部定員の推移と今後の医師の需給見込み 

日本の医師数は、1980 年代以降の「一県一医大構想」に基づく医学部

の新設・定員増や、2000 年代の臨時枠を含む増員措置により、一貫して

増加してきた。 

厚生労働省による最新の医師の需給推計によれば、令和 11 年（2029
年）から令和 14 年（2032 年）の間に医師需給は均衡すると見込まれて

いる。医学部が６年制であることを踏まえると、既に将来的に医師数が過

剰となることが確定的な状況にあるといえる。 

現行の医学部定員が今後も維持されれば、令和 32 年（2050 年）には

約 85 人に１人（昭和 45 年（1970 年）の約５倍）が医学部に進学する見

込みである。人口減少下において、同世代内で人材が特定の業種に偏るこ

とは、他分野への専門人材の供給の大きな制約となり、経済全体の運営上

も悪影響を及ぼしかねない。 

また、医師国家資格試験の合格率は 90％前後であり、医学部卒業者数

が高止まりし、早晩、医師数が過剰となることが明らかとなった近年にお

いても、他の専門職国家資格試験と比べても高い水準で推移している。 

日本社会全体における人材の最適配分を実現する観点からも、人口減

少やコロナ禍を経た受診行動の変容による医療ニーズの縮小も踏まえ、

医学部定員の適正化は先送りできない課題であると認識すべきである。

このため、骨太方針 2025 に沿い、医師偏在の是正に着実に取り組むと同

時に、医学部定員の思い切った適正化を早急に進めていく必要がある。仮

に、医学部定員の抑制が進まない場合には、医師国家資格の新規付与数の

調整により、医師の供給数をコントロールすることも含め、あらゆる選択

肢を検討しなければならなくなってしまうことが懸念される。〔資料Ⅱ－

１－64、65 参照〕 
 

イ）国民健康保険組合（国保組合）の財政支援の在り方の見直し 
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国保組合への定率補助率は所得水準に応じて設定されているが、最も

低い補助率である 13％の区分に３分の１の組合が集中して該当している

状況にある。これらの組合の中には、医師・歯科医師・薬剤師・弁護士な

ど、他業種に比して所得水準が高い業種も含まれている。また、所得水準

の判定基準に用いられる「平均所得」については、「１人当たり 1,200 万

円」の上限が設定された上で計算されている点や、組合員の家族である被

保険者も分母に含まれて計算されている点など、その算定方法の妥当性

に疑義がある。 

さらに、定率補助に加え普通・特別調整補助金も含めた国保組合への補

助率は、他の医療保険制度における公費負担水準と比較しても高い水準

に留まる。相当規模の準備金を保有する組合も存在し、所得水準の多寡に

かかわらず多くの国保組合が一定の財政余力を有していると認められる。

加えて、普通調整補助金の算定にあたっても「１人当たり 1,200 万円」の

上限が設定された上で計算されているなど、その計算方式にも改善の余

地がある。 

以上を踏まえ、国保組合への財政支援は抜本的に見直すべきである。見

直しの方向性として、定率補助率の設定に用いられる所得水準の判定基

準を適正化する必要がある。特に、所得水準の高い組合に対しては、所得

状況に応じたきめ細やかな補助率の設定を行うことが考えられる。さら

に、準備金の多寡を含め、各組合の財政力に応じて、国庫補助の投入規模

を適切にコントロールする仕組みを設けるべきである。〔資料Ⅱ－１－66
参照〕 
 

ウ）国民健康保険における保険料水準統一の加速化  

平成 30 年度（2018 年度）から都道府県単位化された国民健康保険制

度においては、都道府県内のどの市町村に居住していても、各市町村の医

療費水準（年齢調整後）にかかわらず、同じ所得水準・同じ世帯構成であ

れば、同じ保険料額となるよう、保険料水準の統一に向けた取組が進めら

れている。令和６年（2024 年）６月に策定された「保険料水準統一加速

化プラン（第２版）」では、令和 12 年度（2030 年度）までに全ての都道

府県で保険料水準を納付金ベースでの統一を目指すべきことが明記され
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た。 

しかし、医療費以外の要素も含めた「保険料水準の完全統一」について

は、達成済みは２府県にとどまっており、目標年度を定めているのも 17
道県にとどまっている。 

国民健康保険における保険料水準については、各都道府県内での被保

険者間の受益と負担の公平性を確保する観点から、一刻も早く「保険料水

準の完全統一」を全国で実現するべきである。具体的には、まずは「納付

金ベースの統一」の目標年度を前倒しさせつつ、地方公共団体の先進事例

を横展開することにより、令和 12 年度（2030 年度）までに「完全統一」

すべきである。〔資料Ⅱ－１－67 参照〕 

 

エ）後期高齢者医療制度のガバナンス 

国民健康保険については、都道府県が財政運営を担う体制が定着して

いる。住民の受益（医療提供体制の整備、医療費水準）と住民の負担（保

険料水準）の双方を俯瞰しつつ、保険者としてのガバナンス機能を発揮し、

医療費適正化の取組を推進していくことが期待されている。 

一方、後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合が運営主体であ

り、地域医療構想や医療費適正化計画を策定する都道府県とは主体が切

り離されている。また、広域連合の職員の大宗は市区町村からの派遣で構

成され、トップは圏内の首長が兼務する形となっている中、効率的な医療

提供体制の構築と整合性を図りつつ、医療費適正化に向けたガバナンス

機能を発揮することが困難となっていることが懸念される。 

後期高齢者医療制度においても、国保と同様、都道府県を財政運営の主

体とすることにより、ガバナンス機能が最大限に発揮されるようにすべ

きである。都道府県の事務負担等にも十分に配意しつつ、そのための具体

的な道筋について早急に検討を深めるべきである。〔資料Ⅱ－１－68 参

照〕 

 

オ）高額医療費負担金の見直し 

国民健康保険及び後期高齢者医療制度における高額医療費負担金は、

高額な医療費が発生した場合に、保険者の財政運営に与える影響を緩和
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することを目的とした制度である。しかしながら、医療の高度化や薬剤費

の上昇が進む中にあって、当該負担金の対象となる高額レセプトに係る

医療費は増加傾向にある。現在の基準は、国保では、１件あたり 90 万円

超、後期では 80 万円超のレセプトが対象となっている。 

国保において、同制度は小規模な市町村国保の財政的脆弱性への対応

のため設けられたものである。今後、保険料水準が統一されていけば、個

別の市町村における医療費の変動は都道府県内でシェアされ、財政負担

は平準化されるため、その本来の役割・意義は没却する。後期高齢者医療

制度においても、高額医療費の増加や、その保険給付費に占める割合の上

昇が顕著である。保険者による医療費適正化の取組を促していく観点か

らも、高額レセプト基準の在り方について、一定の見直しを検討すべき時

期に来ているのではないか。 

国保の高額医療費負担金については、保険料水準の統一とあわせて、そ

の廃止を含めた見直しを検討する必要がある。後期の高額医療費負担金

についても、レセプト基準の見直しに早急に着手すべきである。〔資料Ⅱ

－１－69 参照〕 
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（４）介護 

介護保険制度が平成 12 年（2000 年）に創設されてから四半世紀が経

過した。高齢者を社会全体で支え合うという役割を果たしてきた一方、高

齢化の進展等により介護費用は約４倍、保険料は約２倍と、大幅に増加し

てきた。 

今後令和 22 年（2040 年）に向けて、要介護認定率や１人当たりの介

護給付費が特に高い 85 歳以上人口が増加する。一方で、それを支える保

険料負担者である 40 歳以上の、75 歳以上１人に対する人数は減少して

いくことが見込まれる。結果として、介護費用・保険料は増加を続ける見

込みであり、制度の持続可能性が危ぶまれる状況にある。 

このため、喫緊の課題である介護分野の職員の処遇改善を通じて「担い

手の確保」等の課題に対応しつつ、現役世代の保険料負担の増加を抑制し、

制度の持続可能性を確保するためにも、３年に１度の制度改革の年にあ

たり、「高齢化・人口減少下での負担の公平化」、「給付の効率化・適正化」

のための制度改革を実施すべきである。〔資料Ⅱ－１－70～72 参照〕 

 

① 高齢化・人口減少下での負担の公平化 

ア）利用者負担（２割負担）の見直し 

介護保険の利用者負担については、２割負担・３割負担の導入を進めて

きたが、今後も、高齢化による介護費用の増加が見込まれる中で、給付と

負担のバランスを確保し、保険料の伸びの抑制を図る観点から、利用者負

担の更なる見直しを進めていくことが必要である。 

具体的には、負担能力に応じて、増加する介護費用をより公平に支え合

う観点から、当分の間、一定の負担限度額を設けることや、金融資産の保

有状況等の反映の在り方、きめ細かい負担割合の在り方とあわせて検討

した上で、２割負担の対象者の範囲拡大を実現すべきである。２割負担の

対象者の範囲を拡大することで、40 歳以上の現役世代の介護保険料負担

の抑制にもつながる。利用者負担（２割負担）の範囲の見直しは、「全世

代型社会保障構築を目指す改革の道筋（改革工程）」（以下「改革工程」と
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いう。）47で、「第 10 期介護保険事業計画期間の開始（2027 年度～）の前

までに、結論を得る。」とされており、確実に実施すべきである。見直し

に当たっては、所得上位 30％の高齢者世帯では平均で 1,000 万円以上の

貯蓄があることや、足もとで高齢者世帯の平均貯蓄額は増加傾向にある

ことなど、高齢者世帯における金融資産の保有状況も考慮に入れて検討

すべきである。 

また、医療保険と同様に、利用者負担を原則２割とすることや、現役世

代並み所得（３割）等の判断基準を見直すことも考えられる。 

なお、過去の２割負担・３割負担導入による介護サービス利用への影響

は限定的であり、一定以上の所得・資産のある利用者に対して、２割負担

の範囲を一定程度拡大したとしても、介護サービスの利用控えに与える

影響は限定的と考えられる。〔資料Ⅱ－１－73、74 参照〕 

 

イ）ケアマネジメントの利用者負担の導入 

介護保険サービスの利用に当たっては、一定の利用者負担を求めてい

るが、居宅介護支援（ケアマネジメント）については、制度創設時以来、

積極的な利用機会を提供する観点等から利用者負担を取らない取扱いと

されてきた。しかし、介護保険制度創設から 25 年以上が経ち、現状では

すでにケアマネジメントに関するサービス利用が定着してきた。こうし

た中、利用者が本来負担すべき費用を現役世代の保険料で肩代わりし続

けることは、世代間の公平の観点からも不合理である。 

なお、特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）等の介護施設にお

いては、介護支援専門員（ケアマネジャー）が行うケアプラン作成等に係

る費用については基本サービスの一部として利用者負担が生じている。

その結果、施設介護と在宅介護との間でケアマネジメントの利用者負担

について不均衡が生じている状況にも留意が必要である。 

加えて、利用者負担を取らない取扱いは、利用者側からケアマネジャー

の業務の質へのチェックが働きにくい構造を生じさせている。ケアマネ

 
47 令和５年（2023 年）12 月 22 日閣議決定。 
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ジャーへのアンケート 48によると、ケアマネジメントが本来果たすべき

役割が軽視され、その公正・中立性が懸念されるケースも確認されている。

こうしたケースに対しては、利用者負担を導入することで、利用者がケア

マネジメントの意義を認識するとともに、ケアプランの質に関心を持つ

ようになり、サービスの質の向上や、ひいてはケアマネジャーの公正・中

立性の確保にも資すると考えられる。 

以上のとおり、世代間の公平性の確保及び利用者の関心の喚起による

サービスの質の向上という観点から、ケアマネジメントに利用者負担を

導入すべきである。この利用者負担については、「改革工程」で、「第 10
期介護保険事業計画期間の開始（2027 年度）までの間に結論を出す。」と

されており、導入に向けた道筋を示す必要がある。〔資料Ⅱ－１－75、76
参照〕 

 

ウ）多床室の室料負担の見直し 

介護施設の費用については、平成 17 年度（2005 年度）に食費と個室

の居住費（室料及び光熱水費）を介護保険給付の対象外とする見直し 49が

あった。平成 27 年度（2015 年度）には介護老人福祉施設（特養）の多床

室の室料負担を基本サービス費から除く見直しが実施された。 

しかし、介護老人保健施設・介護医療院の多床室については、室料相当

分が介護保険給付の基本サービス費に含まれたままである。本件につい

て、令和６年度（2024 年度）介護報酬改定において見直しが行われたが、

新たに室料負担が導入された対象施設は一部に限定されている。 

介護医療院は、介護老人福祉施設（特養）と同様、家庭への復帰は限定

的であり、実質的に利用者の「生活の場」となっている。 

また、介護老人保健施設は、施設の目的が「居宅における生活への復帰

を目指すもの」とされ、少なくとも３か月毎に退所の可否を判断すること

とされている。しかし、一般的な医療機関でも長期入院の基準が 180 日

となっている中、介護老人保健施設の平均在所日数は 400 日を超えてい

 
48 「事業者と利用者でサービスを決めてきて、プラン作成だけ依頼された」、「事業者の都合によ

り、同一ホーム内の利用者のケアプランが画一的、限度額いっぱいまで介護保険サービスを設定

したケアプランが多い」といった回答があった。 
49 多床室は食費と光熱水費のみ給付対象外とされた。 
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る状況である。 

さらに、入所当初の利用目的が「他施設への入所待機」等という利用者

が３割となっており、長期入所者の退所困難理由でも「特養の入所待ちを

している」が 38％、「家族の希望」が 25％となっている。 

こうした利用実態等を踏まえ、居宅と施設の公平性を確保し、どの施設

であっても公平な居住費を求めていく観点から、介護老人保健施設・介護

医療院のうち、令和６年度（2024 年度）介護報酬改定において室料負担

の導入が見送られた類型についても、多床室の室料相当額を基本サービ

ス費等から除外する見直しを実施することが考えられる。〔資料Ⅱ－１－

77、78 参照〕 
 
② 担い手の確保 

ア）介護分野の職員の処遇改善 

経済・物価動向が変化する中で、介護分野の職員の処遇改善が喫緊の課

題となっている。処遇改善は、介護費用の増加を通じて、保険料負担の増

加につながるところ、現役世代の保険料負担の増加を抑制するために、抜

本的な制度改革を実施する必要がある。 

その上で、日本の生産年齢人口が減少する中で、今後増加する介護サー

ビスの需要をカバーする必要がある。このことを踏まえると、介護テクノ

ロジーの活用や経営の大規模化等による業務の効率化が不可欠であり、

効率化分を賃上げ原資としていくことが重要である。必要な処遇改善の

水準の議論に当たっても、こうした考え方を反映していく必要がある。 

必要な処遇改善の水準については、令和６年度（2024 年度）介護報酬

改定において、令和６年度（2024 年度）に 2.5％、令和７年度（2025 年

度）に 2.0％のベースアップ分を措置したところ、令和６年度（2024 年

度）に、全体で 3.2％の賃上げ 50、個々の職員に着目すると 4.6％の賃上

げ 51が実現していることに留意が必要であり、令和７年度（2025 年度）

における賃上げの状況も踏まえて検討する必要がある。 

 
50「毎月勤労統計調査（令和６年度）」（厚生労働省） 
51「令和６年度介護従事者処遇状況等調査（令和７年（2025 年）３月）」（厚生労働省）。定期昇給

を含む数字である。 
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また、目指すべき賃上げ率・額については、現状、介護分野の事業所は

小規模であることを踏まえて、介護職員の賃金の比較対象として、同様の

規模の企業の従業員の賃金を参照することも検討する必要がある。〔資料

Ⅱ－１－79 参照〕 
 

イ）業務の効率化（ICT 機器の活用・人員配置の効率化等） 

介護人材の人手不足については引き続き厳しい状況にある中、足もと

では離職率が低下しており、入職超過の状況にある。この点、賃金以外に

も、働きやすさが離職に影響 52しており、賃上げのみならず、職場環境整

備に取り組むことで、人材の定着を推し進める観点が重要である。 

また、高齢化・人手不足等を理由とした倒産が増加する一方で、新設法

人は増加を続けており、全体としては、介護事業者は増加している状況に

ある。 

日本全体で労働力の確保が課題となる中、増大し続ける介護ニーズに

対して、業務を効率化することで、限られた介護人材を有効活用し、業務

を効率化させていくことは喫緊の課題である。このため、ICT 機器を活

用した人員配置の効率化や経営の協働化・大規模化を強力に進めていく

ことが不可欠である。 

具体的には、ICT 機器の導入・活用による介護現場の業務効率化を実

現した好事例の横展開を図るとともに、令和６年度補正予算で措置され

た事業を活用し、ICT 機器の導入・活用による介護現場の業務効率化を

進めるとともに、経営の協働化・大規模化を早急に進めるべきである。あ

わせて、特養等における人員配置基準の更なる柔軟化に引き続き取り組

むべきである。〔資料Ⅱ－１－80～82 参照〕 

 

③ 給付の効率化・適正化 

ア）軽度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への移行 

要支援者に対する訪問介護・通所介護については、地域の実情に応じた

多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を行う観点から、地域支

 
52「令和６年度介護労働実態調査（令和７年（2025 年）７月）」（介護労働安定センター） 
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援事業へ移行したところである（平成 30 年（2018 年）３月末に移行完

了）。 

今後も介護サービスの需要の大幅な増加が見込まれる中、生活援助型

サービスをはじめ、全国一律の基準ではなく、人員配置や運営基準の緩和

等を通じて、地域の実情に合わせた多様な人材や資源の活用を図り、必要

なサービスを効率的に提供するための枠組みを構築する必要がある。 

介護の人材や財源には限りがある。要介護者の中でも専門的なサービ

スをより必要とする重度の人へ給付を重点化していくとともに、生活援

助等は地域の実情に応じて効率的に提供していく必要がある。このため、

軽度者（要介護１・２）に対する訪問介護・通所介護についても地域支援

事業への移行を目指し、段階的に、生活援助型サービスをはじめ、地域の

実情に合わせた多様な主体による効果的・効率的なサービス提供を可能

にすることが考えられる。この軽度者への生活援助サービス等に関する

給付の在り方については、「改革工程」で、「第 10 期介護保険事業計画期

間の開始（2027 年度）までの間に、介護保険の運営主体である市町村の

意向や利用者への影響等も踏まえながら、包括的に検討を行い、結論を出

す。」とされており、地域支援事業への移行に向けた具体策を示すべきで

ある。〔資料Ⅱ－１－83 参照〕 

 

イ）人口減少地域におけるサービス提供体制の構築 

介護サービス利用者数は、全国で見ると令和 22 年（2040 年）のピー

クに向けて増加する見込みだが、地域別に見ると、２割近くの市町村で既

にピークを迎えており、こうした市町村では、令和 22 年（2040 年）に

向けて、１割程度利用者数が減少する見込みである。また、令和 22 年

（2040 年）に高齢者人口の減少が見込まれる地域では、足もとで介護事

業所の減少が見られる。 

こうした中、需要の変化に応じたサービス提供体制を構築する上で、基

準該当サービスを活用することにより、柔軟化した配置基準に基づき、利

用者が減少する中でも、事業継続が可能となった事例がある。 

高齢者人口が減少し、介護サービス需要が減少する地域においては、市

町村や都道府県が、将来の介護サービス需要を見極め、介護保険事業計画
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等を策定した上で、介護サービスの適切なアウトカム評価に基づき、配置

基準の更なる柔軟化、介護事業所の多機能化・広域化を進めることで、地

域の実情に応じて、介護サービス提供を効率化しつつ、必要な介護サービ

スが維持されるサービス提供体制を構築することが考えられる。〔資料Ⅱ

－１－84 参照〕 
 

ウ）介護保険事務の広域化・都道府県の役割強化 

市町村が実施する介護保険事務については、特に小規模な市町村にお

いて、要介護認定を行う主体である介護認定審査会の委員の確保が困難

であることや、事業者への指導のノウハウが蓄積されないといった課題

があるところ、介護保険事務を広域で取り組むことでこれらの課題を解

決している事例がある。 

こうした市町村の介護保険事務の課題を解決するため、介護保険事務

の広域化を進めていく必要がある。また、都道府県が行政主体である医療

との連携を含め、介護サービス提供体制整備や、介護保険財政運営につい

て、都道府県がより一層の役割を果たすべきであり、都道府県が介護保険

の財政的な責任主体となり、提供体制の整備に責任を持つことについて、

検討していく必要がある。〔資料Ⅱ－１－85 参照〕 

 

エ）保険外サービスの活用 

今後も増大し続ける多様な介護需要に対しては、介護保険事業のみで

全て対応することは困難である。介護保険事業と介護保険外の民間企業

による関連サービスで対応していくことが有益と考えられる。 

介護保険事業者が保険内と保険外のサービスを柔軟に組み合わせてサ

ービス提供することは、高齢者の多様なニーズに応え、国民の利便性向上

に資するだけでなく、事業者にとっても効率的なサービス提供や、収益の

多様化、経営基盤の強化に資すると考えられ、職員の賃上げに還元するこ

とも可能となると考えられる。 

現在、利用者保護や保険給付の適正な担保の観点によって設けられて

いる、サービスの明確な区分や説明責任の徹底といったルールを順守す

ることで、介護事業者は保険内外のサービスを組み合わせた提供が可能
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である。しかし、介護事業者による保険外サービスの活用に当たっては、

地方公共団体によってルールの解釈が異なり、保険外サービスが認めら

れない地方公共団体も存在する（いわゆるローカルルール）といった事業

者の意見もあるところである 53。 

こうした状況を踏まえ、地方公共団体のローカルルールの実態把握を

行った上で、国民の利便性向上に資するよう、介護保険外サービスの柔軟

な運用を認めるべきである。〔資料Ⅱ－１－86 参照〕 

 

オ）高齢者向け施設・住まいにおけるサービス提供の在り方 

ａ）介護保険施設の指定を受けている特養等と、指定を受けていない高齢

者向け住まいの役割分担等 

高齢者向け施設・住まいとしては、（ⅰ）特養、（ⅱ）（「特定施設」の指

定を受ける）介護付き有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅（以

下「サ高住」という。）、（ⅲ）（「特定施設」の指定を受けない）住宅型有

料老人ホーム・サ高住があるが、近年は、特に（ⅲ）が増加している。 

（ⅰ）特養については、平成 27 年（2015 年）より原則として入居者

は要介護度３以上の者に限定された。（ⅲ）住宅型有料老人ホーム・サ高

住については、比較的軽度の人向けの住まいとして整備が進められたが、

足もとでは要介護度３以上の入居者が約３～５割を占めており、特養と

同等の機能を有するようになってきている。 

一方で、（ⅲ）住宅型有料老人ホーム・サ高住の整備は、（ⅰ）特養や（ⅱ）

介護付き有料老人ホーム等と異なり、市町村・都道府県が策定する介護保

険事業計画において任意の記載事項に留まっているほか、総量規制の対

象外となっている。 

こうした状況を踏まえ、介護保険施設の指定を受けている特養等

（（ⅰ）・（ⅱ））と、指定を受けていない高齢者向け住まい（（ⅲ））の役割

分担・住み分けについて検討し、地方公共団体の介護保険事業計画におい

て、有料老人ホーム・サ高住も含めた高齢者向け住まいの整備計画も明確

に位置付けることが考えられる。さらに、地域包括ケアの推進の観点から

 
53 日本総研「令和４年度ヘルスケアサービス社会実装事業」概要報告書 
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も、有料老人ホーム・サ高住における要介護者に対する介護サービスの需

給を勘案した上で、一体となった整備方針を定める必要がある。〔資料Ⅱ

－１－87 参照〕 
 

ｂ）有料老人ホーム・サ高住における利用者の「囲い込み」問題への対応 

有料老人ホーム・サ高住の提供事業者は、介護報酬の仕組み上、自ら介

護サービスを提供する（包括報酬）よりも、関連法人が外付けで介護サー

ビスを提供した方（出来高払い）がより多くの報酬を得ることが可能とな

っている。こうした構造が、利用者に対する「囲い込み」の原因になって

いるとの指摘がある。 

また、自ら介護サービスを提供する施設よりも外付けで介護サービス

を活用する施設の方が、家賃などが安い傾向にある。この状況を踏まえる

と、安い入居者負担で利用者を囲い込み、関連法人による外付けサービス

を活用した介護報酬で利益を上げるビジネスモデルが成立している可能

性がある。 

以上を踏まえ、有料老人ホーム・サ高住における利用者の「囲い込み」

の問題に対しては、訪問介護の同一建物減算といった個別の対応策にと

どまらず、外付けで介護サービスを活用する場合も、施設自ら介護サービ

スを提供する場合の包括報酬額を利用上限とする形に介護報酬の仕組み

を見直すべきである。〔資料Ⅱ－１－88 参照〕 

 

④ 制度の持続可能性を確保していくための介護保険制度改革 

 介護分野については、中長期的に増大する需要に応じて、現役世代の社

会保険料の負担や、税が財源である公費を増加させ続けることは困難で

あることを踏まえれば、制度の持続可能性を確保するため、現在、「改革

工程」に示されている項目に限らず、更なる改革について中長期的に検討

していく必要がある。 

例えば、「高齢化・人口減少下での負担の公平化」の観点からは、利用

者負担を原則２割にすることや、現役世並み所得（３割）等の判断基準を

見直すこと、利用者負担や保険料の判断において、金融所得・金融資産を

勘案すること、２号被保険者の対象者を見直すことが考えられる。「保険
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給付範囲の在り方の見直し」の観点からは、補足給付の要件や負担軽減額

を見直すこと、「保険給付の効率的な提供」の観点からは、介護サービス

施設・事業所の総量規制の範囲を見直し、介護サービスの供給量をより適

切にコントロールすることや、介護給付を利用者の要介護度の変化など

の介護サービスのアウトカム評価に基づく仕組みとしていくといったこ

とも考えられる。〔資料Ⅱ－１－89 参照〕 
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（５）医療・介護分野における人材紹介 

近年、看護・介護人材の確保等に当たり、民間の人材紹介事業者を通じ

た就職件数は増加傾向にある。他方で、医療機関や介護事業者からは、人

材紹介事業者に支払う手数料が経営上大きな負担になっているとの声も

聞かれる。 

 こうした中、民間の人材紹介事業者による職業紹介（以下「民間人材紹

介」という。）の更なる適正性を確保するとともに、ハローワークにおけ

る職業紹介について、より効果を高めるための対応を行う必要がある。

〔資料Ⅱ－１－90 参照〕 

 

① 民間人材紹介 

医療・介護分野における民間人材紹介の１件当たり手数料水準や手数

料負担総額は増加傾向にあり、求人側には手数料負担に不満が見られる。 

一方、令和３年度（2021 年度）より、取扱職種別の手数料を公表して

いるなど適正な民間人材紹介事業者を認定する仕組みが創設されたが

（認定社数 53 社、うち医療 40 社、介護 25 社（令和７年（2025 年）９

月現在））、この認定事業者が医療・介護分野の市場において占めるシェア

が高いとは言い難い状況である。 

こうした状況を踏まえ、これまで講じた対策の効果検証を行うととも

に、その結果を踏まえ、必要に応じて更なる規制強化や、認定事業者の活

用促進に向けた報酬制度上のインセンティブ付け等の対応を検討すべき

である。〔資料Ⅱ－１－91 参照〕 

 

② ハローワーク 

看護・介護人材の確保等に当たっては、ハローワークを通じて就職する

者も一定数存在するが、その就職件数は減少傾向にある。 

ハローワークにおける求人掲載から就職までにかかる期間を見ると、

１か月超のケースが７割程度存在する。診療報酬・介護報酬等においては、

一定の期間を超えて看護・介護職員等の配置基準を満たさない場合には

報酬を減算する仕組みが設けられている。こうした仕組みも相まって、求

人側は迅速かつ確実に人材を確保する必要性に駆られ、民間人材紹介を
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利用せざるを得ない可能性が考えられる。 

このため、ハローワークにおいて医療・福祉に特化した窓口を設けるこ

と等により、求人・求職への対応を迅速に行う一方、報酬算定上の配置基

準に係る時間的猶予の緩和など柔軟な運用等についても検討すべきであ

る。〔資料Ⅱ－１－92 参照〕 
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（６）こども・子育て 

我が国の出生者数は、平成 28 年（2016 年）に 100 万人を下回って以

降、急速に減少を続けており、令和６年（2024 年）には約 69 万人とな

り、過去最少を更新した。この 10 年間で出生者数は 30 万人以上減少し

ており、少子化の進行速度はますます加速化している。少子化・人口減少

に歯止めをかけなければ、経済・社会システムの維持が難しくなる可能性

があり、これはまさに国の根幹に関わる「静かな有事」と言える。 

政府は、1990 年代に「少子化」が政策課題として認識されて以来、少

子化対策・子育て支援に係る予算規模について、安定財源を確保しつつ、

着実に増加させてきた。こうした取組もあって、保育所等の待機児童は大

きく減少するなど一定の効果が出ている。しかし、施策の効果が現れるま

でには一定の時間を要することもあり、いまだ多くの人々の「こどもを生

み育てたい」という希望の実現には至っていない。 

引き続き、令和５年（2023 年）12 月に閣議決定された「こども未来戦

略」に基づく「加速化プラン」を、財源を確保しつつスピード感を持って

着実に実行する必要がある。また、EBPM の取組を強化し、必要な政策

の見直しを適切に行っていくべきである。加えて、若者の結婚、出産、子

育ての希望を実現するためには、雇用の安定、固定的性別役割分担意識の

解消、長時間労働の是正など若者の生活基盤を支える社会構造や意識の

変革が求められる。こども・子育てを応援する社会を築くために、全員が

参加して、意識醸成に取り組むことが不可欠である。〔資料Ⅱ－１－93、
94 参照〕 

 

① 少子化対策における EBPM の強化 

社会保障と税の一体改革の取組をはじめとする累次の政策強化により、

少子化対策・子育て関連予算の規模は着実に増加している。令和７年度予

算においては、3.6 兆円規模の加速化プランの８割強である 3.0 兆円が実

施され、こども家庭庁予算は加速化プラン前から４割増の 7.3 兆円に達

している。一方で、施策の効果が現れるまでには一定の時間を要すること

もあり、いまだ多くの人々の「こどもを生み育てたい」という希望の実現

には至っていない。今後は、施策の充実を図りながら、EBPM の取組を
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強化し、より効果の高い政策に重点化していくことが求められている。

〔資料Ⅱ－１－95 参照〕 

少子化対策を進めるに当たり、指標（KPI）の適切な設定と政策の効果

等の検証が重要である。特に、政策全体の目標も意識しながら、個別施策

の KPI を設定し、施策を体系化することが不可欠である。これにより、

施策の効果を検証しながら進め、改善点が見つかれば迅速に対応するこ

とが可能となる。 

この観点から、こども家庭庁が取りまとめた「少子化対策の KPI」に

ついては、経済財政諮問会議や行政事業レビューの枠組みとの連携の下、

政策の実施状況を踏まえて随時見直しを図るべきである。また、これらを

活用して効果検証を行い、必要に応じて不断の見直しを進めていくこと

が求められる。〔資料Ⅱ－１－96 参照〕 

 

② 個別施策に関する EBPM の観点からの見直し 

ア）保育の公定価格 

保育の公定価格に係る予算は、待機児童対策や幼児教育・保育の無償化

により近年大幅に増加している。また、保育士の処遇改善に継続的に取り

組んだ結果、賃金は着実に上昇している。しかし、措置した処遇改善がタ

イムリーに現場に届いていない現状も存在している。また、「こども誰で

も通園制度」の全国展開により保育士の人手不足の深刻化も見込まれる。 

今後は、利用するこどもの数や経済・物価の動向を踏まえ、新たに構築

された経営情報の「見える化」インフラを適切に活用し、機動的に公定価

格を見直していくべきである。さらに、引き続き保育士等の処遇改善は重

要であり、見直しによる効果が現場に速やかに行き届くよう、必要な対応

を行うことが求められる。〔資料Ⅱ－１－97 参照〕 

 

イ）障害児支援 

障害児支援に係る費用は、児童発達支援や放課後等デイサービスとい

った通所系サービスの事業所数（特に営利法人が設置する事業所）や利用

児童数の増加を主な原因として、12 年間で約９倍、具体的には平成 24 年

度（2012 年度）の約 1,000 億円から令和６年度（2024 年度）の約 9,000
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億円に急激に増加している。 

こうした中で、給付事務については地方公共団体ごとに給付決定に際

して明文化された基準がなく、個々の担当者が判断するケースも存在す

る。一部の地方公共団体では、児童の状況に関係なく、一律で 20 日以上

の給付を行っている事例も見受けられる。 

障害児支援に係る総費用の増加は、制度の持続可能性に深刻な影響を

及ぼす課題である。サービスの質を確保しつつ、費用の抑制に取り組む必

要がある。具体的には、全国の地方公共団体における給付決定事務の標準

化を進めるとともに、総量規制の積極的活用や事業所指定の適正化を進

め、費用の抑制を図るべきである。 

〔資料Ⅱ－１－98 参照〕 
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（７）障害福祉 

障害福祉サービスは、障害者が自立した日常生活や社会生活を送れる

ように支援する公的なサービスである。個々の障害者の障害の種類や程

度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等を踏まえ、利用

計画を作成し、個々に支給決定が行われる。 

都道府県等の指定を受けた事業者が利用者に各種サービスを提供した

場合、その対価として、市町村は事業者に対して、利用者負担分を除いた

障害福祉等サービス報酬（サービス料金）を支払う。当該報酬はサービス

ごとに設定されており、基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事

業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕

組みとなっている。 

障害福祉サービス等の内訳を見ると、生活介護、グループホーム（共同

生活援助）、就労継続支援（A 型・B 型）、障害児通所サービス（放課後等

デイサービス・児童発達支援）の割合が大きい。また、従来は施設系や日

中活動系の割合が高かった。しかし、近年は就労系や居住支援系の割合が

増加しており、これらは障害福祉サービスの総費用額 54の伸びに対する

主な要因ともなってきた。こうした総費用額の伸びが大きいサービスで

は、営利法人の参加数も増えている。 

こうした制度やサービス環境の下で、障害福祉サービス等の総費用額

は、サービス利用者の増加や１人当たり利用額の増加により、直近 10 年

間で約２倍に増加している（平成 27 年（2015 年）の 2.0 兆円から令和

６年（2024 年）の 4.2 兆円に増加）。特に、令和６年度（2024 年度）に

おいては 11.3％増と大幅に増加した。 

障害福祉サービスの利用者負担割合は医療・介護サービスに比べて僅

少であるため、医療・介護保険制度よりも報酬（サービス料金）の上昇や

利用量の増加による負担増を利用者が感じにくく、供給側である事業所

数の増加に応じて総費用額が増加しやすい構造となっている。 

こうした構造も念頭に、足もとの総費用額の伸びの要因を速やかに分

析すべきである。その上で、事業所（特に営利法人）数が急増している中

 
54 自立支援給付費（公費負担）と利用者負担の合計額。 
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で支援の質の低下が懸念されるといった指摘があることや、１事業所当

たりの総費用額が令和６年（2024 年）に 7.7％近く伸びていることも踏

まえ、サービスの質を確保しつつ事業の適正化を図り、総費用の伸びを抑

制する取組が急務である。 

令和８年度（2026 年度）予算編成に当たっては、（ⅰ）令和６年度（2024
年度）の報酬（サービス料金）改定を大きく上回る１人当たり費用額の伸

びを主な要因とする令和６年度（2024 年度）の総費用額の急上昇（11.3％
増）への対応、（ⅱ）障害福祉分野の職員の処遇改善及び生産性向上を通

じた業務の省力化・効率化、（ⅲ）サービスの質の確保と総費用額の抑制

を両立させるための制度改革の実施に取り組む必要がある。〔資料Ⅱ－１

－99～102 参照〕 
 

① 障害福祉サービス等の喫緊の課題 

ア）障害福祉サービスの総費用額の増加への対応 

近年の障害福祉サービスの総費用額の伸びの内訳を見ると、過去 10 年

間、サービス利用者数の増加に加えて１人当たり総費用額も増加してい

る。さらに、令和６年度（2024 年度）には総費用額が急上昇（11.3％増）

しているが、その主な要因は、同年度の障害福祉等サービス報酬（サービ

ス料金）改定（1.12％増）を大きく上回る１人当たり費用額の伸び（6.9％
増）である。 

今後、令和６年度（2024 年度）に総費用額が急増した具体的な要因や

背景を速やかに分析した上で、それらのうち同年度障害福祉等サービス

報酬改定等の政策意図に沿わないものがある場合には、早急に対策を講

じる必要がある 55。〔資料Ⅱ－１－103 参照〕 

 

イ）障害福祉分野の職員の処遇改善 

経済・物価動向が変化する中で、障害福祉分野の職員の処遇改善は喫緊

の課題である。 

 
55 対策を講じる際には、切れ目のない障害福祉サービスの確保はもちろんのこと、障害児・障害

者を支える家族の仕事とケアの両立を含めた支援として、相談体制や緊急時の受け入れ体制の充

実、障害者の就労先の確保への留意も必要である、との意見があった。 
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令和６年（2024 年）には、福祉・介護職員の基本給等で 5.3％、一時金

等を含む平均給与額で 6.5％の賃上げ（定期昇給込み）が実現する一方で、

施設・事業所の収入の大宗を占める１事業所当たりの総費用額は、令和６

年度（2024 年度）において 7.7％増加している。 
今後、令和６年度（2024 年度）障害福祉サービス等報酬改定を踏まえ

た処遇改善の状況や経営状況等の実態 56を把握・検証した上で、介護分野

の処遇改善に向けた対応の動向を見つつ、事業者の経営形態やサービス

内容に応じた効果的な対応を検討する必要がある。 
同時に、今後社会全体で労働力人口が減少していく中にあって、サービ

スの質を維持・向上していくためには、生産性向上を通じた業務の省力

化・効率化が不可欠である。〔資料Ⅱ－１－104 参照〕 
 

② 障害福祉サービスの質の確保 

障害福祉サービスの事業所数が増加する中で、障害者への虐待件数も

10 年間で約 4.5 倍に増加している。中でも、グループホームにおいては

約 34 倍となっており、全体の約３割を占めるに至っている。 

他方で、都道府県等による事業所への運営指導の実施率は低く

（16.5％）、厚生労働省の指針で定める水準（３年に１度）に未達の状況

である。〔資料Ⅱ－１－105 参照〕 

このような状況を受け、令和７年度予算執行調査に当たって地方公共

団体の意見を聴取したところ、サービスの質を確保する等の観点から、事

業所の指定等に関して自身の権限を強化すべきと考える地方公共団体が

多く、その具体的な方法としては、指定基準の見直しや総量規制等を掲げ

る地方公共団体が多かった。 

厚生労働省においては、こうした地方公共団体の意見などを踏まえつ

つ、今年度中に行うこととされている第８期障害福祉計画（令和９～11
年度）に係る基本指針の策定や令和９年度（2027 年度）障害福祉サービ

ス等報酬改定に向けて、具体的な議論を開始すべきである。〔資料Ⅱ－１

 
56 障害福祉サービス等経営概況調査（無作為抽出された事業所のうち一定割合が調査に回答）結

果と、国保連データ（１事業所当たり総費用額の算出根拠）との整合性等を勘案しつつ、経営状

況等の実態を把握していく必要がある。 
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－106 参照〕 

 

ア）グループホームの指定基準の見直し 

介護保険制度における認知症グループホームでは各職務について要件

が定められている一方で、障害福祉サービスにおけるグループホームで

は、一部の職務（サービス管理責任者等）を除き、資格や実務経験、研修

受講等の要件が定められていない。 

また、他の障害福祉サービスと比較しても、管理者に要件がない点や、

資格等の要件があるサービス管理責任者に常勤が求められていないなど、

指定基準は緩やかに設定されている。 

実際に、資格や実務経験を有さない従事者が多いことが明らかになっ

た。こうした資格や実務経験等の欠如が、安易な事業参入やサービスの質

の低下、利用者とのトラブルの原因となっているとの指摘がある。 

サービスの質の確保の観点からは、介護保険制度も参考にし、管理者、

世話人及び生活支援員の資格要件や障害福祉サービスに従事した実務経

験要件、研修修了要件等を、既存の利用者に予期せぬ影響がないよう留意

しつつ、令和９年度（2027 年度）報酬改定において指定基準として定め

るべきである。 

また、サービス管理責任者については、常勤要件について再考のうえ、

例えば、最低勤務時間を、令和９年度（2027 年度）報酬改定において指

定基準として定めるべきである。〔資料Ⅱ－１－107 参照〕 
 

イ）グループホームの総量規制 

障害福祉サービスにおけるグループホームについては、事業所（特に営

利法人）数が急増している。その中、支援の質の低下が懸念されるといっ

た指摘がなされている一方、他のサービスと異なり総量規制の対象サー

ビスとなっていない現状に対して、地方公共団体からは対象化を求める

声がある。 

他方で、総量規制に当たり参照されるサービス提供量の「見込み」につ

いては、過去の変化率（実績）により定めている地方公共団体が多く、従

前から伸び率の高いサービスについては、仮に総量規制を導入したとし
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ても、伸び率の抑制が効きにくい状況である。 

この状況を踏まえ、障害福祉サービスにおけるグループホームについ

ても、総量規制の対象に加え、指定等を行う地方公共団体が、各自の判断

により、地域の事情に合わせた指定を行うことができるようにすべきで

ある。 

また、地域差の解消等の観点からは、過去の実績のみに依らない「見込

み量」の推計方法を、厚生労働省が統一的に示す必要がある。〔資料Ⅱ－

１－108 参照〕 

  

－72－



 

（８）生活保護 

生活保護費は令和５年度（2023 年度）実績で 3.6 兆円（国費 2.7 兆円）

となっており、その約５割を医療扶助、約３割を生活扶助が占める。 
また、生活保護受給者数は平成 27 年（2015 年）３月をピークに減少

に転じ、緩やかな減少傾向が継続しており、受給世帯数も横ばいとなって

いるが、一方で高齢化に伴い高齢者世帯は増加傾向にある。〔資料Ⅱ－１

－109、110 参照〕 
 

① 生活扶助基準見直しに向けたデータの充実・活用 

生活扶助基準は、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るよう設定

されている。具体的には、年齢階級・世帯人員・級地別の分析が可能な全

国家計構造調査等を基に、５年に１度、定期検証を実施することとしてい

る。しかし、この全国家計構造調査は集計・公表に時間を要するため、調

査実施時点から扶助基準の改定までにタイムラグが生じるという課題が

ある。一方、足もとの月次データ等を確認できる家計調査は、一般低所得

世帯のサンプル数が少ないという課題がある。 

こうした中、令和５年度（2023 年度）・令和７年度（2025 年度）予算

編成においては、それぞれ当面２年間の臨時的・特例的な対応として、

（ⅰ）特例加算と（ⅱ）従前額保障を実施 57した。あわせて、令和７年度

（2025 年度）予算編成に当たっての大臣合意において、一般低所得世帯

の消費実態等に関するデータの充実に取り組むこととされている。 

最低生活保障という制度趣旨との関係や、国民の理解を得る観点から

も、生活扶助基準については適切なデータに基づき一般低所得世帯の消

費実態との均衡を保つことが重要である。このため、令和９年度（2027
年度）以降の生活扶助基準の見直し 58に向けては、一般低所得世帯の消費

実態等に関するデータの充実に取り組み、当該データを活用して検討を

 
57 令和５・６年度（2023・2024 年度）については、当時の経済・物価動向等を踏まえた臨時的・

特例的な対応（特例加算等）を実施（令和５年（2023 年）10 月～：月 1,000 円/人）。さらに令

和７年度予算編成において、令和７・８年度（2025・2026 年度）についても特例加算等を実施

することを大臣間で合意した（令和７年（2025 年）10 月～：月 1,500 円/人）。 
58 次回定期検証・基準改定については、１年前倒して対応（令和８年（2026 年）に検証し、令和

９年度（2027 年度）に改定）することとしている。 
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行うべきである。〔資料Ⅱ－１－111～113 参照〕 
 

② 医療扶助の適正化に向けた取組〔資料Ⅱ－１－114 参照〕 
ア）データの活用 

頻回受診や重複・多剤投与の対策として被保護者による医療機関の受

診に当たってのオンライン資格確認の導入や、地方公共団体におけるレ

セプトの分析等など DX が活用されつつあるが、それぞれ一定の課題が

見られる。 

まず、医療扶助のオンライン資格確認の導入により、地方公共団体は実

績ログを活用し、被保護者による頻回受診の可能性を早期に把握するこ

とが可能となった。また、医療機関・薬局は、被保護者本人の同意があれ

ば薬剤情報等が閲覧可能となっている。これにより、多剤・重複投薬等へ

の対応に一定の効果が期待できる。 

ただし、医療機関における医療扶助オンライン資格確認システムの導

入割合は６割弱、被保護者の中でマイナンバーカードを医療機関受診用

に利用登録している者の割合は４割に留まっている。頻回受診等への早

期の対応を可能とするため、オンライン資格確認の導入（医療機関側のシ

ステム導入、被保護者のマイナンバーカード利用登録）を一層推進すべき

である。 

地方公共団体におけるレセプト分析により、頻回受診や重複・多剤投薬

に係る指導対象者の抽出が可能となるが、以下のような課題を抱える地

方公共団体が一定数存在している。 

・ レセプト分析に当たり、レセプト管理システムではなく、手動や外部

委託を活用しているため、指導対象者の把握に時間を要する。 

・ レセプト管理システムに柔軟性がなく、例えば医学的知見を踏まえて

多剤投薬の指導対象基準を変更するといった対応が採りづらい。 

・ 被保護者本人に加え、適正な処方・調剤を行っていない医療機関側に

働きかけを行うことも有効と考えられるが、通常、地方公共団体のレセ

プト管理システムには医療機関単位で抽出する機能は備わっていない。 

こうした状況を踏まえ、レセプト管理システムによる指導対象者抽出

機能の普及を推進するとともに、頻回受診、重複・多剤投薬に係る指導対
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象者の抽出要件を柔軟に設定できる機能や、処方・調剤に課題のある医療

機関を抽出できる機能等を、レセプト管理システムが標準的に備えるべ

き機能として、厚生労働省が策定する標準仕様書上に位置付けるべきで

ある。〔資料Ⅱ－１－115～117 参照〕 

 

イ）服薬指導の対象範囲の拡大 

重複・多剤投薬に関し、例えば日本老年医学会のガイドラインでは、「５

～６種類以上を多剤併用の目安と考えるのが妥当」とされている。しかし、

医療扶助においては、約５割の者が６種類以上の薬剤を処方されている

59。 

被保護者に対する処方薬種別数の実態、各種ガイドライン等における

位置づけ、都道府県の設定する目標を踏まえつつ、服薬指導の対象範囲を

拡大すべきである。その際、オンライン資格確認の普及状況等を踏まえつ

つ、お薬手帳持参の義務化等を検討することも一案と考えられる。〔資料

Ⅱ－１－118 参照〕 

 

ウ）後発医薬品の使用促進 

被保護者による後発医薬品の使用割合は約９割に達しており、これま

での取組に一定の成果が見られる。一方、医療保険では、令和６年（2024
年）10 月より、医療上の必要性がないにもかかわらず、患者が後発医薬

品ではなく先発医薬品（長期収載品）を希望した場合、両者の差額の４分

の１を患者負担する選定療養が開始されている。 

引き続き、使用割合の実績や、医療保険制度における対応状況等を踏ま

えつつ、被保護者による後発医薬品の利用促進を図っていく必要がある。

〔資料Ⅱ－１－119 参照〕 

 

エ）都道府県による市町村支援や被保護者の国保等への加入 

各地方公共団体が医療扶助の適正化に取り組む際の主な課題として、

 
59 都道府県が市町村を支援するに当たって目標設定を行う指標の１つとして、「多剤投薬率（６

剤）」が掲げられているが、一方で、福祉事務所設置市町村において、被保護者に対する指導の

基準として６剤以上の多剤投与率が必ずしも位置づけられているわけではない。 
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マンパワー及び専門性の不足が挙げられている。特に中小規模の地方公

共団体では、主に医療扶助を担当する医療職職員を配置していないとこ

ろが多い。今後、人口減少が進む中で、これらの人材不足はより深刻なも

のになる可能性がある。 

こうした中にあっては、都道府県による市町村支援が重要 60となる。生

活保護法の改正に伴い、令和７年度（2025 年度）より、都道府県には市

町村に対して医療扶助に係る技術的助言を行う旨の努力義務が課された

が、現状、市町村支援の予定はないとする都道府県が多い。今後、人口減

少が進む中にあっても各地方公共団体において医療扶助の適正化等の取

組が効果的に行われるよう、各地方公共団体内の庁内連携（特に、国保担

当等の他課室の医療職との連携）はもとより、都道府県による市町村支援

を促進すべきである。 

また、被保護者は、国民健康保険や後期高齢者医療制度（以下「国保等」

という。）に加入せず、医療扶助を受けるものとされている。一方で、例

えば介護保険制度においては、被保護者は介護保険制度に加入した上で、

自己負担等について扶助を受ける仕組みとされている。仮に被保護者が

国保等に加入することとすれば、医療に係る知見を有する都道府県のガ

バナンスが医療扶助にも及び、頻回受診等への対応など医療扶助の適正

化につながり得る。また、国保等への加入によって、システムや人員面で

国保との連携が進めば、指導対象者抽出や専門職確保も効率的になると

期待される。 

国が引き続き応分の財政責任を果たすことを前提として、被保護者が

国保等に加入することについて、検討を深める必要がある。〔資料Ⅱ－１

－120、121 参照〕 
  

 
60 「生活保護法」（昭和 25 年法律第 144 号）第 81 条の２（令和７年（2025 年）４月１日施行）

において、「都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保険者健康管理支援事業について、

（略）効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、（略）情報の提供その他必要な援

助を行うよう努めるものとする。」と規定されている。 
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２．地方財政 
 
（１）地方財政の現状－健全化の進展・債務残高の状況 

国と地方を合わせた財政健全化目標を実現するためには、国と地方が

一体となって財政健全化に取り組んでいくことが不可欠である。 
 我が国の地方財政制度においては、全ての地方公共団体でその財政力

の強弱にかかわらず標準的なサービスが提供されるよう、国による財源

保障が行われてきた。毎年度の地方財政計画において、全地方公共団体の

標準的な歳出を見込んだ上で、地方税収等の自前の収入で賄えない収支

不足（歳出歳入ギャップ）についてどのように対応するのか、地方財政対

策として決定してきた。地方財政対策では、地方交付税の法定率分等を充

て、なお不足する部分について、国と地方が折半し、地方交付税交付金の

特例加算（国）と臨時財政対策債（地方）で負担する仕組み（以下「折半

ルール」という。）が講じられてきた。折半ルールの下で、これまで、国

は厳しい財政状況の中、赤字国債を発行しながら地方の財源不足を賄っ

てきた。 
 地方の財源不足への対応として、平成 23 年度（2011 年度）から導入

されている一般財源総額実質同水準ルール 61（以下「一般財源ルール」と

いう。）は、地方の一般財源総額について、消費税の引上げに伴う社会保

障の充実や偏在是正効果に相当する分等を除き、実質的に同水準を維持

するものである。一般財源ルールの下、国税法定率分と地方税収等の増収

により折半対象財源不足は減少傾向にあり、近年は折半対象経費がほぼ

存在しない状態が継続している。 
足もとの令和７年度地方財政計画においては、臨時財政対策債の発行

額が、平成 13 年度（2001 年度）の制度創設以来、初めてゼロ（対前年度

▲0.5 兆円）となり、また、交付税及び譲与税配付金特別会計（以下「交

付税特別会計」という。）の借入金についても、償還計画額（令和７年度

（2025 年度）：0.6 兆円）を上回る 2.6 兆円を償還するなど、地方財政の

 
61 「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（令和６年６月 21 日閣議決定）において示された「経

済・財政新生計画」においては、一般財源ルールを令和９年度（2027 年度）まで継続する旨が

規定されている。 
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健全化を推進する内容となっている。〔資料Ⅱ－２－１、２参照〕 
 地方財政の健全化が進められてきた背景 62としては、一般財源ルール

の下で歳出の効率化を図るとともに、成長型経済に移行する中で、税収が

増加する局面にあることが挙げられる。地方税収の推移を見ると、近年で

は増加傾向にあり、足もとでは過去最高の 47.8 兆円となっている。税目

別に見ても、個人住民税・地方法人二税・固定資産税・地方消費税のいず

れも増加傾向で推移している。〔資料Ⅱ－２－３参照〕 
国と地方の財政状況をフローで見ると、国の財政状況が悪化する中に

おいても、国から地方へ手厚い財政移転を実施してきたことから、地方の

プライマリーバランスはほぼ一貫して黒字を維持してきた。新型コロナ

ウイルス感染症への対応においても、地方創生臨時交付金をはじめとす

る国庫支出金により、国から地方へ多額の財政移転を実施しており、国の

プライマリーバランスは大幅に悪化した一方、地方のプライマリーバラ

ンスは黒字を確保してきた。〔資料Ⅱ－２－４参照〕 
 国と地方の財政状況をストックで見ると、国の債務残高が累増の一途

を辿っている一方で、地方の債務残高については、近年減少傾向にあり、

本年度末には平成 11 年度（1999 年度）以来の低い水準である 172 兆円

となる見通しとなっている。〔資料Ⅱ－２－５参照〕 
 ただし、地方の債務のうち、建設地方債等の残高は、平成 14 年度（2002
年度）にピークの 159 兆円を記録した後、足もとでは 104 兆円まで減少

している一方で、臨時財政対策債や交付税特別会計の借入金の残高につ

いては、近年は減少傾向にあるものの、依然として残高が積み上がってい

る状況となっている。 
金利のある世界に移行する中においては、将来の利払費負担にも配慮

した財政運営が求められる。地方債の残高については、現下の地方財政や

金利の状況などを踏まえ、着実な償還を実施していくことが重要である。 
その際、特に、交付税特別会計の借入金については、法律上、毎年、前

 
62 「地方財政法」（昭和 23 年法律第 109 号）第５条の４第４項において、普通税の税率が標準税

率未満の地方団体が地方債を発行する場合には、総務大臣の許可が必要であり、この許可に際し

ては、減税の所要財源について、将来世代への転嫁ではなく自ら財源を捻出している点や地方税

収の確保の状況等を勘案し適切に判断することとされているなど、地方財政の健全性・世代間の

公平の確保の観点から必要とされる制度が措置されている。 
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年度末残高の範囲内で、必要額を借り入れることとされており、実質的に、

短期の借換えを実施していることから、金利変動のリスクを受けやすい

構造であることを踏まえ、残高の縮減に向けた努力を強化する必要があ

る 63。〔資料Ⅱ－２－６参照〕 
  
（２）地方財政の課題 
① 地方公共団体間の財政力格差・税源の偏在の是正 
ア）成長型経済へ移行する中での地方財政をめぐる新たな局面 
 以上のように、近年の地方財政は、令和元年度（2019 年度）以降、コ

ロナ禍を除いて折半対象財源不足が継続的に解消されており、令和７年

度（2025 年度）に至っては折半外を含めて臨時財政対策債発行がゼロに

なるなど、これまでの地方の財源不足の発生を前提とした議論とは全く

異なる状況となっている。 
地方財政の運営にあたっては、成長型経済へ移行し、地方税・地方交付

税が基調的な増加傾向となっている中で、地方財政の健全化の取組を着

実に進めつつ、メリハリの効いた予算編成を行うと同時に、こうした新た

な局面で生じる地方公共団体間の財政力・行政サービスの格差拡大を抑

制する観点から、地方税源の偏在是正といった都市と地方の支え合いの

確保に一層取り組むことが重要になる。〔資料Ⅱ－２－７参照〕 
 

イ）地方公共団体間の財政力格差・税源の偏在の状況 
地方税収の状況を見ると、地方税全体では、人口１人当たりの税収額が

最大の都道府県と最小の都道府県の比率（以下「最大／最小の比率」とい

う。）で 2.3 倍の格差となっている。中でも、地方法人二税は最大／最小

の比率が 6.3 倍の格差、特別法人事業譲与税を含めても最大／最小の比

率が 3.6 倍の格差と、高い水準にある。このように地方税源は偏在性を内

在していることから、税収が増加する局面では、構造的に税収の格差が拡

大することになる。〔資料Ⅱ－２－８参照〕 
人口１人当たりの地方税の税収額が最大となっている東京都では、足

 
63 関連して、委員より、金利引上げが与える影響についての感応度分析の必要があるのではない

かとの意見があった。 
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もとにおいて税収が堅調に増加している。直近の令和７年度（2025年度）

の税収増の内訳を見ると、大宗は地方法人二税による増収となっている。

また、全国に占める東京都の税収のシェアも足もとにおいて拡大してお

り、税目ごとで見ると、地方法人二税、固定資産税、個人住民税でシェア

が増加傾向にある。〔資料Ⅱ－２－９参照〕 
 東京都とその他の道府県について、財政力格差の指標 64を見ると、地方

税源の偏在是正のためこれまで累次の措置が講じられてきた中であるが、

地方税源が偏在性を内在していることによって、足もとの税収が増加す

る局面においては、財政力の格差の拡大が生じている。特に、足もとの財

政力の格差は、地方税源の偏在是正の取組が始まった平成 20 年度（2008
年度）以前の水準まで拡大している。〔資料Ⅱ－２－10 参照〕 
 次に、基準財政収入額・基準財政需要額のみならず、留保財源まで加味

した場合、同額の基準財政需要額をもつ交付団体と不交付団体では、税収

が増加する局面で財政力の格差が一段と拡大する構造になっている。具

体的には、交付団体については、標準的な地方税収の増加分のうちの 75％
に相当する「基準財政収入額の増加分」については、同額の地方交付税（普

通交付税）が減額されることになるため、標準的な地方税収の増加分のう

ちの 25％に相当する「留保財源の増加分」のみ、全体の財源が増えるこ

とになる。これに対して、不交付団体については、標準的な地方税収の増

加分の 100％分の財源が増えることになる。〔資料Ⅱ－２－11 参照〕 
 こうした構造のもとで、令和７年度（2025 年度）と、地方公共団体間

の財政力格差が縮小していた平成 23 年度（2011 年度）を比較すると、

不交付団体である東京都では、標準以上のサービスに使える財源である

財源超過額と留保財源の合計額が 1.4 兆円から 3.7 兆円に拡大している。

この 3.7 兆円という金額は、基準財政需要額の 3.8 兆円とほぼ同額である

ことから、東京都は標準の概ね２倍のサービスが可能であると言える状

況にある。これに対して、交付団体の道府県では、標準以上のサービスに

使える留保財源の伸びは僅少な幅に留まっている。〔資料Ⅱ－２－12、13
参照〕 

 
64 単年度の基準財政収入額と基準財政需要額の比率。 
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 東京都は豊かな財政力を背景に、税収増や基金残高の活用等により、既

存事業の拡充や新規施策を実施してきており、足もとの予算規模は過去

最大の 9.2 兆円の規模となっている。具体的には、高校授業料実質無償

化、公立学校給食費の無償化、０～２歳児の保育料無償化、こども医療費

助成といった、所得制限を設けない住民への直接的な給付サービスにつ

ながる施策を打ち出しており、周辺の地方公共団体との行政サービスの

格差が拡大している。こうした地方公共団体ごとの行政サービスの格差

が公正なのかという観点や、東京一極集中の問題を助長しかねない観点

を踏まえると、看過できない水準になっている 65。〔資料Ⅱ－２－14 参

照〕 
 
ウ）経済社会構造の変化－EC・フランチャイズの進展・地価の上昇 
 地方税源の偏在の背景には、経済社会構造の変化に伴い、大都市部に税

源が集中する傾向にあることが挙げられる。 
県内総生産で見ると、東京都のシェアは全国の約２割と高い割合を占

めており、産業別では、我が国の産業構造が製造業中心からサービス産業

中心となる中で、情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業、コンサルタ

ント業などは東京都の全国のシェアが３割～５割程度と特に高い割合を

占める状況にある。 
大都市部においては、大法人の本店が顕著に集中している状況にある。

特に、資本金 100 億円超の大法人の状況を見ると、東京都では、他道府

県に支店を持たない非分割法人 66の数の伸びが顕著となっており、東京

都のみに納税する法人が増加している。 
また、EC（電子商取引）が進展しているが、EC は本店以外の事務所等

がなくとも全国での事業展開が可能であり、各地に事務所等を設けて販

 
65 令和７年（2025 年）８月の埼玉県・千葉県・神奈川県による意見書には「東京都一極集中が続

く中、令和７年度も東京都は、「０～２歳児の第１子の保育料無償化」、「民間医療機関への独自

の支援」、「夏季における水道基本料金の無償化」といった施策を打ち出しているため、こども施

策をはじめとした様々な施策で、東京都と周辺自治体の地域間格差がもはや看過し得ない水準に

まで拡大しており、これは財政状況の違いから生じているものと考えられる。（中略）我が国が

人口減少時代を迎えている中、地方経済の活性化及び地方の生活環境の改善に向けた基盤づくり

を進める上でも、税源偏在への対応は、まさに待ったなしの状況である。」と記載されている。 
66 非分割法人とは、「地方税法」（昭和 25 年法律第 226 号）第 72 条の 48 第１項における分割法

人（二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人）ではない法人を指す。 
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売する事業形態と比べて、本店所在地に税収が集中し易い。また、コンビ

ニエンスストアなどのフランチャイズ事業が拡大しているが、この業態

では、一般的に、加盟店はその利益の中から本社にロイヤルティ 67を支払

っているため、フランチャイズ事業を行う本社の税収は本店等の所在地

に集中し易い。 
このようなビジネスモデルの転換も背景に、大都市においては、事業活

動の実態以上に税収が集中している状況が生じているものと考えられる。

地方法人二税は偏在度が高く、東京都の地方法人二税の全国シェアは、県

内総生産の全国シェアを上回る状況にある。このような状況を踏まえれ

ば、実態に合わせた地方税の在り方の見直しが必要である。〔資料Ⅱ－２

－15、16 参照〕 
次に、商業地の平均価格の推移を見ると、全国平均に比べて、東京都の

価格の上昇が顕著となっている。とりわけ特別区の商業地の価格の上昇

幅は大きく、直近 20 年間で価格が２倍以上となり、全国平均と比べると

５倍以上の価格となっている。 
 東京都の固定資産税収を見ると、こうした土地の価格上昇によって、税

収は増加基調にある。特に土地分について、東京都が占める全国シェアは

拡大傾向にあり、足もとでは全国の４分の１を占めている。〔資料Ⅱ－２

－17 参照〕 
 
エ）新しい時代における地方公共団体間の支え合いの必要性 
 このように、経済社会構造の変化に伴い、大都市に税収が集中する構造

にある中で、足もとの税収が増加する局面においては、特に、東京都の税

収シェアが増加し、結果として、財政力の地方公共団体間格差・行政サー

ビスの地方公共団体間格差を招いている。 
 この点、地方交付税制度は、交付団体間の財政力の格差を調整する仕組

みであるが、交付団体と不交付団体の財政力の格差に対しては調整が及

ばない。他方で、税収が増加する局面では、交付団体と不交付団体では、

構造的に財政力の格差が拡大する。こうしたことを踏まえれば、地方財政

 
67 フランチャイズ契約においてフランチャイジーが支払う対価をいう。 
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が新たな局面を迎える中で、交付団体と不交付団体の財政力の格差を調

整する必要がある。 
 足もとの地方公共団体間の財政力・行政サービスの格差拡大を放置す

れば、更なる東京一極集中や地域の活力の低下を招き、長期的には日本の

経済社会の持続可能性の低下につながるおそれがある。大都市部には経

済活動の実態以上に税収が集中する傾向があること、東京一極集中・行政

サービスの地方公共団体間格差の是正の必要性などを踏まえ、将来的な

日本全体のグランドデザインを描く観点が欠かせない 68。都市と地方の

財政力を調整し、地方公共団体間の相互の連携・連帯を図る観点から、地

方税源の偏在是正に取り組むなど、都市と地方の支え合いの仕組みが必

要である。〔資料Ⅱ－２－18、19 参照〕 
  
② 地方行財政の効率化・広域的なインフラマネジメントの推進 
ア）地方公務員数の推移と地方行政の効率化 
 過去約 30 年間で、生産年齢人口は約 16％減少し、地方公共団体の職

員数も同程度で減少してきた。令和 32 年（2050 年）には約 25％の生産

年齢人口の減少が見込まれることを踏まえれば、これまでと同様の方法

では、行政サービスの水準を維持していくことは困難と考えられる。 
 直近 10 年間では、専門的な技術を有する土木や地方公営企業関係の職

員数が横ばい・減少傾向にある一方、一般行政職員数は多様な住民のニー

ズを踏まえ増えてきた。そのような中、近年の給与引上げ等の影響により、

人件費等も増加しつつある。 
今後、人口減少下において、地方公務員の採用も困難になると考えられ

る中、住民ニーズの変化や多様化に応じて、より少ない職員数で質の高い

行政サービスを安定的に提供していくためには、徹底した行政の合理化・

効率化を図っていく必要がある。同時に、担い手を広げ、民間企業を含め

た多様な主体が連携・協働する取組を進めることで、活力ある地域社会の

維持・地域課題の解決をはかっていくことが重要である。〔資料Ⅱ－２－

 
68 関連して、委員より、東京都も令和 22 年（2040 年）頃から人口が減少するという推計（国立

社会保障・人口問題研究所）なども参照すべきとの意見や、地方におけるコンパクト化の視点も

重要であるとの意見があった。 
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20 参照〕 
 

イ）自治体 DX の更なる推進 
 より少ない職員数で質の高い行政サービスを提供していくためには、

デジタル技術や AI・RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）

69等の活用、オンライン申請等による窓口業務の改善、地方公共団体の基

幹業務システムの統一・標準化等のバックヤード改革に取り組むなど、自

治体 DX を一層推進し、業務の効率化を徹底していく必要がある。 
 AI・RPA の導入などに取り組んでいる地方公共団体の割合は、年々増

加してきており、高い業務時間削減効果が出ている事例もある。これらの

好事例を横展開した上で、その業務効率化の全国的な効果を定量的に把

握・推計し、地方財政計画に適切に反映させていくべきである。〔資料Ⅱ

－２－21 参照〕 
 
ウ）人口減少を踏まえた財政需要の反映の必要性 

地方公共団体ごとの基準財政需要額の算定項目には、人口や人口に連

動すると考えられるもの（世帯数や生徒数など）を測定単位としているも

のが多く存在しており、これらの項目に係る財政需要については、単位費

用（測定単位１人当たり費用）の水準を維持したとしても、人口減少に伴

い減少していくことが見込まれる。 
基準財政需要額は、マクロの地方財政計画を基礎として、ミクロ（地方

公共団体毎）の配分を決定する際に算定されるものであるが、マクロの地

方財政計画の歳出の計上にあたっても、地方財政計画に人口減少を踏ま

えた財政需要への影響を適切に反映していく必要がある。〔資料Ⅱ－２－

22 参照〕 
 

エ）「枠計上経費」の見える化と成果や必要性の精査 
地方財政計画には、内訳や積算が明らかでない、いわゆる「枠計上経費」

が多額の規模で存在している。平成 29 年度決算から、地方単独事業（ソ

 
69 普段人が行う定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットが代替して自動化するもの。 
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フト）の決算額内訳が示されており、「見える化」は一定程度進んでいる

が、公表された内容は毎年の地方財政計画との比較をする上では対応関

係が明らかではなく十分なものと言えない。 
例えば、令和 7 年度（2025 年度）までが期限となっている「地域デジ

タル社会推進費」は、情報システムに要する経費など施策横断的な経費と

関係しているが、こうした横断的な経費との関係を明らかにした上で、事

業の成果を精査する必要がある。 
「枠計上経費」は、こうした「見える化」を進めつつ、PDCA を回す中

で成果や必要性を精査した上で、地方財政計画に適切に反映させていく

べきである。〔資料Ⅱ－２－23 参照〕 
 

オ）手数料・使用料の適正化 
 手数料・使用料の金額については、それぞれ、地方公共団体がその判断

により条例で定めることが基本である。ただし、全国的に統一して定める

ことが特に必要と認められる手数料については、政令 70で手数料の標準

額が定められており、当該標準額は、人件費単価や物価水準の変動などの

状況を勘案し、定期的に見直しが行われてきた。足もとにおける給与引上

げによる人件費単価の変動の状況や、公会計改革の進捗状況等を踏まえ、

手数料の標準額を適切に見直した上で、地方財政計画に反映していく必

要がある。 
 また、手数料・使用料の地方財政計画における計上額については、例年、

決算額との乖離が生じており、決算と比較して 0.2 兆円程度少ない水準

になっている。地方公共団体における独自財源の確保に向けたインセン

ティブにも配慮しつつ、手数料・使用料の地方財政計画における計上額を

適正化し、決算額との乖離の是正を図っていくべきである。〔資料Ⅱ－２

－24 参照〕 
 
カ）広域的なインフラマネジメントの推進 
 今後、人口減少やインフラの老朽化に伴い、人口１人当たりのインフラ

 
70 「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」（平成 12 年政令第 16 号） 
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コストが増加していくことが見込まれる。各地方公共団体において、限ら

れた人員・予算の中で効率的にインフラ・公共施設の維持管理を行うため

には、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方も踏まえつつ、既存の

行政区域にかかわらない広域的な視点でインフラのマネジメントを行う

ことが重要である。 
 具体的には、複数の地方公共団体・エリアにおいて、包括的民間委託等

による広域的・分野横断的な維持管理の導入等により、発注業務の効率化

や維持管理に係るコストの効率化などを推進していくことが重要である。

〔資料Ⅱ－２－25 参照〕 
 
キ）公共施設等の適正管理 
 今後、人口減少や無居住化により公共施設等の利用需要も減少してい

くことが見込まれる中、各地方公共団体においては、長期的な視点をもっ

て、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に実施していく必要がある。都道

府県と市町村の連携も含め、複数の地方公共団体が連携し、広域的な視野

をもって公共施設等の統廃合等に取り組んでいくことも重要である。 
 また、各地方公共団体が策定する公共施設等総合管理計画 71において

は、公共施設等の適正管理に取り組むことによる効果額を設定すること

とされている。当該計画において見込まれる効果額について、計画策定後

においても進捗管理を徹底するとともに、その進捗や達成状況を踏まえ

て PDCA を回すことにより、継続の必要性も含め不断の見直しを実施し、

維持管理・更新等に要する費用の更なる抑制を進めていく必要がある。

〔資料Ⅱ－２－26 参照〕 
 
ク）下水道事業の広域化・共同化 
 地方公営企業 72は、経営に伴う収入（料金）で経費を賄う独立採算制が

 
71 公共施設等総合管理計画には、各地方公共団体における維持管理・更新、統廃合、長寿命化な

どの公共施設等の管理に関する基本的な考え方や、維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見

込み、計画に基づく対策を反映した場合の効果額等を記載することとされている。 
72 地方公共団体は、一般的な行政活動のほか、水の供給や公共輸送の確保、医療の提供、下水の

処理など地域住民の生活や地域の発展に不可欠なサービスを提供する様々な事業活動を行って

おり、こうした事業を行うために地域公共団体が経営する企業活動を総称して「地方公営企業」

と呼んでいる。 
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原則となっているが、一定の基準（繰出基準）を満たす経費については、

地方公共団体の一般会計等が負担することとされており、地方財政計画

において「公営企業繰出金」として計上されてきた。 
 下水道事業は、公営企業繰出金の中で最も大きなシェアを占めており、

その経営については、「雨水処理は公費負担、汚水処理は使用料収入で賄

う」との原則（雨水公費・汚水私費）が掲げられる。しかし、汚水処理に

要する費用を使用料で賄っている割合は、特に、処理区域内の人口規模の

小さい事業者で低い水準となっており、大部分が各地方公共団体の公費

により賄われている状況となっている。 
今後、各地方公共団体の公費負担を抑制していくためには、使用料の適

正化を徹底していくとともに、汚水１単位当たりの処理費用は、処理区域

内の人口が多いほど低下する傾向があることを踏まえ、広域化・共同化の

取組を着実に進め、施設更新費や維持管理費の効率化を図っていく必要

がある。 
また、地方財政計画における下水道事業の繰出金計上額を見ると、例年、

決算との乖離が生じていることから、この原因を分析した上で、地方財政

計画に適切に反映していく必要がある。〔資料Ⅱ－２－27 参照〕 
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３．防衛 
 
 日本の周辺国等は軍事力を増強しつつ、軍事活動を活発化しており、日

本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増してきた。近年では、周辺国等に

よる領空侵犯、弾道ミサイル発射、大規模な軍事演習が行われるなど、更

なる情勢変化が生じている。自国を守るためには、力による一方的な現状

変更は困難であると各国等に認識させる抑止力が必要である。また、同盟

国・同志国との協力・連携を強化しつつ、日本の防衛力を強化していくこ

とは喫緊の課題となっている。〔資料Ⅱ－３－１参照〕 
 「国家安全保障戦略」（令和４年（2022 年）12 月 16 日閣議決定）で

は、我が国周辺での軍事増強の動きに加え、 
・ サイバー空間、海洋、宇宙空間、電磁波領域等において自由なアクセ

スやその活用を妨げるリスクが深刻化し、サイバー攻撃等が平素から

行われ、有事・平時の境目が曖昧になっている 
・ 軍事目的遂行のために軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせ

るハイブリッド戦が想定される 
・ サプライチェーンの脆弱性、重要インフラへの脅威の増大、先端技術

をめぐる主導権争い等も安全保障上の主要な課題となってきており、

安全保障の確保のために経済的手段が一層必要とされている 
ことなどが指摘されており、防衛力のみならず、外交力・経済力等も含む

総合的な国力を活用する方針が掲げられている。 
こうした中、同戦略では「2027 年度において、防衛力の抜本的強化と

それを補完する取組をあわせ、そのための予算水準が現在の国内総生産

（GDP）の２％に達するよう、所要の措置を講ずる」ものとされている。

また、いわゆる補完４経費（研究開発、公共インフラ整備、サイバー安全

保障、抑止力の向上等のための国際協力）を合わせて、令和９年度（2027
年度）には安全保障に関連する経費を 11 兆円程度まで増額することとさ

れている。この「対 GDP 比２％水準」については、令和７年（2025 年）

10 月 24 日の高市内閣総理大臣による所信表明演説において、令和７年

度補正予算と合わせて、令和７年度（2025 年度）中に前倒して措置を講

じる方針が示された。この前倒しに当たっては、その必要性に係る十分な
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説明と財源確保が必要である。〔資料Ⅱ－３－２、３参照〕 
今後の防衛力強化に必要となる予算については、新しい戦い方を踏ま

えつつ、従来型の防衛力も聖域無く見直しながら、数字ありきではなく、

真に必要となる防衛力を具体的に積み上げていくべきである。防衛力は

将来にわたり維持・強化していく必要がある。そのための予算は経常的に

必要なものである以上、これを安定的に支えるための財源の確保は今を

生きる世代の責任である。あわせて、防衛力整備に当たっては、その現状

や今後の在り方について常に国民に対する説明責任を果たし、国民の理

解を求めていくことも重要である。 
加えて、経済・財政の基盤強化は我が国の安全保障の礎である。有事が

生起した場合の継戦能力の観点から、経済面において持続的な対応能力

を確保するとともに、大幅な拡大を余儀なくされるであろう財政需要に

対応していくためにも、平時において、経済・財政面の体質強化を図って

いかなければならない。特に、債務残高対 GDP 比が高い我が国では、金

利上昇に伴い、利払費の負担が高まる可能性に留意する必要がある。有事

における対応能力を向上させ、防衛力の抜本的強化を含む安全保障政策

を継続的かつ安定的に実施していくためにも、経済・財政の基盤強化は欠

かせない。〔資料Ⅱ－３－４参照〕 
 
（１）防衛予算の在り方 
 「防衛力整備計画」（令和４年（2022 年）12 月 16 日閣議決定）におい

ては、新しい戦い方に対応するために必要な能力として、「スタンド・オ

フ防衛能力」、「統合防空ミサイル防衛能力」、「無人アセット防衛能力」、

「領域横断作戦能力」など７つの柱を掲げており、この方針に沿って、各

年度の予算編成を行っている。〔資料Ⅱ－３－５参照〕 
令和５年度（2023 年度）から令和９年度（2027 年度）までの５年間の

防衛力整備の水準は 43 兆円程度、新たに必要となる事業に係る契約額

（物件費）は 43.5 兆円程度とされ、いずれも前計画である「中期防衛力

整備計画」（平成 30 年（2018 年）12 月 18 日閣議決定）と比して大幅に

増加している（歳出総額：対前計画＋15.5 兆円（1.6 倍）、契約額：対前

計画＋26.3 兆円（2.5 倍））。〔資料Ⅱ－３－６参照〕 
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防衛力整備計画の計画期間５年間の４年目となる令和８年度予算編成

においては、為替や物価の変動がある中でも、防衛力整備の一層の効率

化・合理化 73を図りながら、防衛力の抜本的強化を図りつつ、計画で定め

られた経費の総額を堅持していく 74とともに、引き続き既定の方針に沿

って財源を手当てする必要がある 75。あわせて、防衛予算の特徴として、

装備品の調達等に係る契約が複数年にわたり、過去の契約に基づく支払

の経費（歳出化経費）が予算全体の過半を占めていることを踏まえ、予算

の硬直化を避ける観点からも、後年度負担を適切に管理していくことが

重要となる。〔資料Ⅱ－３－７、８参照〕 
 
（２）防衛装備品の調達・研究開発の在り方等 
 我が国の防衛力を抜本的に強化するためには、大幅に増加する予算を

効果的・効率的に活用していくべきである。防衛装備品には、市場価格の

存在しないものが多いという特殊性があるため、原価を積み上げた価格

をベースに調達することが多い（原価計算方式 76）。この方式では競争が

働かないため、企業が効率化を進める意欲を持つような仕組みづくりが

必要である。また、中長期的に防衛装備品の能力向上を図っていくために

は、防衛技術に係る研究開発は重要な要素である。しかし、「研究ありき」

ではなく、研究成果を防衛装備品の開発に繋げていくための仕組みづく

りが課題である。新たな戦い方に対応した防衛装備品の調達や産官学で

のデュアルユースを見据えた研究開発や民間の活力を生かす防衛産業の

育成という視点も重要である。また、防衛生産・技術基盤の維持・強化の

 
73 例えば、経費の精査、まとめ買いや長期契約のスケールメリットを生かした価格低減策等の取

組を行うことが考えられる。 
74 高市内閣総理大臣は、防衛力の抜本的強化に係る事業について、令和４年（2022 年）12 月 16
日に閣議決定された防衛力整備計画に基づき令和８年度予算を編成していく旨、令和７年（2025
年）11 月４日の衆議院本会議において答弁している。 

75 令和７年度税制改正においては、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置として、令和８

年（2026 年）４月から法人税及びたばこ税に係る措置が講じられることが定められるとともに、

所得税についても引き続き検討することとされている。 
76 価格の構成要素（製造原価、一般管理及び販売費、利子、利益等）を積み上げて算出する方式

である。装備品等の調達価格の算定においては、原則として、市場価格その他売買の基準となる

価格を基準とする「市場価格方式」を用いるが、これにより難い場合は、「原価計算方式」を用い

ることとされている（「調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令」（昭和 37 年防衛庁訓令

第 35 号））。 
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ために、防衛産業における官民連携の在り方についても検討が必要であ

る。これらの取組を通じて、我が国全体の経済成長を目指すべきである。

以下、各論について述べる。〔資料Ⅱ－３－９参照〕 
 
① コストデータバンクの活用による効率的な調達 
 防衛装備庁は、装備品等の調達を適正かつ効率的に遂行していくこと

等を任務として平成 27 年（2015 年）に設立され、本年で創設 10 年目を

迎える。設立前から、原価等の適正性の検証の手段としてコストデータバ

ンク 77の整備が重要な課題とされてきた。しかし、データ移行の遅延等に

より運用開始が遅れ、本年７月にようやく運用が開始されたところであ

る。 
既契約分の一部データは収集途上であるため、継続的なデータの充実

が必要である。その上で、今後はコストデータバンクに蓄積された情報を

活用し、事業者間を比較して適正な原価を算出する公共料金の取組例 78

も参考にしながら、企業の健全な発展と成長に資する適正な取引環境の

確保を前提に、類似部品のコストを企業間で比較し、適正なコスト水準を

算出するための仕組みづくりを通じて、効率化を進めるインセンティブ

とするべきである。〔資料Ⅱ－３－10、11 参照〕 
 
② 原価計算方式における QCD79評価の在り方 
 装備品等の調達における原価計算方式では、総原価に P 率（利益率）

を乗じて予定価格を算出する。この P 率については、品質・コスト・納

期に係る企業努力を評価し、５％～10％を各社に付与する仕組みを令和

５年度（2023 年度）に導入している。 
P 率の設定に当たっては、予定価格が推定されないよう留意しつつ、検

討プロセスの透明性を確保の上、５％～10％とする根拠や各社への割当

 
77 防衛装備品等調達システムの機能の１つである。価格情報等を保管・蓄積することで、過去の

情報等を容易に参照することが可能となり、事後の予定価格算定業務の支援に資する機能を有す

る。 
78 例えば、鉄道運賃においては、各事業者で比較可能な原価（線路費等）を特定・収集し、鉄道

運賃の基準となるコストを算出した上で、当該コストを下回る経営効率が良い事業者には、運賃

を一部加算する仕組み（ヤードスティック方式）が採用されている。 
79 品質・コスト・納期（Quality・Cost・Delivery）の頭文字である。 
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て状況など、水準設定の合理性を不断に検証するべきである。 
また、QCD 評価の公表基準については課題も多い。公表から算定まで

の期間が短く、企業に行動変容を促すことができているか不透明である。

また、基準には定性的な内容が多く、定量的に判断できる内容の増加が必

要である。例えば、コストデータバンク登録のための原価情報の提供状況

や実際のコスト削減額の定量的な確認を前提に、その結果に重みをつけ

た評価基準として公表することなどが考えられる。〔資料Ⅱ－３－12 参

照〕 
 
③ 先端的研究事業において成果を生み出す運用の在り方 
 防衛省は、防衛イノベーションや画期的な装備品等を生み出す機能を

強化するため、先端的研究事業を通じて、民間技術を活用した革新的・萌

芽的技術の発展・育成を行ってきた。しかし、これまで装備品の開発につ

ながった実績はなく、国民の目に見える成果を生み出していくことが必

要である。 
そのためには、研究をただ実施するだけではなく、研究終了後の状況を

体系的に把握するためのフォローアップの仕組みを設けることで、研究

結果を最大限生かすよう取り組むべきである。その上で、研究委託・補助

先のコミットメントを高めるため、得られた成果に対して報酬やインセ

ンティブを与える方法の導入も考えるべきである。さらに、成果の見込み

が低い研究事業に対しては、中間評価での事業終了や予算額の減少等を

厳格かつ透明性をもって運用するなどの対応を行うことが求められる。 
 その中でも、先端的研究事業の一つであるブレークスルー研究 80につ

いては、高リスクであるにもかかわらず、評価や選定に関する具体的な運

用基準等が定められていないまま、研究テーマの選定が進んでいる状況

であり、早急に運用体制を整えることが不可欠である。〔資料Ⅱ－３－13
参照〕 
 
 

 
80 将来の戦い方を大きく変える機能・技術をスピード重視で創出していく研究を支援することを

目的とした研究事業であり、令和６年度（2024 年度）から制度を開始した。 
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④ 防衛産業の維持・強化のための官民連携の在り方 
 諸外国においては、例えば、米国政府による装備移転における手数料の

徴収、フランスにおける個人投資家の資金を活用した防衛産業の資金調

達支援、イタリア政府による防衛大手企業への出資等、防衛産業における

官民連携の枠組みが存在している。こうした事例も参考にしながら、防衛

産業の維持・強化のための官民連携の在り方について、我が国においても

多様な形態を検討していくことが考えられる。〔資料Ⅱ－３－14 参照〕 
 
（３）人口減少を踏まえた我が国の防衛体制の在り方 
 今後若年人口が減少することが見込まれる。精強性を担保するために

必要な若い労働力が希少となっていく中にあっても、自衛隊の人的基盤

を確保する必要がある。そのためには、自衛官の処遇や勤務環境の改善に

取り組むとともに、無人・省人化や AI の活用等による部隊の高度化、隊

員が担うべき業務を整理した上でのアウトソーシングの推進等を効率的

に実施すべきである。加えて、組織全体のスリム化を含めた最適化を不断

に行いながら、防衛力を強化していく必要がある。〔資料Ⅱ－３－15 参

照〕 
 
① 自衛官の処遇・勤務環境の改善 

戦後最も厳しい安全保障環境に直面し、自衛隊の任務も拡大する中、自

衛官の定員割れが相次ぎ、充足率は足もとで 90％を下回るなど、防衛力

の抜本的強化の担い手である自衛官の確保が喫緊の課題である。 
 こうした問題意識から、昨年 10 月には「自衛官の処遇・勤務環境の改

善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会議」が立ち上げられ、令

和７年度予算において 30 を超える手当等の新設・金額の引上げ等が講じ

られた。一方で、こうした方策だけでなく、自衛官の社会的地位の向上や、

「自衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する基

本方針」（令和６年（2024 年）12 月 20 日）で言及されているように、心

理的安全性や自衛官一人ひとりのエンゲージメントの高い組織づくり、

ハラスメントを許容しない組織文化の改革に取り組むなど、自衛官の処

遇・勤務環境の改善に向けて包括的な取組を進めるべきである。〔資料Ⅱ
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－３－16 参照〕 
 
② 若年定年退職者給付金制度の見直し 
 自衛官はその職務の特性上、若年定年制 81がとられており 82、こうし

た制度から生じる不利益を補うことを目的とした給付金（若年定年退職

者給付金）が支給されている。本制度については、令和８年度（2026 年

度）からの施行を目指し、その水準の引上げや支給制限の仕組みに関する

緩和措置等が検討されている。 
制度の見直しに当たっては、支給制限の緩和が就労意欲等に与える影

響のエビデンスを検証するとともに、複数年分の支給の可否を特定年の

所得に基づいて一括して判定する方式を見直し、所得水準の変化をより

丁寧に反映する制度とすべきである。〔資料Ⅱ－３－17 参照〕 
 
③ 自衛隊組織のスリム化 
 自衛隊の現員数は減少傾向にある一方で、駐屯地等の数は横ばい又は

微増傾向にある。自衛隊においては陸・海・空自の一体的な統合運用に向

けた取組が進められているが、例えば、米国では統合運用を進める中で、

陸・海・空の軍種をまたいだ基地（ジョイントベース）の設立による基地

の統廃合が進められた。 
こうした中、より機動的かつ効率的な部隊運用を可能とする観点から、

与党や有識者 83から提言されている中間司令部の見直しや、災害派遣や

地元経済等において自衛隊が果たす役割を踏まえた既存部隊の見直しと

いった自衛隊組織のスリム化を検討していくべきである。〔資料Ⅱ－３－

18 参照〕 
  

 
81 一般の公務員の定年年齢を下回る年齢を定年年齢とする制度である。 
82 自衛官の定年年齢を引き上げるべきとの意見もあった。なお、装備品の高度化や任務の国際化

などに対応できる知見等を豊富に備えた人材の一層の有効活用を図るため、令和２年度（2020 年

度）から段階的に引き上げてきており（例：１曹 54 歳→56 歳）、今後も更に令和 10 年度（2028
年度）から段階的に引き上げられる予定である（例：１曹 56 歳→58 歳）。 

83「戦略３文書の防衛力の抜本的強化と統合運用の進捗を踏まえた提言」（自由民主党安全保障調

査会（令和７年（2025 年）６月６日））や「防衛力の抜本的強化に関する有識者会議」（防衛省

設置）報告書（令和７年（2025 年）９月 19 日）において提言されている。 
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４．外交 
 
我が国の外交に目を転じると、近年、ロシアによるウクライナ侵略以降、

中東においては、ハマスがイスラエルを攻撃しイスラエルが報復するな

ど不安定な状態が続いている。また近年、東アジアでは、周辺国等が軍事

力を増強させるとともに、日本近海での軍事的行動を活発化させている。

さらに、米国ではトランプ政権が成立し、関税措置に加え、国際機関から

の脱退や拠出の撤回といった新たな外交・経済政策が打ち出されている。 
こうした状況は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境とも称されると

ともに、自由貿易体制を揺るがす状況にもあり、国際関係が激変する中で、

国際協調を旨としてきた我が国の外交を、柔軟かつ的確に展開すること

が求められている。〔資料Ⅱ－４－１参照〕 
 

（１）岐路に立つ ODA 
このような我が国を取り巻く外交環境において、我が国の外交政策上

の主要ツールである ODA（政府開発援助）政策の政府予算の規模は一定

規模で推移している 84。一方、例えば英国では、本年２月に、ODA の GNI
（国民総所得）比の段階的な削減を発表するなど、欧米を中心に予算削減

等の動きが見られる。 
ちなみに、国内の世論の動向を見ると、「外交に関する世論調査」によ

ると、今後の開発協力について「なるべく少なくすべきだ」や「やめるべ

きだ」との回答が増加傾向にあるなど、足もとでは、国民理解の低下や、

国際交流に向けた取組へのより厳しい見方が見られる。このような中、戦

後日本の歩みを振り返れば、我が国は、世界各国との自由な貿易・投資や

交流を通じて、戦後復興や経済成長を実現してきており、国際協調による

恩恵を最も受けた国の一つであると言える。 
その上で、国際協調やグローバルな課題解決への貢献の観点からは、

ODA が引き続き重要な外交ツールである。だからこそ、その成果を示し

 
84 外務省予算のうち、主な ODA 予算項目の無償資金協力・JICA 運営費交付金等（技術協力等）

は、1990 年代後半にピークを迎えた（約 4,000 億円）。その後減少に転じ、2010 年頃に 1990 年

頃の水準（約 3,000 億円）に戻った以降は、横ばいで推移している。 
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ていくとともに、成果の高い取組に注力していくことが肝要である。 
以上を踏まえ、ODAは資金量ありきではなく 85、以下の取組を通じて、

戦略的・効率的な活用を図っていくべきである。〔資料Ⅱ－４－２参照〕 
 
① 事業マネジメントの向上 

ODA は、事業に係る人材・物資・資金など資源を効率的にマネージす

ることで、当初の目的に適う成果を達成する必要がある。 
しかし、ODA の現場において無償資金協力により被援助国が保有する

「見返り資金」が長期にわたり使用されていない状況にある旨の指摘が

なされている 86。マクロでみた場合には、無償資金協力では、外務省から

JICA（独立行政法人国際協力機構）に交付済であるものの執行されてい

ない多額の資金（支払前資金）が依然として存在しているほか、外務省か

ら JICA に交付する前の資金も、翌年度への繰越が恒常的に発生してい

る。さらに、技術協力等の原資となる JICA 運営費交付金も、JICA での

滞留が依然見られる。 
外務省及び JICA においては、まずは、事業の進捗状況を正確に把握

し、これらの資金の有効活用や早期執行を進めていく必要がある。これに

より、当面の予算抑制を図りながらも、ODA の一層の実効性の向上が可

能となろう。〔資料Ⅱ－４－３参照〕 
 

② 資金の多様化 
「開発協力大綱」（令和５年（2023 年）６月９日閣議決定）では、「様々

な主体を巻き込んだ開発」や「民間企業、市民社会、国際機関等との連携」

を掲げてきた。外務省の有識者会議でも、寄付による民間資金の動員の重

要性が指摘されている 87。例えば、我が国の NGO では、災害発生直後か

 
85 グローバルサウス諸国など支援地域や領域の優先付けを図りつつ、戦略的・効果的な活用を前

提に、ODA が必要な規模となるようにすべきとの意見があった。 
86 無償資金協力の食料援助等において、被援助国は、贈与資金によって調達した食糧等を売却し

た場合、その売上金を積み立て（見返り資金）、別途の開発事業に使用することが可能とされて

いる。しかし、本年 10 月、会計検査院は、被援助国には長期にわたり使用されていない見返り

資金が存在しており、被援助国に対し早期の使用に向けた働きかけを行うよう、外務省及び JICA
に対し指摘を行った。 

87 外務省開発のための新しい資金動員に関する有識者会議「サステナブルな未来への貢献と成長
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らクラウドファンディングサイトを活用して資金調達を開始している。

こうした現場の実態を踏まえれば、寄付のメニューや寄付形態の拡充等

を通じて、国民自身が開発協力を直接支援する手段を確保することで、国

費による負担の軽減につながるばかりでなく、更なる開発協力への理解

醸成にもつながることが期待される。 
また、本年４月に施行した「独立行政法人国際協力機構法の一部を改正

する法律」（令和７年法律第 21 号）により、JICA においては国際機関な

ど政府以外の主体からの借入が可能となった。資金調達の多様化につな

がることが期待される。加えて、国際機関の中には、各国の二国間援助（バ

イ援助）機関を通じて開発協力を実施するものがあり 88、JICA への貸付

を通じて、JICA の知見や経験を活用しつつ開発協力に参画できるように

なった。 
さらに、JICA 事業の中には、人材育成等を目的とした研修事業がある

が、他省庁の開発協力事業でも同趣旨のものが見られる。こうした研修の

共同開催など連携による合理化の余地があるものも存在している。 
このように、JICA が国際機関や他省庁事業との更なる連携強化を図る

など、事業の重複排除を行いつつ、多様な主体の協調により、ODA の効

果の最大化を目指すべきである。〔資料Ⅱ－４－４参照〕 
 

（２）国際機関への拠出 
国際機関による多国間援助（マルチ援助）も、バイ援助と同様、戦略的・

効率的に取り組んでいく必要がある。そのためには、まずは国際機関にお

ける日本人職員の増加に努めるべきである。同時に、国際機関の活動の原

資となる拠出金は、加盟国による負担の分かち合いによって賄われるこ

とに意義がある。国際機関を取り巻く環境が不透明感を増している局面

でもあるからこそ、国際機関における日本のプレゼンスの維持・向上を図

りながらも、各国による分担の在り方を見直すべき時期にもきている。 
 

の好循環の創造に向けて」（令和６年（2024 年）７月）においては、「国際協力における JICA の

プレゼンスを活かし、従来の寄付制度に加え、寄付者の関心に応じて使途が選択できる寄付金メ

ニューの拡充、遺贈や特定寄付信託といった新しい制度との連携等の導入も一案である。」との

提言がなされている。 
88 例えば、緑の気候基金（Green Climate Fund）の場合、途上国に対する支援案件について二国

間支援機関を通じても実施することがある。JICA 案件の採択が行われた場合、日本企業が案件

参画することにもつながる。 
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こうした中、一部の国際機関では、1990 年代に、加盟国の当時の経済

規模に応じて合意された分担率が未だ見直されていない事例が見られて

おり、各国の経済成長も踏まえて分担率を随時見直す必要がある。 
また、拠出金の中には、増資協議の際、各国のバイ援助による取組も拠

出分として勘案することで、当該国の拠出先でのプレゼンスを確保する

と同時に、拠出額を抑制している事例も見られる。我が国においても、拠

出に際しては、バイ援助とマルチ援助との連携を積極的に説明し、国際機

関での正当な評価を得ることに取り組むべきである。 
その上で、ODA と同様、各省庁が拠出先となる国際機関の事業実施状

況を確実にマネージすることにより、必要とされる拠出額や時期が自ず

と把握でき、国際機関を通じた効率的な施策を講じることが可能となろ

う 89。〔資料Ⅱ－４－５参照〕 
 

（３）広報・文化活動 
広報・文化活動事業は、諸外国において自国に対する理解醸成を図るた

めに他国に設置した文化交流施設を活用し、民間事業者と協業した教材

開発やセミナーの開催、政府機関が主催するイベントへの参画等を積極

的に行ってきた。我が国でも、伝統芸能やポップカルチャーなど優れたコ

ンテンツを多数有する中で、現地の事業者や政府機関との連携により、コ

ンテンツの価値に対する理解を広げていくことが重要である。 
我が国の知的財産戦略については、我が国のコンテンツが有するポテ

ンシャルを踏まえ、クールジャパン関連産業の経済効果として令和 15 年

（2033 年）までに 50 兆円以上を獲得することを KPI に掲げている 90。 
外務省及び国際交流基金においても、こうした取組と歩調を合わせ、我

が国のコンテンツが世界的にも価値があるものであることを前提に、適

正な対価としてコンテンツや施設の利用料を求めることにより、参加者

 
89 本年９月、会計検査院は、国際機関等に対する拠出等の状況について検査結果を公表した。平

成 30 年度（2018 年度）～令和３年度（2021 年度）の外務省等から国際機関への任意拠出金に

ついて追加拠出を行った 384 件のうち、（ⅰ）国際機関から会計報告を定期的に受領していない

（38 件）、（ⅱ）繰越金を定期的に把握していない（49 件）、（ⅲ）余剰資金の有無等を確認して

いない（36 件）という事例があり、合計 123 件は、追加拠出時に必要な資金規模の確認が不十

分であったおそれがある旨を指摘している。 
90 「知的財産推進計画 2025」（令和７年（2025 年）６月３日知的財産戦略本部決定）。 
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の意欲を喚起するなど、戦略的に事業を実施していくべきである。〔資料

Ⅱ－４－６参照〕 
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５．文教・科学技術 
 
我が国の課題を解決して「強い経済」を構築していく上で、中長期的視

点を踏まえた人的資本への投資は欠かせない。特に、イノベーション創出

等によって多様な分野において国力を高める人材の育成、科学技術力の

確保という成果につなげるためには、文教分野、科学技術分野のそれぞれ

について戦略的な投資を行うことで教育・研究の質を高めていく必要が

ある。 
他方で、予算を増やしさえすればこれらの分野の質的な向上がもたら

されるわけではない。人口減少・少子化が進展する社会においては、こど

も達の負担を減らして行く観点から適切にダウンサイジングを行いなが

ら質を向上させていくことが不可欠となる。そのためには、EBPM の観

点での分析や各施策の効果検証により、各予算が効果的な課題解決策と

なっているかを厳密に検証し、投資効果の高い予算に重点投資を行うこ

とが求められる。 
こうした観点から、義務教育、高等教育、科学技術・宇宙政策、文化に

ついて提言を行う。 
 

（１）義務教育 
① 教職員定数と教員の採用倍率 

平成元年（1989 年）以降、教職員定数の推移を需要面（児童生徒数）・

供給面（生産年齢人口）の両面から見ていくと、児童生徒数は 41％減少

しており、生産年齢人口は 14％減少している一方、教職員定数は９％の

減少にとどまっている。他方、統計がある国立教員養成大学・学部（教員

養成課程）卒業者数については、平成元年（1989 年）と比べて 42％減少

しており、児童生徒数と同程度の減少となっている。 
このように、教職員定数を手厚く配置してきた一方、教員志望者は需要

と同程度減少している状況の下、大量退職に伴う採用者数の増加等も相

まって、教員の採用倍率は毎年低下傾向にあり、足もとの令和６年度

（2024 年度）では、小学校で 2.2 倍、中学校で 4.0 倍といずれも過去最

低の水準となっている。特に、小学校教員の採用倍率については、多くの
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地方公共団体で２倍を下回る水準となっており、質が高く、安全な教育環

境でこども達が学び続けられるようにするため、教員の質をどのように

確保していくかが課題となっている。 
今後 30 年間で生産年齢人口は 27％減少する見込みであり、人手不足

は多くの業種における共通の課題である。よって、教員の質の確保の観点

から、教員志望者を増加させるための工夫をすることと同時に、効率的な

学校運営、適切なダウンサイジングを推進していく必要がある。〔資料Ⅱ

－５－１参照〕 
 

② 教員の働き方改革 
教員の質の確保の観点から教員志望者を増加させるには、「働き方改革」

の取組を推進し学校を魅力ある場所にしていくことが重要である 91。骨

太方針 2025 に定められた「2029 年度（令和 11 年度）までに時間外在校

等時間を月 30 時間程度に縮減」との目標を達成し、将来的に、月 20 時

間程度に縮減することを目指していくことが求められる 92。〔資料Ⅱ－５

－２参照〕 
教員の時間外在校等時間の縮減に当たっては、教員の負担感の大きい

業務を抜本的に縮減していくことが重要である。そのためには、学校・教

師の担う業務の適正化に向けて、いわゆる「３分類」93を踏まえた対応を

進めていくことが重要であるが、３分類に基づく取組の実施は必ずしも

徹底されていない状況となっている。 
当該「３分類」については、昨年の当審議会における指摘も踏まえ、本

年９月に内容の拡充・厳格化 94の上、新たに国の指針（文科大臣告示）に

 
91 このためには、後述の「３分類」に基づく取組の徹底、外部人材のより効果的な配置に加え、

校務 DX の推進、長期休暇を取得できるような環境整備等が重要である。 
92 教員の時間外在校等時間を実効的に縮減していくためには、教育の勤務実態を適切に把握した

上で、目標に達していない場合はより有効な手段を検討・措置していくことが必要である。 
93 学校又は教師が担っている業務のうち、学校や教師以外が担うべきと考えられるもの等につい

て、３つの類型に分類したものである。 
94 具体的には、もともとの「３分類」が「基本的には学校以外が担うべき業務」、「学校の業務だ

が必ずしも教師が担う必要のない業務」、「教師の業務だが負担軽減が可能な業務」といった曖昧

な表現であったところを、「学校以外が担うべき業務」、「教師以外が積極的に参画すべき業務」、

「教師の業務だが負担軽減を促進すべき業務」といった形に表現ぶりを修正し、「３分類」を厳

格化した上で、内容面でも「保護者等からの過剰な苦情や不当な要求等の学校では対応が困難な

事案への対応」を「学校以外が担うべき業務」として位置付ける等の見直しを行った。 
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位置付けられたところである。今後、この指針に基づき、各地方公共団体

において更なる取組の徹底を進めていく必要がある。〔資料Ⅱ－５－３参

照〕 
「３分類」を徹底し、教員の働き方改革を進めるためには、多様な外部

人材を活用していくことも重要である。これまでスクールカウンセラー

や教員業務支援員等の外部人材の人数・予算を大幅に拡充してきたが、外

部人材の配置によって、教員の在校等時間が有意に減少しているわけで

はない。外部人材の配置を教員の業務の縮減につなげる実効的な仕組み

が求められる 95。〔資料Ⅱ－５－４参照〕 
また、外部人材の配置の効果に関する検証も必要である。外部人材に係

る人数・予算の拡充により、スクールカウンセラーの全校配置は概ね達成

されているにもかかわらず、不登校児童生徒数の増加に歯止めがかかっ

ているとは言えない状況となっている。予算・人員の増加に応じた十分な

効果が出ているとは言い難く、予算・人員の拡充をこれ以上図ることは得

策ではない。むしろ、外部人材のより効果的な活用策等を模索していくべ

きである。〔資料Ⅱ－５－５参照〕 
 
③ 学校規模の適正化 

第２次ベビーブーム世代の児童生徒数がピークを迎えた昭和 60 年

（1985 年）以降、児童生徒数は 47％減少しているが、学校数は 21％の

減少にとどまっている。また、学級数が標準規模以下となっている小学校

は、足もとの令和６年度（2024 年度）において約４割を占めている状況

となっている。 
小中学校施設は第２次ベビーブームにあわせて建築されたものが多く

なっており、今後順次更新時期が到来することとなる。また、令和 32 年

（2050 年）までに全市区町村の約３割が人口半数未満となる見通しであ

ることも踏まえると、各地方公共団体においては、地域の実情を踏まえつ

つ、将来の児童生徒数の見通し等を踏まえて学校規模の適正化（統廃合等）

 
95 例えば、教員業務支援員（スクールサポートスタッフ）に係る予算配分に当たっては、各市町

村による独自の教職員の配置状況を勘案し、市町村独自の体制整備が進んでいる地方公共団体に

より手厚い配分を行う仕組みとしている。 
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を適切に進めていくことが重要である 96。人口減少に伴う小規模校化の

デメリットには、クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができないこと、教

員数１人当たりの校務負担が重くなることなどがある。これらを解消す

る一方､スクールバスの配置などにより統合のデメリットを無くしてい

く配慮があわせて求められる。〔資料Ⅱ－５－６参照〕 
他方、各地方公共団体で策定されている学校施設の「個別施設計画」で

は、必ずしも児童生徒数の将来推計を踏まえて策定されたものとなって

おらず、統廃合の方針が記載されていないものも多い状況となっている。

各地方公共団体における小中学校施設の整備に際して、将来の人口推計

等を踏まえた学校規模の適正化を促していくためにも、国庫補助の事業

採択 97等に当たり、各地方公共団体の個別施設計画について、「児童生徒

数の将来推計を踏まえて策定すること」や「統廃合の方針の記載」を求め

ていくことが必要である 98。〔資料Ⅱ－５－７、８参照〕 
また、学校規模の見直しを教育の質の向上にもつなげることが重要で

ある。小中学校の統廃合や再編により、教職員数は減少することとなるが、

学校１校当たりの児童生徒数は増加する。人口減少下においても、クラス

同士が切磋琢磨し、集団学習ができる環境を維持するなど、教育の質を確

保していくためにも、適正な学校規模の見直しは有効であると考えられ

る 99。〔資料Ⅱ－５－９参照〕 
 

（２）高等教育 
① 減少する 18 歳人口と大学全体の規模 

近年、18 歳人口が大幅に減少（平成元年（1989 年）から令和 6 年（2024
 

96 学校施設の統廃合等とあわせて、建設費や維持管理コストを縮減する観点からも、学校施設以

外の施設との複合化・集約化を推進していくことが重要である。 
97 文部科学省では、公立学校施設の改築や大規模改造などに対して国庫補助を行っており、各地

方公共団体において学校施設に係る個別施設計画を策定することを要件としているが、その内容

については特段の制約はない。 
98 地方公共団体が策定している個別施設計画の中には、地区別の将来人口推計の見通しに基づき、

学校ごとに児童生徒数・学級数の将来推計を行った上で、当該将来推計を踏まえた学校の統合計

画が盛り込まれている例もある。 
99 児童生徒数等が小中学校における消費的支出額に与える影響を計量分析した結果においても、

規模の経済性が確認されている。なお、当該分析は、児童生徒数、学校数、学級規模といった要

素の影響を分析することで、「規模の経済性」を確認したものであり、学校の統廃合の影響を直

接的に分析したものでないことに留意が必要である。 
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年）にかけて 89 万人減）している一方、大学数は 314 校増加、学生数・

教員数も大幅に増加（同期間において学生数は 70 万人増、教員数は７万

人増）しており、その結果、学生当たり大学数・教員数、大学進学率も大

幅に増加している。また、学生当たりの大学数については、主要先進国の

中では圧倒的に多い状況にある。令和６年度（2024 年度）は大学入学志

願者数を大学入学者数が上回っていることからも分かるように、統計上

は既に大学進学を希望した者の大宗が進学できるような状況となってい

る。人口減少が見込まれる今後においても教育の質を持続的に確保・発展

させていくためには、地域間のバランスも踏まえた上での大学の戦略的

な統合・縮小等の再編や撤退の促進、あるいは大学の新設等の際の審査の

厳格化により、大学全体の規模の適正化を図っていくことが喫緊の課題

となっている。〔資料Ⅱ－５－10 参照〕 
 

② 国立大学 
国立大学法人への公的支出額については、運営費交付金に加えて国等

が交付している補助金等の金額を含めると、国立大学法人化以降、1,958
億円の増加となっている。なお、国立大学の運営費交付金だけでみれば、

見かけ上は 1,632 億円減少しているが、この中には、特殊要因として、教

育研究とは直接関係のないもの 100の減少が含まれており、実質的には

460 億円の減少となっている。また、足もとの令和５年度（2023 年度）

と令和６年度（2024 年度）を比較すると、運営費交付金は特殊要因を除

いて実質的に 19 億円増、補助金等は 431 億円増の、合計 450 億円の増

加である。〔資料Ⅱ－５－11 参照〕 
国立大学において、国際連携、産学連携を更に推進することや、外部資

金の獲得等により財源を多様化し経営を安定化すること等は、イノベー

ション創出力を含む教育・研究の質の持続的な向上につながると考えら

れ、これらの観点からの大学の改革を促すインセンティブを更に高める

必要がある。運営費交付金については、第４期中期目標期間においては、

メリハリある配分を行う観点から、各大学から一定額を拠出し、成果や取

 
100 退職手当、病院赤字補てん金、授業料等減免分。 
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組状況に応じて配分を行う仕組みを取り入れている。しかしながら、実際

に各大学に配分されている額を見ると、配分の変化は僅少にとどまって

いる。 
令和 10 年度（2028 年度）から始まる第５期中期目標期間における運

営費交付金の在り方については、国立大学が果たすべき役割の整理の下、

それを踏まえ更なるメリハリ強化が必要であると同時に、我が国の基礎

研究力の維持・向上に留意しつつ、運営費交付金に対する外部獲得資金及

び競争的資金の割合を更に高めるなどの観点からの制度改革を、第４期

までの配分ルールの効果検証を行った上で、検討する必要がある 101。ま

た、大学の収入に占める運営費交付金の割合（運交金依存度）は、法人化

以降、各大学の努力により、全体的に低下しているが、各大学の規模や学

部・研究科の構成といった性質の違いにより交付金依存度の低下率には

大きく差が付いている。 
今後の第５期中期目標期間に向けた議論においては、例えば、指定国立

大学など高度な研究を行う大学群には、野心的な経営改革と「交付金依存

度低下目標」を掲げ、更なる改革を促すべきである。他方、外部資金を活

用しにくい、人文系の学部の比重が大きい大学、中小規模の大学、教育学

部を中心とする大学などについては、実情に応じた目標設定を行うべき

である。〔資料Ⅱ－５－12 参照〕 
 

③ 私立大学 
①において、我が国では、既に大学進学を希望した者の大宗が進学でき

るような状況となっていることを述べたが、私立大学に限れば、半数以上

の私立大学が学生から選ばれず定員割れとなっている。〔資料Ⅱ－５－13
参照〕 

令和８年度（2026 年度）以降は定員充足率や経営状況が一定の基準に

満たない私大に対して「経営改革計画」の策定を私学助成の交付要件とす

ることとしている。この計画については教育の質に関する指標も含む

 
101 一部委員からは、2000 年代に入ってから、国費投入に当たっての「選択と集中」政策により

基礎研究力が損なわれてきた可能性があり、運営費交付金と競争的資金の配分の最適化を目指し

て制度全体の再構築を図るべき時期に来ている、との指摘があった。 
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KPI を設定して進捗を管理し、進捗状況に応じて私学助成の更なる減額・

不交付措置を適用することで、抜本的な経営判断を促すべきである。〔資

料Ⅱ－５－14 参照〕 
私学を含む各大学の教育の質を評価する仕組みとして認証評価制度が

ある。しかし、学修成果・教育内容についての実質的な評価が行われてお

らず、見直しが必要である。具体的には、本年５月取りまとめの建議で提

言したように、（ⅰ）絶対的な教育の質、（ⅱ）学生への付加価値、（ⅲ）

地域・社会で求められる人材育成といった３つの観点で評価し、評価結果

を数段階に分けて差が出るようにした上で、それに基づいた私学助成の

メリハリを強化していく必要がある。 
これまでの私学助成金の配分の在り方は私学全体の規模適正化につな

がっておらず、私立大学全体の入学定員充足率が下降傾向にあることか

ら、結果的に大学で学ぶ段階にない学生も進学することが容易な状況と

なっている。教育の質が高等教育に相応しいとはいえなくなってしまっ

ている場合、学生が授業料に見合った学びや将来の稼得能力を得られな

い可能性があるため、（ⅰ）の評価が特に重要である。具体的な取組とし

ては、選考過程において大学入学共通テストの利用を標準化する 102こと

で、「教育の質」の前提条件である入学者のレベルを比較可能な形とする

ことや、認証評価機関がシラバスや成績の分布等を確認することで講義

や課題のレベルを直接的に評価して、国費が投入される私立大学が高等

教育として「教育の質」を満たしていることを最低限保証することなどが

考えられる。（ⅱ）の「学生への付加価値」については、現行の認証評価

制度のように各大学が設定する目標への達成状況によって卒業時の学修

成果を評価するのでは、大学間での比較は不可能である。「どの大学に入

学できれば４年間で最も成長できるか」といった観点で高校生等が進路

選択の際に活用できるよう、同系統の学部間で比較するための共通の評

価軸を設定することが重要である。（ⅲ）の「地域・社会で求められる人

材育成」の観点では、令和７年度（2025 年度）から地域への貢献度に応

じて私学助成のメリハリを強化する仕組みを導入した。その運用結果を

 
102 入試制度が多様化している現状を踏まえ、制度改正を行う際は、学生や保護者の負担に配慮す

ることが必要である。 
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踏まえつつ、できるだけ定量的な指標となるよう各地域において必要な

人材の具体化・評価項目の高度化を進めることが重要であり、地域貢献が

十分でない大学の存続を安易に肯定するための定性的な基準とならない

ように留意すべきである。〔資料Ⅱ－５－15、16 参照〕 
 

（３）科学技術・宇宙政策 
① 科学技術 

平成元年（1989 年）以降の 35 年間、国の一般会計が約２倍の伸び、

社会保障関係費が 3.5 倍の伸びを示しているところ、科学技術振興費に

ついては社会保障に次ぐ３倍の伸びを示してきたことで、研究開発費総

額は主要先進国と遜色ない水準となっている。しかし、論文生産性（予算

100 億円当たりの Top10％論文数）が米国の 1/2、英国の 1/5 と低水準に

留まっている。研究開発費を積み増しさえすれば研究力が向上する訳で

はなく、構造的な要因を分析し、改革していくことが必要である。 
昨年の建議において、その構造的な阻害要因を「若手研究者の活躍機会

の乏しさ」、「研究の国際性の乏しさ」、「資金配分の硬直性」という３つの

要因で示したところである。今後の科学技術政策においては、予算額をい

たずらに拡大することではなく、こうした構造的問題への対処を優先し、

若手が研究に専念できる環境整備や申請手続きの改善、審査体系の見直

し等とあわせて、投入した研究費が基礎研究の充実や我が国経済社会の

発展に真に資するように競争的資金の制度や在り方を抜本的に改革すべ

きである。〔資料Ⅱ－５－17 参照〕 
「科学技術・イノベーション基本法」（平成７年法律第 130 号）に基づ

き、「基本計画」を５年ごとに策定しており、今年度末に令和８年（2026
年）4 月から始まる第７期計画の策定を予定している。 

基本計画では、複数年度にわたる予算の目標額が示されており、第６期

は政府の予算額は補正予算での巨額の基金措置などによって目標 30 兆

円に対し 40.5 兆円超となる一方、官民投資額は目標 120 兆を下回る見込

みである。第６期計画において「政府投資が呼び水となり民間投資が促進

される」としていたが、これは実現できでいない。その要因分析を行い、

基礎研究の充実と科学技術の社会実装の関係、若手研究者への支援の在
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り方、官民の役割分担の在り方など、これまでの施策の抜本的な見直しが

必要と考える。〔資料Ⅱ－５－18 参照〕 
 

② 宇宙政策 
科学技術政策の分野ごとの改革の一例として宇宙分野について見てみ

ると、我が国は、官（JAXA（国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構）

含む）主導、国費中心による宇宙研究開発が展開されてきた。他方、海外

では、民間事業者が、政府資金のみならず民間資金を活用し、技術革新と

商業化を推し進めている。 
今後、世界の宇宙産業市場は令和 17 年（2035 年）に 1.8 兆ドル（約

270 兆円 103）になるとの予測もある中で、我が国においても民間事業者

による研究開発、事業化が可能な分野については、民間主導、民間資金を

活用した研究開発、事業化を推し進める必要がある。〔資料Ⅱ－５－19 参

照〕 
そのため、宇宙分野への民間資金供給拡大を図る方策を検討・推進し、

官民の役割分担の整理を進めた上で、民間事業者の持つ技術力を最大限

活用する観点から、JAXA の射場の有効活用、ロケット打上コストの低

減、国内・海外の商業衛星打ち上げ需要の取り込みを実現すべきである。

〔資料Ⅱ－５－20～23 参照〕 
 

（４）文化 
我が国の国立美術館・博物館は、全体に公費収益に対する入場料収入の

割合が低い。例えば、国立美術館全体としては、その運営にあたり、入場

料収入の４倍、館によっては最大 24 倍の公費が投入されている。その結

果、国立美術館・博物館全体の７割以上で、その収入に占める国からの運

営費交付金の割合が５割を超えている状況である。 
また、我が国の美術館・博物館全体では、博物館の入館料を無料として

いる割合は上昇傾向にあり、公費依存の傾向が進んでいる 104。今後は、

 
103 １ドル＝150 円で換算。 
104 「令和元年度 日本の博物館総合調査報告書」（公益財団法人 日本博物館協会（令和２年（2020
年）9 月））によれば、同協会のデータベースに登録されている 4,178 館を対象としたアンケー
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「博物館法」（昭和 26 年法律第 285 号）を見直した上で、受益者からの

適切な入場料の徴収によって公費依存体質から脱却し、持続可能な収益

構造に転換 105することで、日本が保有する貴重な国民的財産である文化

財を後の世代に着実に引き継いでいくことが重要である。〔資料Ⅱ－５－

24 参照〕 
その一環として、諸外国の例も踏まえれば、税財源として負担している

国費相当分について訪日外国人等を対象として入場料に反映するという

二重価格の導入も検討すべきである。また、訪日外国人を対象としたアン

ケートでは夜に体験したいこととして「文化」が首位となっていることも

踏まえ、各館の夜間開館日や営業時間を増加させることにより、入場料収

入の増加につなげることも検討すべきである。〔資料Ⅱ－５－25 参照〕 
日本では、国宝・重要文化財について、所有者以外の者が展示を行う場

合、「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号）に基づく文化庁長官の許

可が必要となる。その条件として公開日数を年間延べ 60 日以内とするこ

とが設定されている。これは、博物館が所有する絵画や彫刻を展示する場

合の公開期間を制約するものではないが、所有者が公開する場合でも、こ

れに倣い公開期間を設定している例もあり、事実上の標準となっている。 
集客上重要な展示品については、科学的知見を踏まえ、必要に応じ一定

の対策を講じた上で、通年での公開を原則とするよう運用を改めること

で、企画展ではなく常設展で国内・海外からの訪問客を増やし、運営でき

る収益構造に転換していくべきである。〔資料Ⅱ－５－26 参照〕 
文化財の修理等について、クラウドファンディングや寄付の活用例は

存在するものの、公費以外の財源確保の取組を特に実施していない割合

が約 65％を超えている。その理由については、取組のノウハウがないこ

とを理由として挙げる例が多い。美術館・博物館等自身の経営力・企画力

を高めるとともに、文化財所有者と資金調達（ファンドレイジング）に長

けた人材との橋渡しをするための取組が必要である。また、海外では、Art 

 
トの調査の結果、入場料を無料としている館の割合は平成９年（1997 年）の 28％から令和元年

（2019 年）の 32％に上昇している。 
105 文化関係の独立行政法人が自己収入を増加させた場合、通常、事業費総額も増える傾向にある

ことから、自己収入増加分の金額が自動的に運営費交付金から減額となるわけではない。 
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Security Tokens（AST）106や Non-Fungible Tokens（NFTs）107などを

活用する先進的取組が現れてきており、こうした例も参考に、美術館・博

物館自身が積極的に資金調達の多様化を図っていくべきである。〔資料Ⅱ

－５－27 参照〕 
  

 
106 美術品の所有権を分割（トークン化）して、取引可能とする仕組み。改ざんが極めて困難なブ

ロックチェーン技術を活用してトークンを取引するため、不正な売買が行われるリスクが低い。

例えば、美術館がトークンと引き換えに出資者から調達した資金で美術品を購入し、展示コレク

ションを増やすといった活用が考えられる。 
107 ブロックチェーンの記録の偽装や改ざんを防ぐことができる性質を活用し、デジタルデータの

所有者を証明する技術。コピーが容易なデジタルアートに NFTs を適用することで、所有者を明

確化することができるため、美術館によるデジタルアートの所有・展示ヘの活用も考えられる。 
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６．社会資本整備 
 

我が国の債務残高対 GDP 比を安定的に引き下げていくことを含めて、

第Ⅰ章「財政総論」で述べた課題は社会資本整備においても例外ではない。

加えて、人口減少社会では、あらゆる産業が人手不足という共通の課題に

直面している。社会資本整備を支える建設業にも当てはまる。建設業界全

体としての生産性向上の取組を着実に進めるとともに、公共工事の規模

や配分について、社会全体としての供給制約下において、公共工事の過度

な増大が民間工事の円滑な施工や緊急を要する災害対応に悪影響を及ぼ

すおそれがあることを十分に踏まえた上で慎重な検討を行うことが不可

欠である。 
我が国は、少子化・高齢化に加え、インフラの老朽化にも対峙していか

なければならない。インフラ総量の維持にとらわれることなく、今後のイ

ンフラ整備に当たっては、将来の人口動態や地域構造の変化を的確に見

据え、広域的な観点から、持続可能で最適な制度を再構築し、「コンパク

ト・プラス・ネットワーク」をより一層意識して政策を進めていく必要が

ある。また、インフラ老朽化、自然災害の激甚化・頻発化などが進む中、

安定財源を確保しながら、国土強靱化の取組を着実に進めていくことが

求められている。 
これらの取組を総合的かつ戦略的に行うことにより、予算や労働力の

制約の下でも、社会資本整備の一層の重点化と効率化を図り、持続可能で

強靭な社会資本と経済社会の実現を目指していくことが我々に課された

使命である。 
 
（１）公共投資をめぐる現状と課題 
① 公共投資の規模の制約と重点化 
ア）公共投資の現状 

我が国の公共投資の規模は、長期にわたり主要先進国と比較して固定

資本形成（フロー）が高水準で推移してきた。その結果、固定資本ストッ

クは極めて高い水準にある。インフラ整備は着実に進展しており、約 35
年前と比べても、高速道路、新幹線、空港、港湾、生活関連施設などの社
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会資本の整備水準は大きく向上している 108。〔資料Ⅱ－６－１、２参照〕 
ただし、近年はインフラの老朽化を踏まえた国土強靱化の取組の必要

性が増している。しかし、公共事業関係費は、補正予算による多額の追加

が継続しており、安定財源確保に向けた努力が欠かせない状況である。

〔資料Ⅱ－６－３参照〕 
 

イ）建設業における人手不足の実態 
建設投資額は増加傾向にあり、令和７年度（2025 年度）には平成 22 年

度（2010 年度）と比較して 1.8 倍の 75.6 兆円に達する見通しである。一

方、建設技能労働者数は減少傾向が継続している。 
こうした中、国土交通省は、令和７年度補正予算及び令和８年度予算に

ついて、「近年の建設工事デフレーターの上昇を踏まえた必要・十分な予

算額の確保が必要」と主張する。その前提として（ⅰ）建設業界に人手不

足は生じておらず、（ⅱ）適切な価格と工期で発注されれば、公共・民間

を問わず、何れの工事も十分な施工余力があるとしている。〔資料Ⅱ－６

－４参照〕 
しかしながら、各種データ 109からは、建設業が他産業よりも厳しい人

手不足に直面している現実がうかがえる。実態を踏まえた価格転嫁等は

進めていくべきとはいえ、これらのデータは「適切な価格が設定されれば

施工余力は十分にある」ような状況を反映しているとは考えにくい。経済

全体としても労働供給は上限に近づいてきた。中でも建設業では高齢化

が進行しており、人手不足が構造的な課題となっている。〔資料Ⅱ－６－

５、６参照〕 
また、建設業においては、手持ち工事量の増加や時間外労働規制の適用

開始等による労働時間の減少のほか、様々な事業の延期といった事態が

実際に生じている。「適切な工期」の設定が過大な工事量を受注可能にす

る方策とされてはならない。特に公共工事の過度な増大が民間工事の円

滑な施工や緊急を要する災害対応に悪影響を及ぼす「クラウディングア

 
108 例えば高規格幹線道路については、全都道府県の県庁所在地を通過するとともに、計画延長約

14,000km に対して、事業中の区間も含めると総延長は約 13,400km（約 96％）に至っている。 
109 建設業景況調査、職業別有効求人倍率、雇用過不足感、業種別人手不足倒産の割合等。 
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ウト」を引き起こすことのないよう留意が必要である。〔資料Ⅱ－６－７

参照〕 
 
ウ）建設業における生産性向上の必要性 

この難局を乗り越えていくためには、生産性向上に向けた取組が非常

に重要である。国土交通省は「i-Construction 2.0」を掲げ、令和 22 年度

（2040 年度）までに建設現場の生産性を令和５年度（2023 年度）比で

1.5 倍向上させることを目指しており、その実現のためには、年平均 2.4％
程度の生産性向上が求められる。 
これまでも新技術の開発に向けた支援や、地方公共団体においても新

技術を活用できるような環境整備 110などが行われてきた。今後は、こう

した取組の実効性を高めていくとともに、公共事業関係費についても国

土交通省の掲げる生産性向上の目標を織り込んだ水準としていくべきで

ある。〔資料Ⅱ－６－８参照〕 
 
エ）更なる人口減少を見据えた持続可能な社会の構築 
とはいえ建設現場の生産性が国土交通省の目標どおり向上しても、イ

ンフラ老朽化のペースに追い付かないおそれがある。地方公共団体にお

いては技術職員の減少も進んでいる。 
現在のインフラ総量の維持にとらわれることなく、今後予測される更

なる人口減少を見据えた持続可能な社会の構築に向けて、国土交通省が

進めてきた、地域全体の構造を見渡し、住宅、医療・福祉・商業施設の誘

導、地域公共交通ネットワークの再編等を行う「コンパクト・プラス・ネ

ットワーク」をより一層強く意識して政策を進めていかなければならな

い。〔資料Ⅱ－６－９参照〕 
 
オ）インフラの老朽化と国土強靱化の取組 
本年１月に埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故に象徴されるように、

上下水道管路等のインフラの経年劣化が道路機能や公共空間の安全性に

 
110 例えば、設計・施工段階等の局面に応じて活用可能な新技術を検索可能なデータベースの提供

等が行われている。 
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深刻な影響を及ぼす事例が顕在化している。こうしたインフラの老朽化

や自然災害の激甚化・頻発化等を背景に、その機能維持及び長寿命化に向

けた適切な老朽化対策やその的確な維持・管理等の重要性がこれまで以

上に高まっている。〔資料Ⅱ－６－10 参照〕 
また、自然災害が激甚化・頻発化する中、ハード・ソフト両面からの国

土強靱化の取組により、被害低減効果は着実に現れている。気候変動や人

口減少などがもたらす新たな課題にも的確に対応していくべきであるが、

追加的に必要となる事業規模にも留意が必要である。例えば、国土強靱化

実施中期計画における道路関連インフラ保全に必要な経費は５年３兆円

程度と試算されている。その安定財源を確保しながら、今後も国土強靱化

の取組を着実かつ計画的に進めていくことが求められている。〔資料Ⅱ－

６－11 参照〕 
 

② 人口減少社会における適切・効率的な社会資本整備 
予算や労働力の制約の下、国土強靱化への一層の重点化が求められる

中、インフラの整備については、今後の人口減少などの人口動態の変化を

踏まえて、戦略的・効率的に進めなければならない。〔資料Ⅱ－６－12 参

照〕 
 
ア）広域的な立地適正化 
具体的には、災害リスクも踏まえつつ、コンパクトで持続可能なまちづ

くりの推進を一層強化する必要がある。現在、基礎自治体単位で立地適正

化計画の作成が進んでいるが、都道府県や近隣市町村との連携が十分に

図られていない。本来居住誘導すべき区域以外へと人口が流出する事例

もみられる。 
都市の無秩序な拡散を抑制し、市街地の人口密度を維持するため、都道

府県が関与する広域的な方針に即す形で立地適正化計画を見直す必要が

ある。誘導施設を広域で最適化する等、市町村の枠を越えた持続可能な計

画に対して重点的に支援していくべきである。その上で、「計画倒れ」に

終わらぬよう、国が主導して、実効性を持たせるための規制や支援の在り

方についても検討していく必要がある。〔資料Ⅱ－６－13 参照〕 
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イ）上下水道事業の広域化・一体化、ウォーターPPP111の導入 
上下水道システムの多くは基礎自治体単位で設計されており、官業や

規模の小ささに起因する課題も見られる。特に、小規模自治体においては

人材や財源の不足、施設の老朽化といった問題が顕在化する中、ウォータ

ーPPP などの官民連携によって、資源を有効活用し、経営を効率化する

ことが重要である 112。 
その際、単一市町村ごとの委託による小規模案件の乱立は非効率であ

り、事業の広域化を妨げてしまう可能性にも留意しなければならない。現

在、複数の地方公共団体でウォーターPPP の導入検討が進んでいるが、

アクションプランの改訂もあわせ、経営の広域化など、効率化を前提とし

た制度設計を促していくべきである。〔資料Ⅱ－６－14 参照〕 
なお、上下水道事業の広域連携の形態としては、経営主体と料金体系を

一つに統合する「事業統合」が主流となっているが、地方公共団体間の料

金格差から住民合意を得ることが課題となっている。広域化をより促進

していくためには、統合前の複数の料金体系を維持しつつ、経営主体を統

合して規模のメリットを先行的に享受する「経営の一体化」についても検

討することが望ましい。加えて、下水道事業では、「汚染者負担の原則」

に基づき汚濁負荷に応じた使用料（水質使用料）を徴収する「従質料金」

体系 113の導入も考えられる。これにより、排水処理コスト負担の公平化

が図られるほか、高負荷配水の排出者による自主的な水質改善が促進さ

れる。汚水管路や周辺環境への負荷軽減につながるといった効果も期待

できる。〔資料Ⅱ－６－15 参照〕 
 
ウ）上下水道の老朽化対策（更新・リダンダンシー114確保） 

 
111 PPP は「Public Private Partnership（官民連携）」の略である。ウォーターPPP は、水道、

下水道、工業用水道分野の官民連携方式の一つであり、維持管理と更新を一体で長期にわたり、

民間に委託する方式のことである。このうち、施設運営権の設定を伴うものはコンセッション方

式と呼ぶ。 
112 第Ⅱ章「２．地方財政」についても参照。 
113 水質使用料制を採用しているのは、令和４年度（2022 年度）時点で 1,424 事業体中 79 事業体

である。 
114 「冗長性」を意味し、自然災害等による障害発生時に、一部の区間の途絶や一部施設の破壊が
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インフラの老朽化に際し、埼玉県八潮市の下水道管破損による道路陥

没事故を踏まえ、事故発生時に社会的影響が大きい上下水道管路につい

て、更新やリダンダンシーの確保を適切に進めていくことが重要である。 
ただし、単なる補助率の引上げや要件緩和ではなく、国庫補助に係るこ

れまでの経緯 115等も踏まえ、国と地方の役割分担の観点から制度の在り

方を整理するべきである。 
なお、新たに連絡管等を設置する際は、市町村単位にとどまらず、広域

的な観点からより効率的な整備がなされるよう、補助要件等を見直して

いく必要がある。〔資料Ⅱ－６－16 参照〕 
 
エ）人口規模に応じた分散型システムの早期導入 

今後の人口減少に伴い既成の上下水道システムをそのまま更新してい

くことは困難になる。その背景には各事業体における経営環境の厳しさ

がある。実際、人口密度の低い区域では、給水や汚水処理に係る単価が割

高となるため、費用が料金収入等を大幅に超過する。 
これまで既設管路については維持更新を前提に支援してきた。しかし、

今後は集約型システムの単純更新のみにとらわれず、各地域の状況に応

じて分散型システム 116への切り替え等を早急に進められるよう、限られ

た予算の中で、支援の重点を移していくことが求められる。〔資料Ⅱ－６

－17 参照〕 
 
オ）空き家対策・既存住宅の利活用促進 

空き家の総数は過去 20 年で 1.4 倍増加しており、特に、使用目的のな

い空き家は 1.8 倍に増えている。今後、人口減少に伴う世帯数の減少が見

込まれる中、空き家の更なる増加やそれに伴う社会的コストの増加が懸

 
全体の機能不全につながらないように、予め施設を多重化したり、予備の手段が用意されている

様な性質を示す。上下水道管路の場合、管路の複線化や連絡管の敷設などの手段がある。 
115 水道は原則利用者負担である。下水道は、本来の国庫補助の趣旨は公共用水域の水質保全等で

ある。汚水処理システムが概成する令和９年度（2027 年度）以降は、単純な維持更新を含む汚

水管改築は地方の役割（原則使用者負担）とし、国庫補助の対象を汚水管機能強化のうちウォー

ターPPP 導入決定済み等に限ることとしている。 
116 給水車による運搬送水や浄化槽など、対象世帯が少ない集落等に適した水供給・汚水処理シス

テムを指し、災害発生後の早期のインフラ復旧にも有効である。 
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念される。 
これまで、空き家の効果的な除却・活用の推進や既存住宅の流通促進支

援 117を通じて、良質な住宅ストックの継承・利活用に取り組んできた。

今後 10～20 年後に控える「大相続時代」に備え、更に政策効果を引き上

げていく必要がある。〔資料Ⅱ－６－18 参照〕 
 
カ）新築住宅支援から中古住宅支援へのシフト 
住宅ストック数（約 6,505 万戸）は、総世帯数（約 5,622 万世帯）を約

16％上回っており、住宅ストック数が過剰となっている。 
これまで各種補助金、住宅金融支援機構によるフラット 35 の金利引下

げ、住宅ローン減税等を通じて新築住宅の取得を積極的に支援してきた。

しかし、上述の状況下で新築住宅の取得を促進することは、将来の空き家

発生を増加させることにもなりかねず、新築偏重的な支援 118については

在り方を見直さなければならない。 
そのため今後の方向性としては、既存ストックを活用した中古住宅の

流通・利活用に一層重点を移すことが考えられる。〔資料Ⅱ－６－19 参

照〕 
 
キ）カーボンニュートラルを見据えた住宅政策 
一次エネルギー消費量の削減率等の観点から、最も優良である GX 志

向型住宅については引き続き新築取得支援を進めていく意義が大きい。

一方で、優良ではあるものの、既に令和 12 年（2030 年）の省エネ基準

引上げ（新築）に向け一定程度普及が進んでいる ZEH119水準住宅につい

ては、補助金による支援の必要性は低下していると考えられる。 
住宅の CO₂削減効果を評価する際には、建設から使用、維持管理、解

体に至るライフサイクル全体での排出量に留意する必要がある。脱炭素

 
117 空き家対策総合支援事業（令和７年度当初予算：59 億円）等。 
118 子育てグリーン住宅支援事業（令和６年度補正予算及び令和７年度当初予算：2,100 億円）等。 
119 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス。外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率

な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、

再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとするこ

とを目指した住宅を指す。 
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の観点からは、個々の新築住宅（省エネ基準以上）で追加的な省エネ性能

向上を一律に支援するより、寒冷地の断熱性能改善への重点化や、中古・

既存住宅のリフォームによる省エネ性能向上を進めることで、より高い

CO₂削減効果が見込まれる。〔資料Ⅱ－６－20 参照〕 
 
ク）災害リスクに対する補助の在り方 

災害イエローゾーンにおいては住宅建築等に係る規制はないものの、

例えば、緊急避難先が不足する浸水想定区域を対象に既存住宅の水害対

策を進めていくなど、防災性を確保していくための対策が必要である。 
一方で、そうした地域において新築住宅の建設を積極的に支援するこ

とは、政策の一貫性を損なう可能性があり、見直すべきである。〔資料Ⅱ

－６－21 参照〕 
 

ケ）民間主体で行うべき投資 
現在、鉄道駅総合改善事業では三大都市圏の駅改良に対して、国の支援

（最大 1/3 補助）を行っている。 
一方で、例えば、三大都市圏の鉄道事業者のバリアフリー投資について

は、既に鉄道駅バリアフリー料金制度の下で行われている。バリアフリー

投資すら、利用料金で賄っている現状も踏まえ、こうした都市圏の鉄道事

業者による利便性向上に資する設備投資は、原則鉄道事業者が自ら行う

べきである。社会性や公共性が認められる場合であっても、補助金ではな

く、必要に応じて財政融資などを活用しながら民間主体が自ら行うこと

が望ましい。他方、国の支援は、政策目的や地域における駅の位置づけ、

人口動態などを見据えつつ、優先順位付けを適切に行った上で、真に困難

に直面している地方への投資に重点配分するべきである。〔資料Ⅱ－６－

22 参照〕 
 

（２）整備新幹線 
整備新幹線は、いわゆる着工５条件が全て確認された場合のみ着工さ

れることとなっており、その費用分担は全国の新幹線の貸付料を除いた

部分について、国と地方が２：１で負担することとなっている。 
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国民負担・住民負担の一層の適正化のためには、JR からの適切な貸付

料の徴収が必須であり、新幹線整備の大前提と言える。以下の観点から貸

付料の適正化を進めていく必要がある。〔資料Ⅱ－６－23 参照〕 
 
ア）情報公開（線区収支の公表状況）の非対称性 

JR 東日本においては、「地域の方々に現状をご理解いただくとともに、

持続可能な交通体系について建設的な議論をさせていただくために」120、

利用の少ない線区の経営情報について開示を行っている。 
整備新幹線への国税・地方税での負担額が適正なものとなっているか

検証できるよう、国土交通省が指導又は法令上の整備を行った上で整備

新幹線の線区ごとの収支等を公表し、しっかりと国民に示すべきである。

〔資料Ⅱ－６－24 参照〕 
 

イ）事業費の増加 
近年の整備新幹線事業においては、様々な要因から新規着工時の想定

以上に事業費が膨らみ、国や沿線地方公共団体にとっては当初想定して

いない不測の負担が生じることが続いてきた。この点、過去の当審議会に

おいても、事業費の見積もりに際しては将来の増加リスクを認め、これを

踏まえたものとすべき、と指摘してきたところである。 
今後の整備新幹線の整備に当たっては、事業費について、各種リスクを

十分に織り込んだうえで、少なくとも政府・日銀の物価安定目標である

２％程度の物価上昇の継続を前提とするほか、更なる物価上昇の可能性

もあるため、物価が、例えば更に１％上昇した場合にどの程度費用に影響

を与えるかといった情報についても、あらかじめ示すべきである。 
更に、当初の建設費が物価高騰等により増加する場合は、名目の運賃や

JR の受ける便益も増加すると見込むことが自然であり、そうした影響も

貸付料に加味する必要がある。〔資料Ⅱ－６－25～27 参照〕 
 

ウ）貸付料の確保（ⅰ）：改定頻度 
 

120 JR 東日本「ご利用の少ない線区の経営情報（2024 年度）の開示について」（令和７年（2025
年）10 月 27 日プレスリリース） 
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新幹線施設の貸付料については 30 年定額契約となっており、諸条件が

変化しても貸付料は一定のままとなっている 121。一方、高速道路の場合

では、高速道路会社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に支

払う貸付料が交通量推計等を踏まえ定期的（１～５年程度）に見直されて

いる。こうした事例も踏まえつつ、実態に合った形で貸付料を改定できる

仕組みの導入が求められる。〔資料Ⅱ－６－28 参照〕 
 
エ）貸付料の確保（ⅱ）：接続利益 
整備新幹線の貸付料は区間ごとに算定されており、契約時点で全ての

区間の開業が織り込まれているわけではない。新たな区間が開業するこ

とによって既存路線に追加的に生じる収益の増加を「接続利益」として正

しく把握し、貸付料を増額すべきである。 
例えば、北海道新幹線においては、新青森から函館までの新規開業に伴

い、JR 東日本はこの接続利益分として約 22 億円を追加負担している 122。

他方、北陸新幹線は金沢～敦賀間が新規開業しても、金沢以東の貸付料は

改定されていない。路線が２社間をまたがる場合であっても接続利益は

発生しているため、高崎～長野間についても適切に貸付料を増額すべき

である。 
今後、予定されている延伸計画においても、接続利益が発生する場合は、

しっかりと貸付料に反映する必要がある。〔資料Ⅱ－６－29 参照〕 
 
オ）貸付料の確保（ⅲ）：需要予測との乖離 

貸付料算定時の需要予測と実績とを比較した場合、実績が需要予測を

上回ることが多く、例えば金沢開業時のケースでは２～６割も上回って

いた。乖離率が単純に貸付料の算定に反映される訳ではない。しかし、仮

に機械的な比例で試算すると、北陸新幹線と北海道新幹線の新規開業を

合わせて、単年で約 194 億円、30 年間で約 6,000 億円の貸付料の増加が

見込まれる。 
新幹線施設は国民共有の財産である。実態との乖離を放置して私企業

 
121 31 年目以降の貸付料については再度協議を行うこととしている。 
122 新区間の開業に伴い、東京～新青森間の運賃収入も増加している。 
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の利益を過度に増加させるべきではなく、国民・住民の負担を抑制するた

めにも、適切な貸付料を徴収する必要がある。今後は、実績が貸付料算定

の前提となった需要予測を上回る場合には、その上回る部分も貸付料と

して追加的に徴収できるよう、算定方式を見直すべきである 123。〔資料Ⅱ

－６－30 参照〕 
 

カ）貸付料の確保（ⅳ）：不動産事業 
JR 各社は、整備新幹線が順次開業されていく中で、不動産事業を拡大

してきている。新幹線貸付料の算定に当たっては、鉄道収入のみならず、

不動産収入など、新幹線開業に関わる関連収入についても算入すべきで

ある。 
香港では鉄道業者に駅周辺の開発許可を与えることで新線の建設費用

を賄う仕組みがある。日本においても、国鉄改革当時に JR に引き継いだ

駅周辺土地等の開発利益の一部を、新線建設に充当する仕組みを導入す

ることも一案と考えられる。〔資料Ⅱ－６－31 参照〕 
 
キ）民間活力の活用 

今後の整備新幹線においては大都市部での駅建設も見込まれるが、大

都市部での駅建設は、資材価格や用地買収にかかる費用の高騰により、こ

れまでの駅建設費用に比べて遙かに高額となることが見込まれている。 
カ）で示した「不動産収入の貸付料への反映」の別案として、新設され

る新幹線駅については、駅建設全体を民間負担とすることで、JR による

創意工夫を活かしていくことも考えられる。〔資料Ⅱ－６－32 参照〕 
 
（３）物流 
ア）物流業界の現状 

物流業界における人手不足は深刻化している。政府は、本年度中に、令

和８年度（2026 年度）から令和 12 年度（2030 年度）までを対象とする

次期「総合物流施策大綱」を策定し、（ⅰ）業界全体の最適化に向けた物

 
123 需要実績は様々な要因で変化するものであり、パンデミック等により減少する可能性もある点

には留意が必要との意見があった。 
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流事業者間のデータ連携、（ⅱ）物流拠点の整備・強化、（ⅲ）モーダルシ

フト 124の推進、（ⅳ）自動運転の実証事業等を通じて人手不足の解消に取

り組むこととしている。〔資料Ⅱ－６－33 参照〕 
物流業界における多重取引構造はトラックドライバーの労働環境を悪

化させる一因であるとともに、トラック事業者が荷主への価格転嫁を行

う際のハードルとなっている 125。米国においてトラック事業者が再委託

することを法律で禁止している事例も参考としながら、規制環境の改善

に取り組む必要がある。〔資料Ⅱ－６－34 参照〕 
トンベースで日本の物流の約９割、トンキロベースで約５割を担って

いるトラック運送業者の人手不足は深刻な状況であり、既に有効求人倍

率は２倍を超えている。我が国の生産年齢人口が減少傾向にある中で、今

後、人手不足はより深刻になっていくことが見込まれる。〔資料Ⅱ－６－

35 参照〕 
 
イ）物流事業者間の連携深化 

国土交通省は、こうした人手不足解消のために物流業界の全体最適化

を目指して、事業者間のデータ連携を支援しているが、物流会社間ではな

く、荷主間の連携にとどまっている。 
更なる人手不足を見据えれば、青森県における事例 126も参考に共同配

送による効率化を拡大していくことが必要である。事業の実施にあたっ

て「複数の物流事業者を含めた協議会」であることを要件とし、事業者間

連携の深化を進めていくべきである。〔資料Ⅱ－６－36 参照〕 
 
ウ）物流拠点の整備支援 
物流拠点は収益施設であり、その整備・改良は本来民間事業者が行うべ

きである。物流拠点を公益性のある災害拠点として位置付け、非常用電源

 
124 モーダルシフトとは、トラック等の自動車で行われている貨物輸送を鉄道や船舶等の大量輸送

機関へと転換することである。 
125 第Ⅱ章「８．国内投資・中小企業等」についても参照。 
126 青森県下北郡では、データ連携を行いつつ、佐川急便と西濃運輸が下北郡向け荷物の共同配送

を行い、トラックの積載効率向上、トラック台数の削減、それによる労働・環境負荷の低減を実

現している。 
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設備を補助している事業もある。しかし、災害時には所在する地方公共団

体にも裨益する事業であることから、地方公共団体の災害計画に位置付

けたり、一定の負担を求めたりすることも検討すべきである。〔資料Ⅱ－

６－37 参照〕 
 
エ）JR 貨物を通じたモーダルシフト 
旧国鉄の民営化により昭和 62 年（1987 年）に発足した JR 貨物につい

ては、将来的に国の支援に依存しない経営自立を目指すとされており 127、

将来的な自立に向けて、公的支援が 40 年近くにわたり行われてきた。し

かしながら、JR 貨物は鉄道貨物事業では利益を上げられておらず、長年

にわたり経営改善が十分に進展していない状況にある。 
鉄道輸送は、人手不足の解消やカーボンニュートラルの実現に資する

モーダルシフトのメインプレーヤーとして期待されてきた。しかし、輸送

貨物に対する JR 貨物（鉄道）のシェアは横ばいである。このシェアを大

きく増加させられるか等を含め、抜本的な改革を検討すべきである。〔資

料Ⅱ－６－38 参照〕 
 
オ）物流業界への自動運転の社会実装 

トラックの自動運転について、国土交通省は実証支援を行うことによ

り、令和９年度（2027 年度）の社会実装を目指しており、必要な規制の

見直しを行いつつ、早期実装に向けて取り組んでいく必要がある。 
一方、バスの自動運転においては実証事業が実装に結びついていない

事例が数多く見られる。バスやトラックの自動運転実装事業については、

実装を真摯に取り組む地方公共団体・事業者を支援すべく、補助要件の中

で実装ない場合、一部返金を求めるといった対応を行うべきである。〔資

料Ⅱ－６－39 参照〕 
  

 
127 国保有株式をより高値で売却できれば、株式を保有する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備

支援機構の剰余金が生まれ、国庫納付等を通じて国民負担の減（国庫収入の増）につながりうる。 
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７．農林水産 
 
我が国の農業の現場では、農業従事者の減少と高齢化が進み、耕地面積

は減少を続けている。この四半世紀の間、農業総産出額は微増にとどまっ

ている。今後、農業従事者が急減することが見込まれており、食料安全保

障を将来にわたって確保していくためにも、農業の在り方を大きく変え

ていかなければならない。他方、近年、法人経営体が増加し、販売額や耕

地面積で大きなシェアを占めるまでになっている。また、売上げが１億円

を超える経営体数は大きく増加し、農業への新規参入者・新規雇用就農者

も増加が見られる。〔資料Ⅱ－７－１～３参照〕 
これからの日本の農政では、法人経営体を含めた新たな担い手の参画

を促しつつ、農地の大区画・集約化、デジタル技術の活用やスマート農業

の推進、単位面積当たりの収量の増加、輸出の促進などを進め、強い経営

体の下で稼げる農業を創り出していくよう、政策を再構築する必要があ

る 128。 
なお、米価は高止まりしているが、生産者と消費者の双方が納得できる

価格の形成に向けては、生産段階で生産性の向上を図るとともに、流通段

階で市場機能が適切に発揮される環境を作ることが重要である。 
 

（１）「地域計画」の見直しと農業の構造転換 
農業の生産性を向上させるためには、特に、農地の集約化が喫緊の課

題になっている。令和５年（2023 年）の「農業経営基盤強化促進法」（昭

和 55 年法律第 65 号）の改正により、市町村は、地域における関係者の

話合いを踏まえ、地域農業の将来像や 10 年後の農地利用を明確化した

「地域計画」を策定することとなった。しかし、現時点で策定された「地

域計画」のうち約半数は現在の農地利用の状況を把握しただけにとどま

るものになっており、また、約３割の農地において将来の受け手が位置

付けられていない状況にある。 
５年間の農業構造転換集中対策期間において、農業の本格的な構造転

 
128 戦後の日本の農政を振り返ると、長年にわたって、現状を維持する方向での政策が採られ、結

果として、国際的に見て日本の農業の生産性が低下したとの意見があった。 
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換を進めていくためには、単に予算事業を行うだけでなく、農地の集約

化に向けて実効性のある「地域計画」を策定することが前提となる。若

者・女性・地域外の担い手なども交えて広域で改めて協議を行い、農地

を将来の受け手に集約化していく姿が示されるよう見直しを行っていく

ことが重要である。〔資料Ⅱ－７－４、５参照〕 
 

（２）今般の米価高騰を踏まえた政策対応 
① 米価高騰とこれまでの政府の対応等 
 昨年来、米が品薄になる中で、米の価格が大きく上昇した。これに対

し、農林水産省は、本年３月以降、集荷業者に対して入札による政府備

蓄米の売渡しを行った。さらに、本年５月下旬以降、小売事業者等に対

して随意契約による政府備蓄米の売渡しを行った。 
 今回の米価高騰について、農林水産省は、（ⅰ）インバウンド需要や精

米歩留まりの悪化等を考慮せず、需給見通しを誤ったこと、（ⅱ）結果と

して生産量が需要量に対して不足したこと、（ⅲ）こうした実態に気付か

ず、備蓄米放出の判断が遅れたこと等が要因であると分析している。な

お、令和７年産米については、予想収穫量 747.7 万トン 129とされ、需要

に十分対応できる水準とされている。 
足もとでは、日本国内で米価が高止まる中、民間では、ミニマム・ア

クセス（MA）の枠外で、高い枠外税率（341 円/kg）を支払って主食用

米を輸入する動きが急速に拡大している。主に米国産中粒種が流入して

いる状況にあり、注視していく必要がある。〔資料Ⅱ－７－６参照〕 
 

② 米の流通の状況と価格 
 米の流通では、集荷業者・卸売業者・小売業者が存在しており、各流

通段階でのマージンが乗ることで、最終的な小売価格が形成されている。

ただし、昨今では、流通が多様化する傾向にある。 
各流通段階における価格を見ると、令和７年産米は、令和５年産米と

比べて、集荷段階での価格に比例する形で小売価格が上昇し、流通段階

 
129 ふるい目幅 1.70mm ベース。 
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でのマージンが大きくなっている。今後、競争原理が働いているかとの

観点を含め、その要因をしっかり分析することが必要である。 
また、生産者の再生産が可能となる合理的な費用を考慮した価格形成

に向けて改正された食料システム法 130に基づき、米のコスト指標を速や

かに作成することで流通の透明性を向上させるとともに、価格交渉の状

況等の取引実態調査を実施する「フード G メン」（本年 10 月発足）を有

効活用していくことが必要である。さらに、生産者と実需者・消費者が

直接結び付く商流の開拓や複数年契約化の推進も米の需給や価格の安定

に資するものである。 
米の価格は、JA が生産者から委託を受けて米を販売するに当たって

支払う仮渡金である「概算金」を皮切りに、相対取引で形成される傾向

にある。今回の米価上昇局面においては、JA と他の集荷業者との集荷競

争の中で、「概算金」を追加払いする動きも見られた。今後、現物市場・

先物市場の活用や流通の多様化を進めることで、市場メカニズムを通じ

て、米の価格が需給を反映する形で安定的に形成されるようにしていく

ことが重要である。〔資料Ⅱ－７－７～９参照〕 
同時に、米の生産段階において、農地中間管理機構の機能向上や更な

る規制改革などを通じて法人経営体を含めた担い手の参画を促しつつ、

農地の大区画・集約化やデジタル技術の活用を進めることで、生産性向

上を図り、将来的には輸出可能な水準を目指して米の生産コストを引き

下げていくことが重要である。こうした供給サイドの取組を通じて、米

の安定的な供給を確保することで、消費者も納得できる米価につなげて

いくことが求められている。 
 

③ 備蓄運営の在り方 
米の政府備蓄については、100 万トン程度を適正水準として、毎年 20

万トン程度を買い入れ、５年程度備蓄をした後、主食用米の需給に影響

を与えないよう、飼料用などの非主食用に販売している（いわゆる「棚

上げ備蓄」）。このため、売買差損や保管経費により、毎年度 400～600 億

 
130 「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取

引の適正化に関する法律」（平成３年法律第 59 号） 
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円程度の財政負担が発生している。備蓄運営の在り方については、こう

したコストを国民に明らかにした上で、検討されるべきである。 
今回の政府備蓄米の売渡しにおいて、各種手続や備蓄米の品質確認な

どにより、実際に小売事業者や中食・外食事業者に届くまでに一定期間

を要しており、迅速性に課題があることが明らかになった。財政負担の

観点からだけでなく、機動的な対応という観点からも、流通段階にある

民間在庫の一部を「民間備蓄」として活用することを含め、効率的な備

蓄運営の在り方を検討していく必要がある。〔資料Ⅱ－７－10 参照〕 
 

④ 輸入米の運用 
ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉以降、我が国は、MA として毎年

77 万トン程度を国家貿易で輸入している。うち最大 10 万トンは実需に

応じて主に主食用米として輸入（SBS 枠 131）されているが、残りの一般

MA 米については、国内需給に影響を与えないよう、飼料用・加工用等

として販売されている。このため、差損の発生等により、例年多額の財

政負担が生じている（令和５年度（2023 年度）で 684 億円）。 
足もとで、農林水産省は、一般 MA 米における中粒種の輸入割合を増

加させることとしており、日米関税合意・共同声明では「MA 米制度の

枠内で、迅速に米国産コメの調達を 75%増やす。」とされている。相対的

に単価の高い中粒種の輸入を増やすことは、差損の拡大を通じて、財政

負担の更なる増加につながる。 
こうした状況の中で、食料安全保障や消費者の安心の観点から、市場

に影響を与えない範囲で、米の安定的な供給に不安が生じるような場合

における輸入米の運用の在り方を検討することが考えられる。〔資料Ⅱ－

７－11 参照〕 
 

（３） 令和９年度（2027 年度）からの水田政策の見直し 
① 新しい食料・農業・農村基本計画 

 
131 SBS（Simultaneous Buy and Sell：売買同時契約）枠とは、国家貿易の枠内で、輸入業者と

国内の実需者をあらかじめペアで入札に参加させ、落札したペアの取引を国が仲介することで、

実質的な直接取引を認める仕組みである。 
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昨年６月に、四半世紀ぶりに改正された「食料・農業・農村基本法」

（平成 11 年法律第 106 号）に基づき、今年４月に新しい食料・農業・

農村基本計画が策定された。その中で、水田政策については、令和９年

度（2027 年度）から根本的に見直し、水田活用の直接支払交付金（以下

「水活交付金」という。）を「作物ごとの生産性向上等への支援へと転換

する。」との方針が盛り込まれている。〔資料Ⅱ－７－12、13 参照〕 
 
② 水活交付金 
水活交付金は、水田を前提にその年々の転作を助成するものだが、こ

れまで当審議会での建議や財務省の予算執行調査において以下のように

指摘されている。それらも踏まえた上で、米の安定供給にも資するよう、

水田政策の見直しを検討していくべきである。〔資料Ⅱ－７－14、15 参

照〕 
・ 畦畔や用排水路がない場合や、水田の上に撤去が困難な園芸施設が

設置されている場合など、すでに水田機能が失われているにもかかわ

らず、水活交付金を受け取っている事例が予算執行調査等を通じて確

認された。 
・ 経営規模が大きくなるにつれて、単位面積当たりの農業粗収益が低

減する一方で、農業粗収益に占める補助金の割合が大きくなっている。

すなわち、大規模経営体の方が、水活交付金等を多く受け、収益性が

低い転作作物を多く作る傾向が見られる。 
・ 飼料用米については、高い交付金単価が設定され、平成 27 年（2015
年）以降、飼料用米への転作が急速に拡大し、多額の財政負担につな

がっている。財政負担の観点から大きな問題がある上に、飼料政策の

観点からも、一律に高い単価で支援する必要性はなく、見直すべきで

ある。 
・ 水活交付金は、作付けを行うことで交付金が支給される仕組みであ

るため、基本的に生産性を高めるインセンティブが存在しない。小麦

や大豆について、生産性向上の意欲に乏しく、極めて単収の低い者に

対しても交付金が配られている状況が予算執行調査において確認され

た。 
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③ 米の多様なニーズへの対応 
食用米は、家庭内食向けの主食用のみならず、業務用・加工用・輸出

用・米粉用など、多様なニーズが存在している。こうしたニーズを的確

に捉えることで、生産者の収益力向上につなげていく必要がある。 
例えば、主食用米の４割を占める中食・外食向けの業務用米について

は、値頃感のある米を求める声があるが、多収性品種の割合は主食用米

全体のわずか６％程度にとどまっており、実需者ニーズに十分対応でき

ているとは言えない状況にある。 
米の輸出については、近年、増加傾向にあるが、道半ばの状況にあり、

海外での更なる需要開拓を図るには、米の生産コストを採算ライン

（9,500 円/60kg）132まで低減させていく必要がある。 
また、昨今、気候変動が農業に与える影響が顕著となっており、米の

生産に当たっても、こうした環境変化に対して的確に対応していくこと

が重要である。〔資料Ⅱ－７－16 参照〕 
 
④ 令和９年度（2027 年度）からの水田政策に向けて 
水活交付金の見直しに際しては、適地適作・収益力向上の考え方の下

で、国の補助金に依存するのではなく、自立した農業経営の確立に向け

て、土地利用型農業全体の構造を変えていくことが重要である。そのた

め、農業従事者が減少していくことを正面から見据え、広く薄い財政支

援を行うのではなく、将来の地域農業を担う経営体の前向きな取組に対

して支援を重点化していく方向で検討する必要がある。 
また、今般の米価高騰への対応で明らかとなった課題も踏まえ、米の

価格形成や備蓄等の在り方、麦・大豆等の国内生産の在り方、農地の集

約化や基盤整備の在り方なども含め、幅広い観点に立った総合的な検討

を行うべきである。 
食用米については、家庭内食向けの主食用のみならず、業務用・加工

用・輸出用・米粉用など、多様なニーズが存在しており、こうしたニー

 
132 令和５年（2023 年）の平均的な米の生産コストは 15,944 円/60kg である。 
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ズを的確に捉えた生産を後押しするとともに、産地と実需者の結び付き

を促していくことが必要である。飼料用米については、転作助成から転

換する以上、現在のような高額な支援を一律に講じる必要性に乏しく、

畜産政策の中で支援の必要性等を改めて考えることが適当である。 
麦・大豆等への支援の在り方については、水田・畑にかかわらず、生

産性向上に向けた支援を検討するのであれば、すでに経営所得安定対策

（いわゆるゲタ対策・ナラシ対策 133）として多額の財政支援が講じられ

ていることを踏まえて検討していくことが必要である。 
  

 
133 「経営所得安定対策」では、一定の作物を対象として、担い手農業者の農業経営の安定に資す

るよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金（ゲタ対策）と、農業経営

のセーフティネットとして、当年産の収入が減少した場合に、その減少額を補てんする交付金（ナ

ラシ対策）が措置されている。 
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８．国内投資・中小企業等 

 

令和６年度（2024 年度）に過去最高の経常利益を達成するなど、企業

部門の業績は好調である。一方、人件費や設備投資は経常利益の増加ほど

は伸びておらず、企業の現金預金残高は大幅に上昇している。持続的な経

済成長の実現のためにも、経済の担い手である民間企業が自己調達資金

により自立的に事業・産業を発展させるのが基本である。こうした企業の

豊富な資金を賃上げや投資拡大に回すことにより、民需主導の成長型経

済を実現することが重要と考えられる。 

産業政策においては、近年、補助金による企業支援が大きく増加してい

る。補助金は、国民負担である租税や国債等を原資とするものである上、

交付後のガバナンスが機能しにくく、金銭的リターンもない「渡し切り」

となってしまう。政策効果や要件の適切性等について不断の検証を行い、

真に効果が認められるものに限定すべきである。また、自走可能な取組と

ならない可能性があり、補助金により支援する場合も、段階的に金融支援

に移行し、制度環境整備による競争力向上を図るなど、いつどのように支

援を終了するかの出口戦略を最初から設けておく必要がある。長期的に

リターンが期待できる分野については、ガバナンスの面で優れ、財政負担

も小さい金融支援 134の活用を前提とすべきである。 

グローバルサウス支援については、実証事業にもかかわらず、従来事業

の拡大の域を出ないといった支援の必要性が不明瞭な事例や、企業自ら

の投資による事業展開も見込まれる大企業による活用の事例があるなど、

対象範囲の妥当性を精査し、政策効果について検証を行うべきである。 

経済安全保障に関しては、国際環境の変化に対応し、中長期的視野に立

った重点的な支援が求められるが、その際には、生産基盤強化以外の取組

も含めて、物資ごとに効果的かつ効率的な支援を検討する必要がある。ま

た、GX、AI・半導体と同様、複数年度にまたがる計画等に基づき、財源

を確保しながら積極的・計画的に実行すべきである。加えて、ここでも補

助金に偏重した支援ではなく、金融支援の活用を進めていくことも重要

 
134 例えば、出融資、信用保証が挙げられる。 
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である。 
中小企業支援は、コロナ禍において未曾有の水準まで増加した予算額

が、依然としてコロナ禍前の平時の水準に戻っておらず、特に、補助金の

予算額・種類が膨張していることは看過できない。 

 中小企業が賃上げを進める上では、経営力を強化し、生産性向上に取り

組むことが重要だが、現状、自社の経営状況を十分に分析できていない企

業も多い。前向きな投資に踏み切れずに、現預金保有比率は上昇している。

中小企業が経営力を高め適切なリスクテイクを行えるよう、政府の支援

においては、事業活動の初期段階からのきめ細やかな伴走支援、価格転嫁

対策の更なる強化、金融支援の一層の活用等が必要である。 

 一方、補助金での支援は、それが常態化することで、補助金依存の強ま

りやコスト意識の低下につながり、かえって生産性向上や新陳代謝を阻

害するおそれがある。補助金による支援を行う際には、政策効果や要件の

適切性等について不断の検証を行い、真に効果が認められるものに限定

して行う必要がある。また、人口減少に伴い労働供給制約を受ける我が国

において、生産性の高い産業への労働移動を伴う産業構造の変革も必要

である。 

 
（１）国内投資等 
① 企業部門の動向 
ア）好調な企業業績 

令和６年度（2024 年度）は、企業規模にかかわらず、経常利益は過去

最高を記録するなど、企業部門の業績は堅調に推移している。足もと、物

価高や米国関税等の影響を注視する必要はあるが、企業の景況感は依然

高い。４月の米国関税引上げ以降も、自動車産業に影響がみられるものの、

これまでのところ、日本経済全体に大きな影響は出ていない 135。令和７

年（2025 年）４－６月期は製造業で過去２番目、非製造業で過去最高の

 
135 「月例経済報告」（内閣府（令和７年（2025 年）10 月 29 日））では、基調判断を「景気は、

米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるものの、緩やかに回復している。」と

している。 
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経常利益であった 136。米国関税措置に関する日米合意の発表後は、先行

きへの不透明感が払拭され、需要の回復が見込まれる、といった声も企業

から聞かれた。また、自動車関連業界についても、経常利益は引続き高水

準であり、日米合意後は景況感も大幅に改善がみられた。〔資料Ⅱ－８－

１、２参照〕 

 

イ）民需主導の成長型経済の実現 

こうした中、令和７年（2025 年）４－６月期には、民間企業設備投資

額は名目で 110 兆円となり、過去最高を更新したが、実質ではコロナ禍

前の水準に達していない。過去最高を記録した経常利益の伸びと比較す

ると、人件費や設備投資の伸びは限定的で、配当金の伸びが突出している。

また、特にコロナ禍以降、企業の現金預金残高は大幅に上昇している。〔資

料Ⅱ－８－３参照〕 

企業の資金余剰については、危機やショックに対して、金融機関からの

資金繰りが悪化するリスクへの備えとして流動性資産を積み上げている

という予備的な側面もあると考えられる。しかし、豊富な内部資金が、賃

金や投資に十分には回っていないということでもある。持続的な経済成

長の実現のためにも、本来は、経済の担い手である民間企業が自己調達資

金により自立的に事業・産業を発展させることが基本である。こうした企

業の豊富な資金を賃上げや投資拡大に回すことにより、民需主導の成長

型経済を実現することが極めて重要 137と考えられる。取締役会や経営陣

等がそれぞれの役割に応じて機能を発揮する実効的なコーポレートガバ

ナンスの構築や株主と投資家との対話の促進によって、健全な企業家精

神の発揮を促すことで、持続的な成長の実現に向けた経営資源の適切な

配分を実現していくことが真に必要な取組である 138。コーポレートガバ

ナンス改革の実質化やコーポレートガバナンスコードの改訂を通じて、

 
136 「四半期別法人企業統計調査（令和７年（2025 年）４～６月期）（令和７年（2025 年）９月）」

（財務省） 
137 「日本経済レポート（令和６年度（2024 年度））」（内閣府（令和７年（2025 年）２月 12 日）） 
138 「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス」（経済産業省（令和７年（2025
年）４月 30 日））、「コーポレートガバナンス改革の実質化に向けたアクション・プログラム 2025」
（金融庁（令和７年（2025 年）６月 30 日）） 
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民間企業が、人的資本への投資や設備投資等の取組を推進することで、経

営資源の適切な配分を実現していくことが期待される。〔資料Ⅱ－８－４

参照〕 

 

② 産業政策の在り方 

ア）特定分野を対象とした支援における留意点 

我が国における過去の産業政策は、リスクマネー供給を通じて官民の

適切なリスク分担を図りながら、むしろ民間部門のリスクテイクや目利

きを活用する金融支援や、民間企業自らの取組を後押しするための規制

緩和等を中心に講じられてきた。近年では、補助金による企業支援が大き

く増加しているが、特定の分野への産業支援は極めて例外的な措置であ

る。産業支援の成果は常に客観的に検証されるべきであり、公的資金が非

効率な対象や分野に振り向けられ、それが継続するようなことは避けな

ければならない。また、企業支援においては、租税特別措置による支援も

あり、租税特別措置と補助金の関係も踏まえて考える必要がある。〔資料

Ⅱ－８－５、６参照〕 

特定産業を対象とした支援では、政府の情報制約による支援対象の選

択の失敗、既得権益化によりうまくいっていない政策が中止困難となる

こと、政府支援が不要な投資への支援による財政支出の浪費、といった政

府の失敗のリスクに留意する必要性が常に指摘されている。また、補助金

を使った企業の供給能力強化策のみでは、自走可能な取組とならない。補

助金から金融支援に移行し、制度環境整備による競争力向上を図るなど、

いつどのように支援を終了するかの出口戦略を最初から設ける必要があ

る 139。〔資料Ⅱ－８－７参照〕 

我が国でも過去、特定産業に対して大企業も含む支援を行ったものの、

プロジェクトは失敗し、期待された成果を上げられなかった事例が複数

 
139 「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」（財政制度等審議会（令和７年（2025 年）５月 27
日））では、過去の産業政策において、既に研究開発や設備投資等に投じられた公費の規模等が、

当該事業が成果を上げる見込みが立たなくなっても、なお見直しや撤退の判断を妨げたと考えら

れる事例があること（サンクコスト効果）を念頭に、企業支援に当たっては、外部有識者による

モニタリングを通じ、支援継続の是非も含めた客観的な判断を下していくことが重要との意見が

あった。とされている。 
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存在する。最近の研究では、産業政策について、次のような一定の評価の

フレームワークを提示するものがある。第一に、支援の目的や、「負の外

部性」等の「市場の失敗」の存在といった政府が介入する必要性の有無か

ら、その妥当性を検証すべきである。第二に、補助金のみならず金融支援

等を組み合わせた最適な手法が選択されているか、専門家によるプロジ

ェクト選定、定期的なモニタリングやレビューといった仕組みにより、透

明性や客観性を担保しているか、といった観点から、制度設計の評価が必

要になる。第三に、支援により期待される利益が、支援のコストやもたら

し得るリスクを上回っているか、費用便益分析も重要である。最後に、産

業政策がしばしば財政措置を伴って実施される以上、財政の持続可能性

とも整合的であるかなど、その実施に際しての実効性が確保されていな

くてはならない。 

近年は、地球規模の気候変動問題への対応や、経済安全保障環境の激化

等を背景に、先進各国で経済への国家の関与が高まっており、我が国でも

戦略分野への投資拡大等に向けた取組は必要である。しかし、上述の評価

のフレームワークを前提に、産業政策が有効たり得るのは、脱炭素分野の

ような明らかに外部性が特定される分野や、半導体分野のように国内に

与える波及効果が大きい分野に限られるとの指摘があることも踏まえる

必要がある 140。政府においては、17 の戦略分野の危機管理投資・成長投

資を促進することとしている。支援に当たっては、その目的を明確にし、

最適な手法を選択するとともに、支援により期待される利益がコストを

上回るものかを精査するなど、真に必要な支援を見極め、効果の乏しい既

存事業については見直すなど、メリハリのある取組が求められる。〔資料

Ⅱ－８－８参照〕 

 

イ）財源確保と合わせた多年度の官民投資の枠組み 

我が国の GX 及び半導体分野への支援は、脱炭素等のエネルギー政策

上の観点や、幅広い分野に影響する技術の産業競争力強化、経済安全保障

といった複数の目的を踏まえて、必要な財源を確保しながら複数年度に

 
140 「激動の世界を見据えたあるべき財政運営」（財政制度等審議会（令和７年（2025 年）５月 27
日）） 
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またがる計画等に基づいて実施することで、中長期的な予見可能性を高

め、民間企業からの投資を引き出す形で実施することを狙うものである。

そうした動きを促進できるかを注視し、支援を進めるに当たっては必要

に応じた見直し等を効果的に行うこととしている。GX 支援については、

将来のカーボンプライシング 141を償還財源とする GX 経済移行債を発行

し 142、10 年間で 20 兆円規模の先行投資支援により、150 兆円超の官民

投資の実現を目指している。国による支援の基本原則としては、民間のみ

では投資判断が真に困難な案件であって、産業競争力強化・経済成長及び

排出削減のいずれの実現にも貢献する分野への投資を対象としている。

また、その執行に当たっては将来の自立化も見据えていることを条件と

している。GX 支援を進めていくに当たっては、適切な場で進捗状況の報

告を行い、必要に応じた見直し等を効果的に行っていくこととしている。 
「AI・半導体産業基盤強化フレーム」に基づく半導体分野の支援につ

いては、計画的な支援により民間投資も呼び込めるよう必要な財源を確

保して実効性を担保している。また、官民の適切なリスク分担の観点を踏

まえ、ガバナンスの面で優れ、財政負担も小さい金融支援に重点を置いて

いくこととしている。具体的には、半導体事業者のステージ等に応じ、基

幹事業が量産化段階にある場合や、事業者が自己調達によって一定程度

の投資を実行可能とする財務基盤を有する場合には、出融資や債務保証

を積極的に活用する。加えて、第三者の外部有識者等による評価の下で、

適切なマイルストーンを設定し、その達成状況を確認し、事業計画の認

定・見直しや支援継続の要否等を判断する枠組みを設け、透明性を持って

説明責任を果たしながら支援を実施することとしている。〔資料Ⅱ－８－

９、10 参照〕 
 

ウ）金融支援の活用 

 
141 「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律」（令和５年法律第 32 号）におい

て、カーボンプライシングとして、化石燃料賦課金を令和 10 年度（2028 年度）から導入、令和

15 年度（2033 年度）からは発電事業者への排出枠の有償オークションを導入することとされて

いる。 
142 GX 経済移行債については、化石燃料賦課金及び特定事業者負担金の収入によって、令和 32
年度（2050 年度）までに償還することとされている。 
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補助金は、国民負担である租税や国債等を原資とするものであり、その

政策効果や要件の適切性等について不断の検証を行い、真に効果が認め

られるものに限定した上で、時限的なものとするべきである。また、補助

金は交付後の使途等に政府として利かせられるガバナンスには限度があ

る上、政府の立場からすれば金銭的リターンもなく、事業が目論見どおり

に成功するか否かを問わず「渡し切り」になるという性質がある。そのた

め、収益性や不確実性等の観点から民間では供給困難な分野・事業には補

助金の活用もあり得るが、長期的にリターンが期待できる分野について

は、出資者又は債権者として事業に対するガバナンスを発揮できる点や、

配当や利払い等が見込めるため財政負担を抑制できる点を踏まえ、金融

支援の活用を前提とすべきである。特定産業を対象とした支援や特定の

投資を促す支援については、収益性が見込まれる分野であるかどうかを

含め、補助金で支援することが真に適当であるか検討する必要がある。持

続的な経済成長実現のため、民間企業が金融機関や投資家から資金を調

達し、自立的に事業・産業を発展させることを基本とし、政府は、必要に

応じて出融資・信用保証等の金融支援を行うことにより、民需主導の成長

型経済を実現することが重要である。日本のこれからを担う競争産業を

作るために、官民の適切な役割分担が今まさに求められていることを肝

に銘じるべきである。〔資料Ⅰ－８－11 参照〕 

 

③ グローバルサウス支援の方向性 

いわゆるグローバルサウス諸国の市場成長力や経済安全保障上の重要

性の高まりを踏まえ、令和５年度補正予算より、当該国との連携強化を目

的として、現地にて実証事業等を行う企業を支援する「グローバルサウス

未来志向型共創等事業」を創設した。こうした企業の海外展開支援に関し

ては、従来、JICA・JBIC（国際協力銀行）・NEXI（日本貿易保険）等の

様々なチャネルを通じて支援を行ってきており、新規補助金により、既存

の公的支援の機能やガバナンスが損なわれることのないように留意する

必要がある。〔資料Ⅱ－８－12 参照〕 

「グローバルサウス未来志向型共創等事業」は、商用に向けたスケール

化を目指す実証事業を対象とする。採択された事例の中には、実証事業を
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伴わないような研究開発支援・設備投資支援ではないとされているが、既

に大企業自身の資金と採算見通しの下で海外展開を行っている企業の従

来事業の拡大の域を出ないような、当該補助金による支援の必要性が不

明瞭な事例も見られる。企業の海外展開は従来、経済的な裨益を求める民

間企業の自律的な取組によって行われてきた。そうした中で、真に必要な

範囲での支援とするためには、海外展開へのハードルがより高い中小企

業やスタートアップの取組を後押しするものであるべきである。補助額

の大きい大規模実証については、企業自らの投資による事業展開が見込

まれる大企業を含めて活用されており、真に必要な範囲での支援となっ

ているか、対象範囲の妥当性を精査し、政策効果について検証を行う必要

がある。〔資料Ⅱ－８－13 参照〕 

 

④ 経済安全保障に係る支援の方向性 

経済安全保障については、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に

より、その重要性が高まってきた。令和４年（2022 年）５月には「経済

施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」

（令和４年法律第 43 号）が成立・公布され、その後（ⅰ）重要物資の安

定的な供給の確保、（ⅱ）基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、（ⅲ）

先端的な重要技術の開発支援、（ⅳ）特許出願の非公開に関する４つの制

度が創設された。特に（ⅰ）においては、必要不可欠かつ特に外部依存性

の高い物資等として、12 の特定重要物資が指定されており、これらの安

定供給確保に取り組む事業者を支援する補助金について、総額約 2.4 兆

円の予算を措置している。 

経済安全保障については、国際環境の変化に対応し、中長期的視野に立

って重点的な支援が必要であるが、安定供給確保の取組としては、多くの

物資において生産基盤強化が対象とされており、他にも、調達先の多角化

や備蓄等の取組が考えられる中で、物資ごとに効果的かつ効率的な支援

を検討する必要がある。また、GX、AI・半導体と同様、複数年度にまた

がる計画等に基づき、財源を確保しながら積極的・計画的に実行するべき

である。支援の手法については、補助金以外の手法としてツーステップロ

ーンも用意されているが、活用が進んでおらず、補助金に偏重している現
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状が見て取れる。市場金利の上昇局面であり、事業者のメリットも高まる

中、こういった金融支援の活用も進めていく必要もあると考えられる。

〔資料Ⅱ－８－14 参照〕 

 

（２）中小企業 

① 中小企業支援の理念と現状 

中小企業は、我が国の事業者数の 99％超、従業者数の約７割を占める。

日本経済が強さを取り戻し、持続的な成長を実現するために、中小企業の

活力が不可欠である点は、論をまたない。〔資料Ⅱ－８－15 参照〕 

 中小企業に対する支援の在り方について、かつては中小企業の「経済

的・社会的制約による不利の是正」、「生産性等の諸格差の是正」という社

会政策の色を帯びていた。平成 11 年（1999 年）の中小企業基本法改正

を経て、現在では、自主的な努力を前提とした「多様で活力ある成長」を

図ることが基本理念とされるなど経済政策と位置づけられている 143。加

えて、近年では、中小企業の企業規模拡大に向けた成長も、中小企業政策

において重視されている 144。他方、中小企業の労働生産性や利益率の分

布を見ると、分布上位の企業では生産性や利益率が大幅に向上してきた

一方、生産性や利益率の低い中小企業が残存し、分布が拡大する下で、中

央値の伸びは緩慢となっている。こうした状況を踏まえると、中小企業の

新陳代謝を伴う形での「多様で活力ある成長」が実現しているとは言い難

い状況にある。〔資料Ⅱ－８－16 参照〕 

近年の中小企業対策費を振り返ると、コロナ禍において、令和２年度

（2020 年度）に 27.7 兆円と未曾有の水準まで増加した後、令和６年度

 
143 「中小企業基本法」（昭和 38 年法律第 154 号）第３条では、「中小企業については、（中略）

新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の

活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するもので

あることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営

の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応

が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。」との基

本理念を定めている。 
144 令和３年（2021 年）には、「中小企業等経営強化法」（平成 11 年法律第 18 号）が改正され、

中小企業から中堅企業への成長途上にある企業群を「特定事業者」とし、新たな支援対象類型を

追加している。 
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（2024 年度）においても約 7,600 億円と、コロナ禍前の平時の水準 145と

比較して、依然として高い水準にとどまっている。特に、近年の特徴とし

て、大規模投資や省力化投資に係る補助金を立て続けに拡充してきた。一

方、コロナ禍前から続く補助金についても、見直しが行われないまま予算

が高止まりしており、結果として、コロナ禍前と比べ、補助金の予算額・

種類が膨張している点が挙げられる。〔資料Ⅱ－８－17 参照〕 

 

② 中小企業が抱える課題と求められる支援策 

 中小企業の新陳代謝や生産性向上が進まない一因として、経営力・ガバ

ナンスの課題がある。例えば、中小企業が価格転嫁を進め、賃上げや投資

の原資を確保する上で、まずは、自社の原価構成など経営状況を分析する

ことが基本となるが、小規模事業者を中心に、そもそも採算が可視化され

ていない企業が多い。また、中小企業では資本市場等を通じたガバナンス

が効きにくく、前向きな投資等により資本コストを上回るリターンを追

求するといった企業行動につながりにくい。こうした中、中小企業の総資

産に占める現預金比率は、過去 20 年以上にわたり、大企業や中堅企業を

上回るペースでほぼ一貫して上昇しており、資本効率も低迷している。こ

うした経営力・ガバナンスの課題が、中小企業が積極的な投資に踏み切れ

ず、現状維持で十分との声にもつながっていると考えられる。このため、

中小企業が適切なリスクテイクを行えるよう、事業環境の整備や経営・ガ

バナンスの高度化を促していく必要がある。〔資料Ⅱ－８－18 参照〕 
中小企業の経営の高度化を促すためには、まずは、取引適正化・官公需

も含めた価格転嫁対策の徹底により、サプライチェーン全体で適切な競

争環境を整備することが重要であるが、価格転嫁率は未だに５割程度に

とどまっており、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」

（以下「労務費転嫁交渉指針」という。）の認知度も 50％程度である 146。

 
145 平成 24 年度（2012 年度）から令和元年度（2019 年度）までは 3,800 億円台から 7,400 億円

台までの間で推移（補正予算及び予備費を含むベース）。 
146 「令和６年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査（令和６年（2024 年）12 月）」（公正取

引委員会）の結果、「労務費転嫁交渉指針」について、「知っていた」と回答した者の割合が全体

の 48.8％であった。また、「労務費転嫁交渉指針」を知っていた者のうち、受注者の立場で、「労

務費の上昇分として要請した額について、取引価格が引き上げられた」と回答した者の割合は
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これまで、価格転嫁の状況等について受注側中小企業からの回答を点数

化した企業リストを公表するなどの対応を講じてきているが、これに加

えて、適切な価格転嫁交渉に応じることを補助金の申請要件とすること

や、多重受注構造を踏まえた実態把握の徹底など、更なる対策強化が求め

られる。「労務費転嫁交渉指針」の周知浸透や、「中小企業・小規模事業者

の賃金向上推進５か年計画」にある、官公需も含めた価格転嫁や取引の適

正化、中小企業の生産性向上などに着実に取り組むことも必要である。

〔資料Ⅱ－８－19 参照〕 
また、中小企業が事業の成長や生産性向上に取り組むよう、きめ細やか

な経営指導・伴走支援が重要である。足もと、こうしたニーズは高まって

おり、各支援機関の体制強化を行うとともに、地方公共団体や地域の商工

会議所・商工会、金融機関等の関係諸機関が連携した伴走支援のモデルを

創出すべきである。事業の初期段階を含め、適時・適切な経営指導が行わ

れることで、事業転換も含めた経営の高度化が期待できる。加えて、生産

年齢人口の減少や経営者の高齢化が進む中、事業承継や M&A の環境を

整備し、経営資源の有効活用による生産性の向上や、廃業を考えている事

業者の事業譲渡等を支援していく必要がある 147。 

中小企業の経営・ガバナンスの高度化を促す上では、金融手法の活用も

有効である。例えば、成長投資にあたっての外部資金調達の活用は、単な

る投資原資の確保に止まらず、株主を通じたガバナンスが効きにくい中

小企業等にとっては、金融機関が計画策定に関与することによる投資内

容の磨き上げや経営高度化、金利メカニズムによる経営の規律付け等の

メリットも存在する。また、企業の成長段階に応じ、銀行借入だけでなく、

株式発行や劣後ローン等も含め、多様な資金調達手段を活用することで、

財務基盤を安定させながら新規事業等への長期的な取組を進めやすくな

 
51.8％となり、「労務費転嫁交渉指針」を知らなかった者の同割合の 38.9％よりも 12.9 ポイント

高い結果であった。 
147 事業承継・M&A に関する支援を行う「事業承継・引継ぎ支援センター」や、事業再生に関す

る支援を行う「中小企業活性化協議会」における令和６年度（2024 年度）の相談件数は、いず

れも増加している。現時点では、実際の第三者承継の成約件数や再生計画の策定件数の大幅な伸

びには至っていないが、経営資源の有効活用・経営力強化を促す観点から、これらの支援は重要

である。 
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ると考えられる 148。政府による中小企業支援においても、補助金に偏重

することなく、官民で役割分担を行い、これらの金融手法も一層活用して

いくことが求められる。また、補助金による支援を行う場合でも、金融機

関からの資金調達・経営支援を要件化するなどの工夫を講じ、中小企業の

ガバナンス強化や、中小企業がリスクマネーを調達しやすい市場の育成

につなげていく必要がある。昨年、金融機関による事業の将来性に基づく

融資を後押しする制度として、企業価値担保権を創設する「事業性融資の

推進等に関する法律」（令和６年法律第 52 号）が成立し、来年から施行

される予定でもあり、金融機関も事業性を評価する能力を高めていくこ

とが重要である。〔資料Ⅱ－８－20 参照〕 

 

③ 中小企業等向け補助金の課題 

既述のとおり、コロナ禍以降、中小企業向け補助金の予算額・種類が大

きく増加してきた。しかし、補助金による支援が常態化する中で、企業か

らは「補助金ありきの設備投資となっている」との声もある 149。過大な

公的支援は、補助金依存の強まりやコスト意識の低下につながり、かえっ

て生産性向上や新陳代謝を阻害するおそれもある。この点、先行研究にお

いて、コロナ禍での補助金がコロナ禍以前から経営難に陥っていた企業

を温存し経済の停滞を招くリスクや、補助金による金銭的サポート自体

は生産性等に有意な効果を持たない可能性を指摘する分析もある。また、

会計検査院による令和６年度（2024 年度）決算検査報告において、新型

コロナウイルスによる企業への影響を緩和するために創設された中小企

業等事業再構築補助金に関して、補助金が過大に交付されていた事例や、

補助の対象とならない経費を補助対象事業費に含めていた事例などが指

摘されている。今後、補助金の政策効果や要件の適切性等について不断の

検証を行い、真に効果が認められるものに限定して補助金による支援を

行うべきである。〔資料Ⅱ－８－21 参照〕 

また、近年、既存の補助金を維持したまま、新たな補助金を立て続けに

 
148 日本政策金融公庫において、新規事業や省力化投資に取り組む中小企業等を対象に、資本性劣

後ローンによる資金供給を行っている。 
149 一方で、補助金は、一時的な雇用の維持には貢献したと考えられるという意見もあった。 
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創設してきた結果、予算額だけでなく、補助金の種類が大きく増加し、支

援が複雑化している点も課題である。制度上、売上規模や経営課題に応じ

た一定の棲み分けが存在しているものの、類似した支援が複数の補助金

で講じられている例も散見される 150。こうした補助金の乱立・複雑化は、

過大な支援を招くおそれがあるだけでなく、中小企業にとっても、支援を

理解しづらい事態をもたらしており、より効果的な補助金への重点化や

制度の統合等により、重複を排除するなど簡素化を進めるべきである。ま

た、補助金による支援を行う場合であっても、その実効性を確保するため、

補助金の趣旨に合致した経営計画をしっかりと策定させる、あるいは、意

欲的な賃上げに取り組んでいる企業に支援対象を限定する、といった措

置を講じるべきである。〔資料Ⅱ－８－22 参照〕 

近年、中堅企業 151に対する補助金支援も急速に増加しているが、本来、

中堅企業は中小企業より経営基盤が強固であり、労働生産性の水準や伸

びも高いため、中小企業と同じ支援は正当化されず、支援は真に必要なも

のに限るべきである。中堅企業が認識する最大の経営課題は、経営の高度

化等に向けた人材確保であることを踏まえれば、政府の支援も、人材マッ

チング等を通じた人材確保支援や、成長投資における金融手法の一段の

活用など、補助金以外の政策手段に軸足を移していくべきである。〔資料

Ⅱ－８－23 参照〕 
  

 
150 例えば、「中小企業省力化投資補助金（カタログ型）」と「IT 導入補助金」は、いずれもカタロ

グに掲載された省力化・生産性向上効果のある汎用製品を中小企業が選択して導入する補助金で

あり、前者はハードウェア（機械等）、後者はソフトウェア対象との区別があるが、別制度で支

援する必要性が乏しく、省力化推進のためには一元的な支援が適切と思われる例も散見される。 
151 「産業競争力強化法」（平成 25 年法律第 98 号）において、常時使用する従業員数が 2,000 人

以下の会社等（中小企業者を除く。）を「中堅企業者」と定義している。（資本金については、業

種に応じ、（ⅰ）製造業その他（（ⅱ）～（ⅳ）以外の業種）は３億円超、（ⅱ）卸売業は１億円

超、（ⅲ）サービス業・（ⅳ）小売業は５千万円超であることが中堅企業者の要件。（ただし、従業

員数が、（ⅰ）300人以下、（ⅱ）・（ⅲ）100人以下、（ⅳ）50人以下の場合は中小企業者に該当。）） 
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９．デジタル 

  

デジタル庁は、デジタル社会形成の司令塔として令和３年（2021 年）

９月に発足し、約４年が経過した。この間、国民生活の利便性向上、事業

や地域の活性化、行政における効率化、社会全体のデジタル改革に取り組

むとともに、政府の情報システム予算については、デジタル庁が各府省の

システムプロジェクトを一元的に監理することで、より効果的・効率的な

ものとなるよう、同庁への一括計上をはじめ、様々な取組が進められてい

る。 

デジタル庁設置から５年目を迎えた現在、改めて政府情報システム予

算の動向を振り返り、課題を整理するとともに、予算の透明化・効率化に

向けた取組を最大限に活用しながら、今後の予算編成に取り組んでいく

必要がある。 

その上で、国と地方公共団体を合わせた我が国公的部門の情報システ

ムの全体最適の観点から、公的部門全体として実現すべき業務フローや

情報技術の進歩を踏まえながら、そのために必要となる情報システムの

あるべき姿を定めた長期計画の策定、システム投資における優先順位付

けを図っていくことが適当である 152。 

 

（１）政府のシステム予算におけるデジタル庁の役割 

 政府の情報システムの整備については、デジタル庁が一元的にプロジ

ェクト監理を行うことがデジタル庁設置法に規定 153されており、予算要

求から執行段階を通じて、プロジェクトの実施是非や効果指標の設定と

その達成確保といった狙いの下にレビュー等 154を実施している。一般会
 

152 このような長期計画策定等においては、「政府に、より強力な司令塔機能が必要。」、「費用３割

減などの一律的な目標ではなく、行政分野ごとにシステム化により得られる付加価値を明確にし

た上で、その付加価値や実現可能性の観点から、横断的に優先度を定め、順次システム化を進め

ていくことが望ましい。」との意見があった。 
153 「デジタル庁設置法」（令和３年法律第 36 号）第４条第２項 デジタル庁は、（略）次に掲げ

る事務をつかさどる。 
第 17 号 国の行政機関が行う情報システムの整備及び管理に関する行政各部の事業を統括し

及び監理すること。 
154 デジタル庁によるプロジェクト監理は、予算要求時には、プロジェクトが実施するに値するか

といった観点から必要性・緊急性・投資対効果について、執行段階では、効果の発現が着実にな
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計に計上される政府のシステム予算は、同庁の統括監理の下で戦略的な

整備を行う観点から、同庁に一括計上された上で、各府省に配分されて執

行される仕組みとなっている。また、特別会計に計上されるものなど一括

計上対象外のシステムについても、一括計上分と同様に、デジタル庁がプ

ロジェクト管理を実施している。 

 そうした中でも、情報システム予算の総額は、各府省の業務において、

システム化の必要性が一層高まる中で増加を続けている。デジタル庁一

括計上分の情報システム予算は、同庁設立時は 5,502 億円 155であったが、

現在では約 6,600 億円 156に達している。〔資料Ⅱ－９－１参照〕 

 

（２）情報システムの運用経費等の削減に向けた取組 

政府は、現在、令和２年度（2020 年度）時点での政府情報システムの

運用等経費及び整備経費のうちのシステム改修に係る経費（以下、「運用

経費等」という。）の計約 5,400 億円を、５年後の令和７年度（2025 年

度）に３割削減することを目指すと掲げている 157。本年６月にデジタル

庁は令和５年度決算を基にした進捗状況を公表したが、他律的要因 158に

よるものを除く運用経費等は、令和２年度決算ベースから令和５年度決

算ベースで８％減少にとどまっており、令和７年度決算における３割削

減目標の達成には道半ばの状態にある。デジタル庁は運用経費等の削減

を達成した情報システムにおける取組を分析しており、かかる成果を活

かしながら、今後より情報システムの効率化や運用経費等の削減に努め

ていく必要がある。 

他方、３割削減目標は取組開始時（令和２年度（2020 年度））の情報シ

ステムが対象となっており、新たに整備された情報システムにかかる運

用経費等は含まれていない。また、他律的要因を含めた運用経費等の総額

 
されるよう進捗・効果の把握・改善の観点からレビューが実施される。各プロセスにおいて、必

要に応じて課題の指摘を行うとともに、当該システム整備等の必要性が認められない等の場合に

は、予算要求を行わない等の措置をしている。 
155 令和３年度補正予算と同４年度当初予算の合計。 
156 令和６年度補正予算と同７年度当初予算の合計。 
157 「デジタル・ガバメント実行計画」（令和元年（2019 年）12 月 20 日閣議決定） 
158 他律的要因としては、「ソフトウェアのサポート終了」、「システムの並行稼働への対応」、「法

令等への対応」、「セキュリティリスクへの対応」等がある。 
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についても対象外である。デジタル庁の公表においては、他律的要因を含

めた運用経費等は４％の増加となっているほか、整備経費を含めた情報

システム経費全体を見ると、令和２年度決算の約 7,200 億円から同５年

度決算の約 9,300 億円まで３年間で約３割の大幅な増加となっている。 

情報システムへの投資を進めて、国民の利便性向上、行政の効率化を進

めていくことは必要であるが、それによる業務時間や人件費の抑制等の

効果も踏まえた新たな整備事業の優先順位付けや、中期の投資計画を策

定することなどにより、明確な見通しを示しつつ、情報システム予算の総

額を抑制していくとともに、システム化による人員の抑制と業務量の削

減による効果を定量化し、領域・組織ごとに具体的な目標を設定すること

で、新たな政策課題等に振り分けられる人的リソースを捻出すべきであ

る。〔資料Ⅱ－９－２参照〕 

 

（３）費用対効果分析によるシステム予算見直し・AI 活用 

 昨年度より、政府の情報システムの個別の行政事業レビューシートが

作成・公表され、その中で各情報システムのライフサイクルコストや、そ

れを通じた費用対効果の分析が公表されるようになった。これは、情報シ

ステムにかかる事業の透明性を高めるとともに、（２）で述べたような情

報システム予算総額の抑制や、優先順位を付けたシステム整備の実現に

向けた重要な一歩と言える。 

しかしながら、その費用対効果分析では情報システムの年間効果を、

「利用者の利便性向上」、「将来のシステム経費の抑制、削減」、「行政の効

率化」等に分類して測ることとなっているが、相当数の情報システムにお

いて、その年間効果が全て「その他」に計上されているなど、分析に疑問

が残るものが多く存在する。 

今後さらに、情報システムの導入による効果発現箇所やその規模を精

緻に測り、もって整備経費をはじめとする情報システム予算の優先順位

付けに活かしていくことが重要ではないか。また、レビューシートについ

ては、情報システムの分野に限らず、国民目線で見て分かりやすいよう更

なる工夫を行いつつ、またその活用として、省庁間の類似事業の抽出や効

果の比較といった分析を行うことも効果的である。 
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特に、本年９月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関す

る法律」（令和７年法律第 53 号）が全面施行され、行政においても生成

AI の更なる活用が見込まれる。その効果は、各業務に要する時間の短縮

や人員の抑制に表れるものと考えられる。そのため、生成 AI 事業の導入

においては、かかる効果を着実に計測するとともに、それにより人件費総

額の抑制に反映していくべきである。〔資料Ⅱ－９－３参照〕 

 

（４）地方公共団体情報システム標準化とガバメントクラウドの活用 

 地方公共団体の 20 の基幹業務 159にかかる情報システム（以下「地方

公共団体情報システム」という。）は、原則的に令和７年度末（2025 年度

末）までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ移行

できるよう取組を進めている。 

この地方公共団体情報システム標準化の取組については、「地方公共団

体情報システム標準化基本方針」160により、運用経費等の３割削減を目

指すとされてきたが、移行期限を目前とする中で、地方公共団体側から移

行後の運用経費等が、移行前から相当程度増加するとの声があがってい

る 161。 

このような状況に対し、本年６月にデジタル庁は、運用経費等の低減に

向けて、「自治体情報システムの標準化・ガバメントクラウド移行後の運

用経費に係る総合的な対策について」を取りまとめている。まず、デジタ

ル庁は強力な司令塔として、見積精査支援等の地方公共団体向けの伴走

支援を、ベンダーやクラウドサービス提供事業者のロックインに留意し

つつ、着実に実施すべきである。あわせて、地方公共団体ごとに抱えてい

る課題を精査した上で、地方公共団体間のサポート体制構築など、課題に

応じて支援を検討していく必要がある 162。その上で、同庁は、各支援策

 
159 20 業務とは、児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人

名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶

養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金をいう。 
160 令和４年（2022 年）10 月７日閣議決定。令和５年（2023 年）９月、令和６年（2024 年）12
月に改訂。 

161 運用経費等増加の要因としては、構造的な要因（ベンダー等の事業者の需給ひっ迫等）、機能

強化要因（サービスレベルの向上等）、外部要因（物価、賃金上昇、為替等）が挙げられている。 
162 地方公共団体向けの支援として、「デジタル化に対応するための人員確保・育成支援も検討し
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による削減効果とともに将来的な運用経費等の精緻な見通しをつけてい

くべきである。その際、地方公共団体システム全体の効果的・効率的な運

用にも目を配っていく必要がある。〔資料Ⅱ－９－４参照〕 

 

 

 
ていく必要がある」との意見があった。また、「データ主権の確保とセキュリティ強化の観点か

ら、機密性の高い情報から国産クラウドサービスの採用を進めていく必要がある」との意見があ

った。 
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